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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 
(注) １ 当社は、第９期及び第10期は我が国で一般に公正妥当と認められている会計基準(以下「日本会計基準」と

いう)及び米国で一般に公正妥当と認められている会計基準(以下「米国会計基準」という)に基づいて連結

財務諸表を作成しております。第11期より米国会計基準に基づいて作成しております。 

２ 売上高及び営業収益には消費税等は含まれておりません。 

第一部 【企業情報】

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月

会計基準 日本基準 米国基準 日本基準 米国基準 米国基準 米国基準 米国基準

売上高 (百万円) 125,502 152,001

営業収益 (百万円) 116,631 143,159 161,346 183,144 221,915

経常利益又は 

損失（△）
(百万円) △10,839 2,409

税引前当期純利益 

又は損失(△)
(百万円) △7,286 5,561 12,679 16,748 27,503

当期純利益又は 

損失(△)
(百万円) △11,089 △7,543 797 5,351 10,821 19,333 24,481

純資産額 (百万円) △43,246 59,734 △10,188 96,769 138,370 251,445 277,296

総資産額 (百万円) 255,606 414,761 263,686 421,877 439,291 516,457 625,948

１株当たり純資産 

額
(円) △10,992.00 15,182.94 △2,174.86 20,657.04 26,888.43 39,511.48 43,445.59

１株当たり当期純 

利益又は損失(△)
(円) △2,818.45 △1,917.17 180.74 1,214.25 2,221.47 3,178.95 3,844.83

潜在株式調整後 

１株当たり当期純 

利益

(円) ― ―

希薄化後 

１株当たり当期純 

利益又は損失(△)

(円) △1,917.17 1,214.25 2,221.47 3,168.81 3,838.33

自己資本比率 (％) △16.92 14.40 △3.86 22.94 31.50 48.7 44.3

自己資本利益率 (％) ― ― ― 5.53 7.82 7.7 9.3

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 29.6 25.0

営業活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) 15,043 22,682 38,371 46,965 52,512 60,763 80,003

投資活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) △56,667 △47,733 △35,160 △34,526 △39,882 △57,230 △121,601

財務活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) 40,560 27,490 △1,196 △12,199 △9,996 21,330 26,801

現金及び現金同等 

物の期末残高
(百万円) 7,689 7,547 9,704 7,786 10,420 35,283 20,486

従業員数 (名)
2,477

(3,383)

2,353

(3,276)

2,631

(3,667)

2,442

(3,431)

2,743

(3,321)
6,784 8,653



３ 「日本会計基準」において、第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失を計上

しているため、記載しておりません。また、第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当

社株式は非上場でありましたので、記載しておりません。 

４ 2005年３月23日より前は当社株式は非上場でありましたので、株価収益率を記載しておりません。 

５ 従業員数には、他社への出向者を含めておりません。第11期までの( )内は臨時従業員（契約社員及び派遣

社員）の期首期末平均雇用人員数を、外数で記載しております。第12期より従業員数には、契約社員及び派

遣社員の当連結会計年度末の雇用人数を含めて記載しております。 

６ 第10期の「日本会計基準」に基づく連結財務諸表には、当社が連結ベースで10,188百万円の債務超過になっ

ていることにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在すること及びこのような重要な疑義の影響は連

結財務諸表に反映されていないことが注記されております。なお、当社は、2004年８月に30,000百万円の第

三者割当増資を実施いたしました。 

７ 第10期においては「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

８ 第12期より自己資本比率及び自己資本利益率については、小数点第２位を四捨五入して記載しております。

９ 第13期より自己資本利益率については、純資産額の期首期末平均により算出しております。 

  



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期及び第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は非上場でありましたの

で、記載しておりません。また、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当

期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

３ 2005年３月23日より前は、当社株式は非上場でありましたので、株価収益率を記載しておりません。また第

12期については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

４ 従業員数には、他社への出向者を含めておりません。第11期までの( )内は派遣社員の期首期末平均雇用人

員数を、外数で記載しております。第12期より従業員数には、派遣社員の当事業年度末の雇用人数を含めて

記載しております。 

５ 第10期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

６ 第12期より自己資本比率及び自己資本利益率については、小数点第２位を四捨五入して記載しております。

７ 第13期より自己資本利益率については、純資産額の期首期末平均により算出しております。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月

売上高 (百万円) 57,059 52,965 64,060 75,002 100,288

経常利益 (百万円) 254 1,167 1,485 2,109 6,625

当期純利益 
又は損失(△)

(百万円) 129 1,112 △1,570 △2,141 6,482

資本金 (百万円) 47,003 63,133 78,133 114,481 115,232

発行済株式総数 (千株) 3,934 4,685 5,146 6,364 6,383

純資産額 (百万円) 33,074 66,446 94,876 185,332 193,155

総資産額 (百万円) 272,160 229,743 155,914 320,208 374,352

１株当たり純資産額 (円) 8,406.57 14,184.20 18,436.61 29,122.68 30,262.71

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円) 
(円)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益 
又は損失(△)

(円) 32.82 252.27 △322.36 △352.11 1,018.01

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 1,016.29

自己資本比率 (％) 12.15 28.92 60.85 57.9 51.6

自己資本利益率 (％) 0.39 1.67 ― ― 3.4

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 94.3

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 376(291) 519(264) 877(234) 1,542 2,163



２ 【沿革】 

  

1995年１月 住友商事㈱とTele-Communications International, Inc.(現Liberty Global Inc.)の合

弁で㈱ジュピターテレコム設立。

1995年３月 杉並ケーブルテレビ㈱、㈱ケーブルテレビネリマ、㈱シティケーブルビジョン府中、㈱

小金井市民テレビの株式を住友商事㈱から取得。

1995年８月 ㈱ジュピター群馬設立。

1995年11月 福岡ケーブルネットワーク㈱設立。

1996年１月 ㈱木更津ケーブルテレビの株式を取得。 

㈱ジュピター宝塚川西設立。

1996年４月 北摂ケーブルネット㈱設立。 

㈱ケーブルビジョン二十一(2003年３月㈱ケーブルビジョン21に商号変更)及び㈱ケーブ

ルステーション北九州の株式を住友商事㈱から取得。

1996年６月 ㈱ジュピターりんくう設立。

1996年７月 ㈱ジュピターかわち設立。

1996年９月 ㈱ジュピター和歌山、㈱ケーブルネット下関設立。

1996年10月 土浦ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1996年12月 決算期を３月から12月に変更。 

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1997年２月 ㈱ジュピターいばらき(1999年８月アットホームジャパン㈱に商号変更)設立。 

関西地区の統括会社として㈱ジュピター関西設立。

1997年６月 寒川ケーブルテレビ㈱の株式を取得。 

㈱テレビちがさきの株式を住友商事㈱から取得。

1998年３月 大阪ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1998年４月 関西マルチメディアサービス㈱へ出資。

1998年８月 ㈱シーエーティーヴィ横須賀の株式を住友商事㈱から取得。 

堺ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1998年９月 こうべケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。 

㈲ジェイコムインターネット設立。

1998年11月 北九州ケーブルテレビ㈱の株式を取得。

1998年12月 吹田ケーブルテレビジョン㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1999年１月 杉並ケーブルテレビ㈱と㈱ケーブルテレビネリマが合併、㈱ジェイコム東京となる。 

㈱テレビちがさきと寒川ケーブルテレビ㈱が合併、㈱ジェイコム湘南となる。 

㈱ジュピター宝塚川西、㈱ジュピターかわち、㈱ジュピター和歌山と㈱ジュピター関西

が合併、㈱ジェイコム関西となる。 

藤沢ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1999年３月 ㈱ユーアイネット埼玉(2000年７月㈱メディアさいたまに商号変更)の株式を住友商事㈱

から取得。 

㈱ケーブルテレビ神戸の株式を住友商事㈱から取得。



 

 

1999年７月 ㈱ケーブルコミュニケーション芦屋の株式を住友商事㈱から取得。

1999年８月 ㈱ケーブルステーション北九州と北九州ケーブルテレビ㈱が合併、㈱ジェイコム北九州

となる。

1999年９月 アットホームジャパン㈱へ出資。 

㈱ジェイコム関西が㈱ジュピターりんくうを吸収合併。

1999年10月 ㈱ジェイコム東京が㈱シティケーブルビジョン府中及び㈱ケーブルコミュニケーション

小金井・国分寺(旧㈱小金井市民テレビ)を吸収合併。

2000年１月 こうべケーブルテレビ㈱と㈱ケーブルコミュニケーション芦屋が合併、㈱ケーブルネッ

ト神戸芦屋となる。

2000年４月 ㈱ジェイコム東京が㈲ジェイコムインターネットを吸収合併。

2000年９月 株式交換により㈱タイタス・コミュニケーションズを統合、同社発行済全株式を取得。 

㈱タイタス・スキャットが㈱ジェイコム札幌に商号変更。

2001年１月 ㈱ジェイコム関西が堺ケーブルテレビ㈱を吸収合併。

2001年３月 ㈱ケーブルネットワークやちよの株式を取得。

2001年４月 藤沢ケーブルテレビ㈱が㈱ジェイコム湘南及び㈱シーエーティーヴィ横須賀を吸収合併

し、㈱ジェイコム湘南に商号変更。

2001年７月 和泉シーエーティヴィ㈱の株式を取得。

2001年８月 ㈱スーパーネットワークユーの株式を取得。

2001年９月 ㈱ジュピター群馬が㈱ジェイコム群馬に商号変更。 

㈱タイタス・コミュニケーションズが㈱ジェイコム関東に商号変更。 

㈱タイタス相鉄が㈱ジェイコム大和に商号変更。 

㈱ケーブルネット神戸芦屋を子会社化。

2002年１月 ㈱ジェイコム関西が大阪ケーブルテレビ㈱を吸収合併。 

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱及び㈱メディアさいたまを子会社化。

2002年２月 ㈲ジェイコムファイナンス設立。 

㈱ジェイコム関東が㈱ジェイコム大和を吸収合併。

2002年３月 アットホームジャパン㈱(2002年６月アットネットホーム㈱に商号変更)を子会社化。

2002年４月 グリーンシティケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

2002年８月 ㈱ジェイコム関東が前橋局を㈱ジェイコム群馬に営業譲渡。

2002年11月 ㈱ジェイコム関西が和泉シーエーティヴィ㈱を吸収合併。

2004年３月 泉大津ケーブルテレビ㈱の株式を取得。

2004年５月 ジュピターVOD㈱設立。

2004年７月 ㈱ケーブルシステム(2005年７月㈱ジェイコムテクノロジーに商号変更)の株式を取得。

2004年８月 ㈱ジェイコム関西が泉大津ケーブルテレビ㈱を吸収合併。

2005年２月 調布ケーブルテレビジョン㈱の株式を取得。

2005年３月 ジャスダック証券取引所に上場。

2005年４月 ㈱スーパーネットワークユーが㈱木更津ケーブルテレビ及び㈱ケーブルネットワークや

ちよを吸収合併し、㈱ジェイコム千葉に商号変更。

2005年７月 ㈱日本デジタル配信の株式を取得。

2005年９月 ㈱小田急情報サービス（2006年1月㈱ジェイコムせたまちに商号変更）の株式を取得。

2005年11月 ㈱角川ジェイコム・メディアの株式を取得。

㈱ケーブルテレビ神戸を子会社化。



 
  

2006年１月 関西マルチメディアサービス㈱を子会社化。

六甲アイランドケーブルビジョン㈱の株式を取得。

2006年４月 さくらケーブルテレビ㈱の株式を取得。

2006年５月 ㈱ケーブルネット神戸芦屋が六甲アイランドケーブルビジョン㈱を吸収合併。

2006年６月 浦和ケーブル・テレビ・ネットワークと㈱メディアさいたまが合併し、㈱ジェイコムさ

いたまに商号変更。

2006年８月 ㈱ケーブルネット下関を子会社化。

2006年９月 ㈱ケーブルウエストを子会社化。同時に同社の子会社吹田ケーブルテレビジョン㈱、豊

中・池田ケーブルネット㈱、高槻ケーブルテレビネットワーク㈱、東大阪ケーブルテレ

ビ㈱、北河内ケーブルネット㈱が子会社となる。

2006年12月 ㈱ジェイコム関東が㈱ジェイコム群馬を吸収合併。



３ 【事業の内容】 

(1) 概況 

当社は、1995年１月、我が国におけるケーブルテレビ会社の取得、管理及び経営指導を行うため、住

友 商 事 ㈱ ( 以 下「住 友 商 事」と い う ) と Tele-Communications International, Inc.( 現 在、

Liberty Global,Inc.以 下「LGI」と い う。但 し、本 報 告 書 に お い て は「LGI」が Liberty Media

International,Inc. を含むLGIのグループ会社を総称することがある)の合弁会社として設立されまし

た。2004 年 12 月 28 日、住 友 商 事 と LGI は、LGI の 子 会 社 で 当 社 の 株 式 を 所 有 す る

LMI/Sumisho Super Media, LLC(住商/LMI スーパーメディア, LLC、2006年２月に社名変更し、本報告

書提出日現在は、LGI/Sumisho Super Media, LLC、日本語名は住商/LGI スーパーメディア, LLC、以下

「Super Media」という)を両社の共同出資会社とするために、LGIは他の子会社を通じて所有していた

当社株式の全部を、住友商事はその所有する当社株式の過半をSuper Mediaに移動させ、Super Mediaが

当社の親会社となりました。なお、2005年９月に、住友商事は所有していた残りの当社株式の全てを、

Super Mediaに移動させております。  

当社グループは、「ワン・ストップ・ショップ」として、ケーブルテレビ、高速インターネット接続

及び電話サービスを、当社グループのブロードバンド(高速・大容量)・ネットワークを通じ総合的に提

供することを主な事業としております。現在、関東、関西及び九州の３つの主要都市圏並びに札幌で、

24のケーブルテレビ会社が「J:COMグループ」としてサービスを提供しております。当社はこれらの会

社 の う ち 18 社 と 全 般 的 な 経 営 指 導 サ ー ビ ス 契 約（以 下、MSO 契 約 と い う。MSO と は

Multiple System Operator。統括運営会社のこと。)を締結しており（本報告書提出日現在では、当社

はケーブルテレビ事業を営む運営会社24社全てとMSO契約締結済）、これらの当社が経営指導するケー

ブルテレビ会社を運営会社としております。当社グループでは、当社設立以来、ケーブルテレビサービ

スに加え、提供するサービスを順次拡充してまいりました結果、当連結会計年度末では全運営会社にお

いて高速インターネット接続サービス及び電話サービスを合わせた３サービスを提供しております。当

社運営会社の総加入世帯数(少なくともひとつのサービスに加入している世帯数)は、2006年12月31日現

在約262万世帯であり、当社は日本最大のケーブルテレビ会社の統括運営会社となっております。 

上記のとおり、当社グループは、運営会社24社を通じてサービスを提供しておりますが、うち23社は

当社が過半数の議決権を保有する連結子会社であります。また、残る１社である福岡ケーブルネットワ

ーク㈱について、当社は同社の議決権の45.00％を保有しており、米国会計基準上の持分法適用関連会

社としております。 

  



当社の運営会社の配置は以下のとおりであります(但し、各地域の全域でサービスを提供しているわ

けではありません)。 

  
 

  

運営会社においては、MSO契約を締結後、当社から提供されるサービスについて毎月当社に対し経営

指導料を支払い、当社から購入する機器については、合意したマージンを支払っております。これらの

うち、連結対象の運営会社との取引については、連結決算上消去されることになります。2006年12月31

日現在、運営会社の営業地域内において合計約974万世帯が運営会社のネットワークにより接続可能と

され(以下ケーブルテレビ、高速インターネット及び電話回線を敷設した地域内で接続可能な世帯数を

「ホームパス世帯数」という)、運営会社は、ケーブルテレビサービスについては約220万世帯、高速イ

ンターネット接続サービスについては約115万世帯、電話サービスについては約117万世帯の顧客にサー

ビスを提供しております。 

当社は、運営会社の他にもケーブルテレビ会社に出資をしております。かかるケーブルテレビ会社は

「非運営会社」でありますが、このうち、グリーンシティケーブルテレビ㈱については株式の20.00％

を保有しており、持分法適用関連会社であります。他の２社(㈱ベイ・コミュニケーションズ及びケー

ブルネット埼玉㈱)については、20.00％未満の保有であります。 



また、当社は、アットネットホーム㈱の株式の100％を保有しております。同社は、関東及び九州地

域並びに札幌の運営会社に対し高速インターネット接続サービス及び豊富なブロードバンド・コンテン

ツを提供しております。さらに当社は、関西マルチメディアサービス㈱の株式の76.50％を保有してお

ります。同社は、関西地域のケーブルテレビ会社(関西地域の当社グループの運営会社全てを含む)に対

し、高速インターネット接続サービス及びブロードバンド・コンテンツを提供しております。この他、

当社は、ケーブルシステムの設備工事等を行う㈱ジェイコムテクノロジーについても株式の100％を保

有しております。これら３社は、当社グループ以外のケーブルテレビ会社に対しても同様のサービスを

提供しております。 

  

(2) 当社グループのサービス 

当社グループは、総合的なケーブルによるネットワークを通じて、顧客に対しケーブルテレビ、高速

インターネット接続及び電話の３種類のサービスを「ワン・ストップ・ショップ」にて提供する「トリ

プルプレイ」事業者であります。今般2006年３月１日より第４のサービスとしてモバイルサービス、

「J:COM MOBILE」を開始したことにより「グランドスラム」事業者となっております。このモバイルサ

ービスは既存の3種類のサービスのいずれかとセットでご加入頂くことにより、月額基本利用料2,762円

（税込2,900円）を262円（税込275円）割引にて提供いたします。顧客による複数のサービスへの加入

を促進するため、当社グループでは、複数のサービスに加入する顧客に対して割引を行い、これらの顧

客にメリットを提供しております。 

 以下にサービス別の概況を記載いたします。これらは当社グループが主として提供している

「J:COM TV」、「J:COM NET」及び「J:COM PHONE」についての記載であり、2006年9月に連結子会社と

なったケーブルウエストグループが提供しているサービスは、これとは異なる内容となっております。

○ ケーブルテレビサービス（J:COM TV） 

ケーブルテレビサービスとは、本来別々のアンテナ、チューナーで受信しなければならない地上波放

送、BS放送、CS放送等の様々な放送コンテンツを、一本のケーブル及び一つの端末を通じて一括して顧

客に提供するサービスであります。 

2006年12月31日現在、当社グループのケーブルテレビサービスはアナログサービス（「J:COM TV」）

を月額3,980円（税込4,179円）、デジタルサービス（「J:COM TV デジタル」）を月額4,980円（税込

5,229円）にて提供しております。「J:COM TV デジタル」では、１台のセット・トップ・ボックスで、

地上デジタル放送、BSデジタル放送、ケーブルデジタル放送など100チャンネル以上のチャンネルを提

供しております。当社グループでは2005年12月より、当社グループのデジタルサービス全加入世帯に対

するCSデジタル放送の提供を、従来の衛星経由からケーブルテレビ事業者向け広域配信ネットワーク事

業を展開する日本デジタル配信㈱（以下「JDS」という）の地上光伝送ネットワーク経由に切り替えま

した。これに伴い、当社グループでは従来の「CSデジタル放送」の呼称を「ケーブルデジタル放送」に

変更いたしました。本サービスにおいては、ハイビジョン番組を多数含んだ地上デジタル放送、BSデジ

タル放送の他に魅力的な専門チャンネルであるケーブルデジタル放送を、ご家族の方々それぞれがお楽

しみいただけるよう各ジャンルの人気チャンネルを厳選してお得な基本パッケージにて提供しておりま

す。またJDSの全国光伝送ネットワークを活用してケーブルテレビ事業者独自のハイビジョンチャンネ

ル「Discovery HD」、「FOXlife HD」を2005年12月より、「ムービープラスHD」を2006年8月より基本

パッケージに追加しております。 



当社グループが提供するセット・トップ・ボックス及びネットワークは双方向機能を備えているた

め、ビデオ・オン・デマンド（以下VOD）等の「放送と通信が融合」されたサービスも提供しておりま

す。本サービスにおいて最新の洋画・邦画等の番組を番組ごとに視聴料が課金される形式のサービス

(「プレミアム オン デマンド」)の他に、地域情報・趣味教養等の番組を追加料金なしで入門用として

視聴できるサービス(「フリー オン デマンド」)も提供しております。また有料チャンネルとのパッケ

ージ型サービスである「スター・チャンネル オン デマンド」や「カラオケ オン デマンド」のような

月単位で利用制限のない月額利用料制のサービス(「マンスリー オン デマンド」)も提供しておりま

す。 なお、当社グループでは2006年４月より順次ハイビジョン放送も録画可能なハードディスク内蔵

型セット・トップ・ボックスを投入し、デジタル・ビデオ・レコーディング(以下「DVR」という)サー

ビスの提供を開始しております。DVRを利用することにより、番組を内蔵のハードディスクに録画する

ことが可能となり、従来のようにテープ管理などの手間から開放されるほか、電子番組表を利用して録

画予約が簡単にでき、さらにタイムシフト機能(放送中のテレビ番組を、ビデオのように一時停止した

り、巻き戻したりして見ることができる機能)などが備わっているなど、利用者の利便性は格段に向上

しております。衛星事業者や通信事業者等他社サービスとの競争力を強化するために、当社は「ハイビ

ジョン番組」「VOD」「DVR」をデジタルサービスの３本柱としてケーブルテレビサービスの商品内容を

拡充していく方針であります。  

その他、当社グループでは、当社運営会社のエリア内において、主に、地上波放送の電波障害地区及

び当社グループのサービスに係る設備導入済みの集合住宅のうち、当社のケーブルテレビサービスに加

入していない世帯に対して再送信サービスを提供しております。当社グループの再送信サービスの一部

として、当社グループではそれらの世帯に対してコミュニティチャンネル及び二つのホームショッピン

グチャンネルを提供しております。2006年12月31日現在、当社運営会社は再送信サービスを合計約456

万世帯（ここではケーブルウエストグループの数値を含む）に提供しております。 

○ 高速インターネット接続サービス(J:COM NET) 

当社グループはアットネットホーム㈱及び関西マルチメディアサービス㈱をインターネット接続事業

者として、高速インターネット接続サービスを全国で提供しております。本サービスは、高速インター

ネット接続、各種基本サービス(メールアドレスの取得、個人用HPなど)及び豊富なブロードバンド・コ

ンテンツから成り、当社グループが所有する高速大容量ネットワークとアットネットホーム㈱及び関西

マルチメディアサービス㈱が構築するバックボーン回線に直結することにより、安定した高品質なサー

ビスを提供しております。 

2006年12月31日現在、高速インターネット接続サービスは「J:COM NET」(８Mタイプ)サービスを月額

4,980円(税込5,229円)で、「J:COM NET プレミア」(30Mタイプ)サービスを月額5,500円(税込5,775円)

で提供しております。2005年８月からは、さらに高速のサービスを求める顧客のニーズに応えるため、

集合住宅へ光ファイバを引き込み、棟内の同軸網を利用した、最大100Mbpsの超高速インターネット接

続サービスを、「J:COM NET 光」として集合住宅向けに提供を始めました。また、主にファミリーユー

ザーの多い当社グループの顧客に満足いただけるように、継続的に基本サービスの拡充に努めてまいり

ました。その結果、現在は、メールアドレスを５つまで追加料金なしで設定可能とし、セキュリティー

関連サービスも豊富にそろえ、メールやウェブのウイルススキャンやペアレンタルコントロール機能、

迷惑メールの受信拒否サービス等も基本パッケージに含めております。また、ホームネットワーキン

グ・サービスへの取り組みとして無線LAN内蔵一体型モデムのサービスを月額500円（税込525円）で提

供しております。  



○ 電話サービス(J:COM PHONE)  

当社グループの電話サービスは東日本電信電話㈱及び西日本電信電話㈱が提供している固定電話サー

ビス（以下、NTT固定電話サービスという）と同等の品質のプライマリ固定電話サービスであります。

2006年12月31日現在、当社グループは電話サービス(住宅用)を月額基本料1,330円(税込1,397円)で提供

しております。料金は市外通話、オプションサービスともに他社と比較して充分競争力のある設定とな

っております。また2005年２月より、月額利用料金250円（税込263円）にて最大10,000円分までの通話

料が無料のオプションサービスである「とくとく・トーク」を開始いたしました。2005年以降に新たに

電話サービスを開始した運営会社(㈱ジェイコム札幌、調布ケーブルテレビジョン㈱、㈱ジェイコムせ

たまち等）及び地域においては、IP技術を利用し従来の交換機による電話サービスと同様の品質・サー

ビスを実現した固定電話サービスを導入しております。このIP電話サービスは、一部のインターネット

サービスプロバイダーがそのオプションサービスとして提供しているIP電話（050番号）サービスと違

い、番号ポータビリティや緊急通報（110番、118番、119番等への通話）に対応した高品質のプライマ

リIP電話サービスであります。今後は他のエリアにおいても、順次このIP技術を利用した電話サービス

を導入していく予定であります。 

○ バンドル・サービスの提供 

当社グループのサービスは一つひとつが競争力の高いサービスであると考えておりますが、顧客に複

数のサービスを提供すること(以下「バンドル・サービス」という)で、より大きな付加価値を提供でき

るものと考えております。2006年12月31日現在の一例としましては、㈱ジェイコム東京では、デジタル

サービス「J:COM TV デジタル」、高速インターネット接続サービス「J:COM NET プレミア」(30Mタイ

プ)、電話サービス「J:COM PHONE」を全て提供する場合の基本月額サービス料は10,390円(税込10,910

円)であり、それぞれを個別に提供した場合の合計額に対して約12％の割引となっております。同様

に、「J:COM TV デジタル」と「J:COM PHONE」の場合は5,710円(税込5,996円、約10％の割引)、デジ

タルサービス「J:COM TV デジタル」と「J:COM NET プレミア」(30Mタイプ)の場合は9,700円(税込

10,185円、約７％の割引)となります。また、「J:COM MOBILE」は他のサービスと併用する場合、月額

基本利用料2,762円（税込2,900円）を262円(税込275円、約９％の割引)お得な割引料金にて提供してお

ります。 

  



次の表は、当社運営会社(2004年度以前についてはMSO契約を締結していたものの株式保有のなかった

調布ケーブルテレビジョン㈱を除く）の、総加入世帯数、RGU(収益獲得単位数)合計、加入世帯当たり

RGU（バンドル率）、利用サービス毎の加入世帯の割合、加入世帯当たり月次収益及び平均月次解約率

の推移を表しております。下表に示すとおり、加入世帯当たり月次収益は毎年増加しており、また、加

入世帯当たりRGUも増加の傾向にあります。なお、加入世帯当たりRGUについても、ケーブルウエストグ

ループを除いて算出した場合は、1.77と増加しております。 

（当社グループのオペレーションの状況－運営会社合計） 

 
(注) １  「総加入世帯数」及び「RGU合計」は、100世帯未満を四捨五入して表記しております。 

   ２ 「RGU合計」とは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話の３サービスの合計提供数をいい、

１加入世帯当たりの平均サービス提供数を「加入世帯当たりRGU」（バンドル率）といいます。 

３ 加入世帯当たり月次収益は、利用料収入及びその他の営業収益に含まれる様々な手数料、その他収入を含ん

でおり、年間平均であります。 

４ 平均月次解約率＝当該期間中の解約数÷当該期間中の加重平均加入世帯数÷当該期間の月数 

５ 2006年９月末より連結子会社となったケーブルウエストグループでは、現在、当社グループの顧客管理シス

テムとの統合作業が進行中のため、2006年度の数値である「利用サービス毎の加入世帯の割合」、「加入世

帯当たり月次収益」及び「平均月次解約率」の算出対象には含めておりません。 

  

2003年12月31日
現在又は 
2003年度

2004年12月31日
現在又は 
2004年度

2005年12月31日
現在又は 
2005年度

2006年12月31日
現在又は 

2006年度(注)５

総加入世帯数 (注)１ 1,754,800 1,873,000 2,136,000 2,621,700

RGU合計 (注)１、２ 2,714,200 3,117,100 3,678,500 4,518,600

加入世帯当たりRGU (注)２ 1.55 1.66 1.72 1.72

利用サービス毎の加入世帯の割合
(％) 
(総加入世帯比)

  ケーブルテレビのみ 48.6 41.3 37.7 34.0

  高速インターネット接続のみ 5.5 5.7 6.1 6.4

  電話のみ 4.9 5.7 5.8 6.6

  ケーブルテレビ及び 
  高速インターネット接続

14.3 11.8 10.8 9.3

  ケーブルテレビ及び電話 10.5 12.9 13.8 14.8

  高速インターネット接続 
  及び電話

2.6 3.5 4.0 4.5

  ３サービス全て 13.6 19.1 21.8 24.4

加入世帯当たり月次収益(円) 
 (注)３

6,779 7,090 7,497 7,757

平均月次解約率(％) (注)４

  ケーブルテレビ 1.7 1.4 1.3 1.1

  高速インターネット接続 1.3 1.2 1.3 1.3

  電話 0.9 0.8 0.7 0.8



(3) 当社グループのブロードバンド・ネットワーク 

当社グループのブロードバンド・ネットワークは、各運営会社内におけるローカルネットワーク、関

東、関西及び九州の各地域内で各運営会社を接続した地域内ネットワーク、並びに関東、関西及び九州

における各地域間及び札幌と関東地域間を接続した地域間ネットワークの３つのネットワーク網から構

成されております。 

ローカルネットワークは、ヘッドエンドと呼ばれるセンター設備(アナログ放送送受信設備、高速イ

ン タ ー ネ ッ ト 接 続・電 話 サ ー ビ ス に 係 る CMTS(Cable Modem Termination System) や HDT

(Host Digital Terminal)といったセンターモデム及び端末管理設備等)から顧客宅まで光同軸ハイブリ

ッド(HFC)方式の構造にて構成されております。光同軸ハイブリッド方式の特徴は、対象世帯約600から

2,400世帯に１台の割合でノードを設置し、ヘッドエンドからノード間は光ファイバーケーブルにて、

ノードから顧客宅間は同軸ケーブルにて接続されている点にあります。そのため、この各ノードの収容

世帯数を変更することにより、将来の加入世帯数の増加等に伴う顧客当たりの伝送容量の拡大にも比較

的低コストで対応できる構造となっております。また、ヘッドエンドからノードまでは光ファイバーケ

ーブルが使用されているため、ノードから顧客宅まで新たに光ファイバーケーブルを延伸し、ノードに

メディアコンバーターを設置することにより、将来FTTHサービスを提供できる柔軟性も備えておりま

す。当社グループのローカルネットワークにおける、ほぼ全ての光ファイバーケーブル及び同軸ケーブ

ルは、NTTグループ及び地域電力会社から賃借する電柱に設置されております。このように地上にネッ

トワークの基盤を有することにより、急速にネットワークを拡張しホームパス世帯数を増加させること

が、地中にケーブルがある場合と比較して低いコストで可能となります。また、必要な場合にはメンテ

ナンスも容易に行うことができます。ローカルネットワークの光ファイバーケーブルは、自社所有して

いるものと、ダークファイバーケーブル(未使用光ファイバーケーブル)を他の通信事業者からリースし

ているものがあります。 

地域間ネットワークは、各地域内ネットワークにあるマスターヘッドエンド(札幌においてはローカ

ルネットワークのヘッドエンド)を接続し構成されております。現在、関東、関西、九州及び札幌の各

地域間における地域間ネットワークは、高速インターネット接続サービス及び電話サービスの提供にお

いて、他の通信事業者の通信回線をリースして相互接続しております。関東地域と札幌間においては高

速インターネット接続サービス及び電話サービスが接続されているほか、関東地域のマスターヘッドエ

ンドと札幌のヘッドエンドとの間を接続し、ケーブルデジタル放送の長距離デジタル伝送を行っており

ます。 

関東、関西及び九州の地域間におけるケーブルテレビサービスの提供においては、JDSが提供してい

る東京、大阪、福岡の全国光伝送ネットワークを利用し、安定した映像伝送を行っております。当社グ

ループでは、従来、ケーブルテレビのデジタル映像伝送の多くを衛星事業者に依存しておりましたが、

ケーブルテレビで流せるコンテンツが衛星プラットフォームと同一であること及び天候が悪いと画像が

乱れる「降雨減衰」が起こることなどの課題を、衛星から地上ネットワークへ切り替えることにより解

決し、さらにはケーブルテレビ独自番組の配信など、ケーブルテレビ業界が提供するサービスの強化や

競合他社との差別化を図ることが可能となりました。  

  



〈当社グループのブロードバンドネットワーク〉 
  
―地域内ネットワーク及び地域間ネットワーク― 

  
 

(注) 地図中の色の濃い部分は、運営会社の所在する都道府県を示すものであり、示された各地域の全域でサービス

を行っているわけではありません。また地名は当社で使用している通称名であり、必ずしも正式な地方自治体

の名称には対応いたしません。 

  

―センター設備(ヘッドエンド及びマスターヘッドエンド)― 

  



 



(4) 運営方式 

当社はMSOとして、運営会社に対し、経験を積んだスタッフ(各運営会社の社長を含む)の派遣(兼任又

は出向)、運営・管理サービス、営業研修、番組編成及び機器調達の支援や、その他の経営指導サービ

スを提供しております。当社では、運営会社に対し、当社の標準仕様に基づくローカルネットワークを

構築することを求めており、ネットワーク拡張に関する設計・構築に係る専門知識を提供しておりま

す。当社による運営会社の監督と運営会社による自社の業務の運営を容易にするため、運営会社はそれ

ぞれ、営業、顧客及び技術サービス、カスタマーセンター、料金の請求・徴収を支援するための当社の

統合基幹顧客管理システムを利用しております。当社グループのサービスを顧客に提供するために必要

な許認可等は運営会社が取得しており、全ての運営会社が「J:COMグループ」としてサービスを提供し

ているほか、運営会社は営業、マーケティング、顧客宅への工事、カスタマーサービス、課金、地域番

組の制作等の業務を担当しております。 

2006年12月31日現在の、当社運営会社における各地域毎のケーブルテレビ、高速インターネット接続

及び電話サービスのホームパス世帯数、加入世帯数及び加入率並びに総加入世帯数は以下のとおりであ

ります。 

  

〈当社運営会社加入世帯数〉(2006年12月31日現在) 

 
(注) １ 各地域には、下記の運営会社の合計を記載しております。 

 
２ 福岡ケーブルネットワーク㈱の数値を記載しております。 

３ 世帯数は100世帯未満を四捨五入して表記しております。 

 
５ 各サービスの加入世帯数は、当該サービス以外のサービスにも加入している世帯を含めております。 

  

ケーブルテレビ 高速インターネット接続 電話

総加入
世帯数ホームパス 

世帯数
加入 
世帯数

加入率 
(％) 
(注)４

ホームパス
世帯数

加入
世帯数

加入率
(％) 
(注)４

ホームパス
世帯数

加入 
世帯数

加入率
(％) 
(注)４

連結対象運営会社 (注)１ 9,206,100 2,109,300 22.9 9,206,100 1,108,800 12.0 9,166,400 1,119,900 12.2 2,512,200

北海道地域 424,900 81,800 19.3 424,900 36,200 8.5 424,900 29,600 7.0
94,600

 

関東地域 4,401,200 1,095,300 24.9 4,401,200 605,600 13.8 4,387,100 664,400 15.1 1,316,600

関西地域 3,791,000 796,800 21.0 3,791,000 408,200 10.8 3,765,800 339,400 9.0 940,500

九州地域 589,000 135,400 23.0 589,000 58,800 10.0 588,600 86,500 14.7 160,500

持分法適用対象運営会社 
(注)２

529,900 86,600 16.3 529,900 40,300 7.6 525,700 53,700 10.2 109,500

運営会社合計 9,736,000 2,195,900 22.6 9,736,000 1,149,100 11.8 9,692,100 1,173,600 12.1 2,621,700

北海道地域(１社)：㈱ジェイコム札幌

関東地域(９社) ：㈱ジェイコム東京、土浦ケーブルテレビ㈱、㈱ジェイコム千葉、㈱ジェイコム湘

南、㈱ジェイコムさいたま、㈱ジェイコム関東、調布ケーブルテレビジョン㈱、㈱

ジェイコムせたまち、さくらケーブルテレビ㈱

関西地域(10社) ：北摂ケーブルネット㈱、㈱ジェイコム関西、㈱ケーブルネット神戸芦屋、㈱ケーブ

ルテレビ神戸、ケーブルウエスト㈱、吹田ケーブルテレビジョン㈱、豊中・池田ケ

ーブルネット㈱、高槻ケーブルネットワーク㈱、東大阪ケーブルテレビ㈱、北河内

ケーブルネット㈱

九州地域(３社) ：㈱ケーブルビジョン21、㈱ジェイコム北九州、㈱ケーブルネット下関

４ 加入率(％) ＝ 
加入世帯数

 × 100
ホームパス世帯数



＜系統図＞ ( 2006年12月31日現在) 

 

 



４ 【関係会社の状況】 

   （2006年12月31日現在)

名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
(注)2 
(％)

関係内容

摘要
役員の兼任等(人) 資金 

援助 
(注)6

MSO 
契約 
(注)7

当社
役員

当社
職員

(連結子会社)

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区 7,524
ケーブルテレビ
事業

95.73 2 5 有 有 (注)8

㈱ケーブルビジョン21 福岡市中央区 2,767
ケーブルテレビ
事業

97.95 ― 8 有 有

㈱ジェイコム北九州
北九州市
八幡東区

2,447
ケーブルテレビ
事業

84.29 ― 8 有 有

北摂ケーブルネット㈱ 大阪府箕面市 2,000
ケーブルテレビ
事業

100.00 ― 4 有 有

土浦ケーブルテレビ㈱ 茨城県土浦市 1,500
ケーブルテレビ
事業

70.33 ― 6 有 有

㈱ジェイコム関西
大阪市 
天王寺区

15,500
ケーブルテレビ
事業

84.24 2 9 有 有
特定
子会社
(注)8

㈱ジェイコム湘南
神奈川県
横須賀市

5,772
ケーブルテレビ
事業

82.57 ― 8 有 有

㈱ケーブルネット神戸芦屋 神戸市東灘区 2,900
ケーブルテレビ
事業

54.05 ― 8 有 有

㈱ジェイコムさいたま
さいたま市 
大宮区

1,600
ケーブルテレビ
事業

86.16 1 5 有 有

㈱ジェイコム関東 東京都港区 15,057
ケーブルテレビ
事業

100.00 ― 10 有 有
特定
子会社
(注)8

㈱ジェイコム札幌 札幌市豊平区 8,800
ケーブルテレビ
事業

85.85
(85.85)

1 7 有 有 (注)2

アットネットホーム㈱ 東京都目黒区 7,800
インターネット
事業

100.00 1 5 無 無

㈲ジェイコムファイナンス 東京都港区 3 金融業務 100.00 ― 1 有 無

㈱ジェイコムテクノロジー 東京都港区 490
システム設計、
設備工事

100.00 1 7 無 無

調布ケーブルテレビジョン㈱ 東京都調布市 2,525
ケーブルテレビ
事業

92.09 ― 8 有 有

㈱ジェイコム千葉 千葉県浦安市 3,395
ケーブルテレビ
事業

74.50 ― 7 有 有

㈱ケーブルテレビ神戸 神戸市長田区 3,000
ケーブルテレビ
事業

89.90 ― 7 有 有

㈱ジェイコムせたまち 川崎市麻生区 1,000
ケーブルテレビ
事業

100.00 ― 6 有 有

㈱ケーブルネット下関 山口県下関市 1000
ケーブルテレビ
事業

63.41 ― 6 有 有

さくらケーブルテレビ㈱ 東京都墨田区 1,589
ケーブルテレビ
事業

90.57 ― 7 有 有

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区 5,658
ケーブルテレビ
事業

95.57 2 8 無 無

高槻ケーブルネットワーク㈱ 大阪府高槻市 1,828
ケーブルテレビ
事業

91.28
(91.28)

― 1 無 無 (注)2

東大阪ケーブルテレビ㈱ 大阪府東大阪市 1,560
ケーブルテレビ
事業

91.89
（91.89)

― 1 無 無 (注)2

吹田ケーブルテレビジョン㈱ 大阪府吹田市 2,105
ケーブルテレビ
事業

88.30
(88.30)

― 1 無 無 (注)2

豊中・池田ケーブルネット㈱ 大阪府豊中市 1,500
ケーブルテレビ
事業

87.37
（87.37)

― 1 無 無 (注)2

北河内ケーブルネット㈱ 大阪府四條畷市 500
ケーブルテレビ
事業

95.57
（95.57)

― 1 無 無 (注)2

関西マルチメディアサービス㈱ 大阪市北区 480
インターネット
事業

76.50 1 3 無 無

(持分法適用関連会社)

福岡ケーブルネットワーク㈱ 福岡市中央区 2,000
ケーブルテレビ
事業

45.00 1 3 無 有

グリーンシティケーブル 
テレビ㈱

名古屋市守山区 1,000
ケーブルテレビ
事業

20.00 ― 1 無 無

ジュピターVOD㈱ 東京都港区 1,140
VODコンテンツ
事業

50.00 2 2 無 無

日本デジタル配信㈱ 東京都渋谷区 2,250
デジタル放送信
号伝送事業

21.32 2 1 無 無

㈱角川ジェイコム・メディア 東京都渋谷区 100
無料情報誌の広
告営業

50.00 ― 4 無 無



 
(注) １ 米国会計基準に基づき関係会社を分類しております。 

２ 「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の( )は内数で間接所有割合であります。 

３ Liberty Global, Inc.の完全子会社であるLiberty Media International, Inc.及び

Liberty Media International, Holdings, LLC並びにLiberty Global Japan, LLCの３社が、

LGI/Sumisho Super Media, LLCの上位会社として存在いたしますが、いずれも実質の事業を行っていない

持株会社でありますので、表中には記載しておりません。なお、Liberty Global, Inc.は米国NASDAQ上場

企業であります。 

４ LGI/Sumisho Super Media, LLCは、当社株式を出資して設立された持株会社であります。 

５ 住友商事㈱は、LGI/Sumisho Super Media, LLCを通して当社の持分の25.83％を所有しております。 

６ 「資金援助」の「有」は、㈲ジェイコムファイナンス経由及び当社の直接貸付による資金援助等を示して

おります。 

７ MSO契約に関しては、「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等」をご参照ください。 

８ ㈱ジェイコム東京、㈱ジェイコム関東及び㈱ジェイコム関西については、個社の売上高(連結会社相互間の

内部売上高を除く)の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。 

主な損益情報等(日本会計基準) 

 

 
９ 関係会社のうち住友商事㈱は、有価証券報告書を提出しております。 

    

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の

所  

有割合又

は  

被所有割

合  

(注)2  

(％)

関係内容

摘要
役員の兼任等(人)

資金 
援助 
(注)6

MSO 
契約 
(注)7当社

役員
当社
職員

(親会社)

Liberty Global, Inc.
米国 
コロラド州

4,014千US$

北米外の放送通
信事業、番組供
給事業会社への
出資及び運営

62.47
（62.47)

― ― 無 ― (注)2,3

LGI/Sumisho Super Media, LLC
米国 
コロラド州 ―

当社への投資
持株会社

62.47 ― ― 無 ― (注)4

(その他の関係会社)

住友商事㈱ 東京都中央区 219,279 総合商社 ― ― ― 無 ― (注)5,9

㈱ジェイコム東京 ① 売上高 29,821百万円

② 経常利益 4,376

③ 当期純利益 4,280

④ 純資産額 13,685

⑤ 総資産額 33,713

㈱ジェイコム関東 ① 売上高 37,446百万円

② 経常利益 6,179

③ 当期純利益 5,880

④ 純資産額 24,357

⑤ 総資産額 55,641

㈱ジェイコム関西 ① 売上高 41,507百万円

② 経常利益 4,086

③ 当期純利益 4,032

④ 純資産額 18,186

⑤ 総資産額 49,021



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(2006年12月31日現在) 

 
(注) １ 米国会計基準における連結会社の就業人員の合計数であります。 

２ 当連結会計年度において、従業員数は1,869名増加しております。主な要因は連結会社となる会社の追加、

札幌市、福岡市におけるコールセンターの設立、新規学卒者の採用によるものであります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

(2006年12月31日現在) 

 
(注) １ 関係会社へ出向中の従業員を除き、社外からの出向者を含めた就業人員数を記載しております。 

２ 当事業年度において従業員数は621名増加しております。主な要因は新規学卒者の採用、札幌市・福岡市 

におけるコールセンターの設立によるものであります。 

３ 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は、社外からの受入出向者を除き、関係会社へ出向している者を 

含む正社員についての2006年12月末の数値を算出しております。 

４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社内に労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

  

正社員数 契約社員数 派遣社員数 従業員数計

3,465名 2,472名 2,716名 8,653名

正社員数 契約社員数 派遣社員数 従業員数計 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

744名 601名 818名  2,163名 35.3歳 5.5年 6,459千円



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の動向、個人消費の推移など一部懸念材料は見ら

れたものの、企業収益が高水準で推移するもとで設備投資が引き続き増加するなど、緩やかな拡大を続

けました。当社グループを取り巻く環境は、「放送と通信の融合」についての議論が活発になるなど、

刻々と変化し、衛星事業者や通信事業者との競合が一層激化しております。  

 当社グループは、このような市場環境のもとで、加入世帯数の増加（ボリューム拡大）と加入世帯当

たり月次収益（Average Revenue Per User。以下ARPU）の増加（バリュー拡充）に取り組んでまいりま

した。  

ボリューム戦略としては、全国に約1,800名（ケーブルウエストグループを除く）配置する営業スタ

ッフがお客様を直接訪問し、お客様個々のニーズに合わせたコンサルティング型の地域密着営業を積極

的に展開したことに加え、アウトバウンド業務を行うコールセンターを開設するなど、サービス対象地

域（以下エリア）における営業・マーケティング力の強化を図ってまいりました。営業スタッフによる

直接訪問は、複雑化するサービス内容や機器の使用方法をお客様に理解していただくためには極めて有

効であり、また顔が見える事業者としてお客様の信頼・安心を得る上で非常に重要な役割を果たしてお

ります。  

 バリュー戦略としては、三つのサービスそれぞれにおいて、付加価値の高い最先端のサービスを提供

することで、他社との差別化を図ってまいりました。   

ケーブルテレビサービス（「J:COM TV」）では、2006年4月から、ケーブルテレビ事業者としては日

本初となるハイビジョン番組も録画可能な「ハードディスク内蔵型セット・トップ・ボックス（注）」

(以下HDR)を投入いたしましたところ、2006年12月末には加入申込が11万8千件を超えるなど、申込件数

が順調に増加いたしました。また、デジタルの双方向機能を利用した「インタラクTV」を新たに導入

し、さらにビデオ・オン・デマンド（以下VOD）やケーブルテレビ事業者独自のハイビジョン番組の拡

充にも尽力いたしました。 

高速インターネット接続サービス（「J:COM NET」）では、高速化・低価格化のみに偏ることなく、

各種セキュリティサービス等の基本サービスやオプションサービスの充実による非価格競争戦略を実践

いたしました。 

電話サービス(「J:COM PHONE」)では、IP技術を利用した「プライマリIP電話サービス」の展開を推

進いたしました。その結果、当連結会計年度末では、全運営会社において、ケーブルテレビサービス、

高速インターネット接続サービス、電話サービスの3サービス全てをご利用いただけることになってお

ります。 

以上のような活動の結果、当連結会計年度末において当社連結グループが提供するケーブルテレビサ

ービス、高速インターネット接続サービス、電話サービスの3サービスのうちいずれかのサービスに加

入している世帯数（総加入世帯数）は、前連結会計年度末比509,400増の2,512,200(運営会社合計では

前連結会計年度末比485,700増の2,621,700)となりました。また、当社連結グループが提供する3サービ

スの合計提供数（RGU合計）は、前連結会計年度末比877,600増の4,338,000(運営会社合計では前連結会

計年度末比840,100増の4,518,600)となりました。加入世帯当たりのサービス提供数を示すバンドル率

は、ケーブルウエスト㈱およびその子会社を連結子会社としたことにより、前連結会計年度末の1.73と

同水準にとどまりましたが、ケーブルウエスト㈱およびその子会社を除いた場合には1.78に増加いたし



ました。また、ARPUは、当連結会計年度末現在、顧客管理システムが統合されていないケーブルウエ

ストグループを除いた数値で、前年度比249円増の7,787円(運営会社合計では前年度比260円増の7,757

円)となりました。 

加入世帯数およびARPUの増加などにより、当連結会計年度の連結営業収益は、前期比21％増の

221,915百万円となり、また連結当期純利益は、前期比27％増の24,481百万円となり、増収増益を達成

いたしました。  

（注）セット・トップ・ボックス：ケーブルテレビの番組を受信するチューナー 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動の結果得られた資

金及び短期借入金・長期借入金の増加から得られた資金があるものの、主に新規子会社の取得に使用し

た資金のために、前連結会計年度末の35,283百万円から14,797百万円減少の20,486百万円となりまし

た。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は80,003百万円で、前連結会計年度の60,763百万円に比べ19,240百万円

の増加となりました。これは、主にOCF(営業収益より、株式報酬費用を除いた番組・その他費用及び株

式報酬費用を除いた販売費及び一般管理費を控除した額。減価償却費は含めない。)が15,935百万円改

善したことに加えて、各種運転資本の純減によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は121,601百万円で、前連結会計年度の57,230百万円の使用に比べ

64,371百万円の増加となりました。これは、新規及び既存子会社の株式取得に要した資金の56,770百万

円の増加及び資本的支出が10,055百万円増加したことによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は26,801百万円で、前連結会計年度は21,330百万円でありました。当連

結会計年度に得られた資金の主なものは、主としてケーブルウエストグループの取得資金のために長期

借入金にて106,789百万円を調達したもので、長期借入金の元本支払66,975百万円及びキャピタルリー

ス債務の元本支払13,455百万円によって一部相殺されております。前連結会計年度に得られた資金の主

なものは、株式公開（ストックオプションの行使を含む）に伴う91,420百万円の資金（純額）を調達し

たもので、58,888百万円の借入金の返済（純額）及び11,970百万円のキャピタルリース債務の元本支払

いにより一部相殺されておりました。  



２ 【販売の状況】 

当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績については総販売実績に対する割合が10％以上の相手先はありませんので記載を省

略しております。 

３ 利用料収入等の内訳は、ケーブルテレビ利用料収入102,803百万円、インターネット利用料収入58,121百万

円、電話利用料収入35,591百万円であります。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループにとっての最重要課題は、通信事業者等との競合が激しさを増す状況において、今後とも

持続的な成長を実現していくことであります。 

成長を維持するために、「ボリューム＋バリュー」の成長戦略の下、以下のような具体的戦略及び施策

を着実に実行し、加入世帯数及びARPUの増加を図ってまいります。 

この対処すべき課題の記述では、当連結会計年度末までにサービス、制度およびシステム等が統一され

ている運営各社の状況を前提にしております。したがって2006年９月に買収したケーブルウエストグルー

プについては当連結会計年度末までに統一化作業が完了していないため、その加入世帯数等の加入者情報

のみ記載し、同グループが当連結会計年度末時点で提供しているサービス内容やサービス価格等に関する

情報は省略しております。なお、ケーブルウエストグループとの経営統合については（15）として記載し

ております。 

  

（1）営業・マーケティング力の強化 

当社グループは、現在、関東、関西、九州の３つの主要都市圏ならびに札幌に合計約1,800名(ケーブ

ルウエストグループを除く)の営業スタッフを配置し、顧客への戸別訪問により個々のニーズに合わせ

たコンサルティング型地域密着営業を展開しております。営業員による戸別訪問営業は、複雑化するサ

ービス内容や機器の使用方法を顧客に理解してもらうためには極めて有効であり、また顔が見える事業

者として顧客の信頼・安心を得る上で非常に重要な役割を果たしております。また、当社グループのサ

ービスをわかりやすくかつきめ細かく説明・販売するために、これら営業スタッフに対する研修の充実

とともに、各運営会社において正社員及び契約社員など直接雇用比率の向上に努めております。関東及

び関西にそれぞれ３カ所、九州、札幌にそれぞれ１カ所あるカスタマーセンターにおいては、顧客から

の問い合わせへの対応だけでなく、新規加入者の獲得や既加入者のサービス追加獲得を目指し、電話で

の商品説明や設置工事日の予約まで行っております。2006年２月には、札幌及び福岡の２拠点にアウト

バウンド業務を行うコールセンターを開設し、既加入者のサポートとともにそれぞれの嗜好に合わせた

新サービスの案内や既存サービスの再案内などを通じ、お客様満足度の向上、追加サービスの獲得によ

るARPUの増加及び解約率の低減を図っております。 

区分

当連結会計年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

利用料収入等 (注)３ 196,515 120.3

その他の収入 25,400 128.5

合計 221,915 121.2



一方、当社グループでは戸別訪問営業の対象を個人世帯からさらに拡大、あるいは戸別訪問営業を補

完する新たな営業手法を模索することにより、新規顧客層を開拓することができると考えております。

この一環として、2006年１月から当社グループのサービスエリア内にある約20万の中小事業所(SOHO)向

けに、電話と高速インターネット接続サービスの提供を開始しました。さらに、同年３月には総合スー

パー国内最大手のイオン株式会社と、メディアの活用、販売、顧客獲得の３分野において業務提携し、

イオン㈱の一部店舗において、同社が販売する低価格のデジタル放送非対応型の大画面テレビと

「J:COM TVデジタル」サービスのセット販売を開始いたしました。同時に、イオン㈱の一部の店舗内に

J:COMのアンテナショップ(J:COM ステーション)を設け、サービスの紹介だけでなく、加入者への窓口

として顧客サービスに努めてまいります。 

今後も当社グループでは加入世帯数のさらなる拡大を目指し、営業・マーケティング力の強化に向け

た取り組みを行ってまいります。 

  

（2）地域密着型事業の推進 

「地域密着メディア」であることは、ケーブルテレビ会社の最大の特色であり、強みでもあります。

当社グループでは、「規模の経済」が追求できる機能をMSOに集中させる一方、各運営会社においては

それぞれの地域に通じた地元の担当者を置き、地域の事情や環境に即した営業、マーケティング、カス

タマーサービスを行っております。また各運営会社は、地方自治体のイベントや地域社会に関するコミ

ュニティチャンネルの制作・放送も行っております。さらに、地域密着型事業の一環として、各運営会

社は番組供給会社と連携し、それぞれの地域の顧客を主な対象とした各種イベントなども開催しており

ます。 

 当社グループでは、地域密着型の営業を一層推進するため、各運営会社において営業員の地元採用と

その正社員比率の向上を図るとともに、研修の充実に努めております。また、顧客からの電話や電子メ

ールでの問い合わせに、地域の特性に応じて効率よく対応することを目的にカスタマーセンターを各地

域に配備し、各地域の技術サポートセンターが新サービスの開設やトラブルの解決に迅速に対応してお

ります。2006年５月からは、いわゆる「団塊の世代」を中心とした50歳以上のエルダー層に地域活動を

通じた地域貢献の場や、退職後の新たな生活基盤となる環境を提供する「エルダーいきいきプロジェク

ト」を開始いたしました。さらに、同年４月１日の障害者自立支援法の施行を機に、障害のある方々の

自立や社会参画の支援を目的として、インターネットを気軽に安心してご利用いただけるよう、

「J:COM NETプレミア(30Mbps)」サービスを通常の半額の月額基本料金(税込2,888円)で提供する

「J:COM NETハートフルパック」を導入いたしました。商品面では、コミュニティチャンネルのほか、

地域や行政に関する情報を始め生活に役立つ情報をいつでも無料で視聴できるビデオ・オン・デマンド

サービス(「フリー オン デマンド」)に加え、行政や地域情報など様々な内容をテレビ画面上で双方向

にて無料で検索・視聴できる「インタラクTV」サービスを提供しております。例えば、株式会社ジェイ

コム関西では大阪府と提携して2006年６月より河川防災情報を、また大阪府警及び兵庫県警と提携して

同年７月、９月より防犯情報をそれぞれ提供しております。 

当社グループでは、こうした地域密着型の活動を一層推進することにより、顧客、地方自治体及び地

域社会との結びつきをさらに強めていきたいと考えております。 

  



（3）再送信サービス提供世帯に対する積極的なマーケティング 

当社グループの有料サービスに加入している2,512千世帯(当連結会計年度末現在。運営会社ベースで

は2,622千世帯)に加え、集合住宅や電波障害地区において4,266千世帯(同、運営会社ベースは4,558千

世帯)が、当社グループのネットワークに接続されております。 

当社グループは、これらの世帯に対しアンテナなしでテレビの地上波放送を視聴できる再送信サービ

スに加え、地域情報を発信するコミュニティチャンネルを無料で提供しております。このコミュニティ

チャンネルを通じ、当社グループはこれら再送信世帯に対して直接にプロモーションや当社サービスに

ついての訴求を行いうる状態にあり、マーケティングにおいて競合他社に比べて有利な立場にありま

す。また、当社グループが再送信サービスを提供している世帯は、既に当社のネットワークに接続され

ているため、再送信サービスを提供していない場合に比べ初期工事費用を安価に抑えることができま

す。 

当社グループは、これらの利点を活かし、再送信サービスを提供するのみに留まっている集合住宅か

らも安定的に収入を得られる有力な商品として「J:COM In My Room」という、オーナー一括加入契約

(バルク契約)の営業を積極的に推進しております。これは、従来の戸別営業方式とは異なるアプローチ

で、営業員が集合住宅のオーナーや管理会社に対してJ:COM TV、J:COM NETの居住者一括加入を提案す

るもので、特に自らが所有する集合住宅の資産価値を上げたい、空室期間を減らし賃料収入の増加につ

なげたいオーナー側のニーズとも一致して、好調に推移しております。当社グループのサービスエリア

内の賃貸集合住宅全体に占めるバルク契約比率は18％(当連結会計年度末現在。ケーブルウエストグル

ープを除く)にのぼっており、最もバルク化が進んでいる㈱ジェイコム東京の西エリア局では同比率が

25％(同)に達しております。 

集合住宅向けオーナー一括加入契約には競合他社の参入を未然に防ぐ効果や、従来解約が出やすかっ

た賃貸集合住宅の解約率を引き下げる効果も期待できるため、今後も引き続きバルク契約の営業を推進

してまいります。 

  

（4）デジタルサービスの認知度の向上及び地上波放送のアナログからデジタルへの移行に伴う顧客基盤

の拡大 

総務省は2011年７月24日までに現在のアナログ地上波放送を完全にデジタルに移行させる方針を打ち

出しております。この方針を受け、多くの地上波放送局は既に地上デジタル放送を開始しており、2006

年12月１日までに全国47都道府県にて地上デジタル放送が開始され、受信可能世帯数は約3,950万世帯

(全世帯の約84％)に拡大いたしました。 

 通常、地上デジタル放送を視聴するためには、専用アンテナのほか、デジタル放送対応型のテレビま

たはデジタルチューナーが必要となりますが、当社グループのデジタルサービスに加入している顧客は

これらの機器を購入しなくても、当社グループのデジタル対応型セット・トップ・ボックスを使用する

ことにより、魅力的なハイビジョン番組を多数含む地上デジタル放送を視聴することができます。地上

デジタル放送の認知度が一般的に向上することは、潜在顧客にとって当社グループのデジタルサービス

の魅力が高まることにもなると期待され、当社グループはこの機会を積極的に活かしたいと考えており

ます。 



具体的な取り組み例として、新規加入顧客へのデジタルサービス販売と同時に、2009年中を目処に

1,020千世帯のアナログサービス加入世帯のデジタルサービスへの移行(アップグレード)促進にも注力

しており、当連結会計年度中のコールセンター経由での獲得を中心としたアップグレード数は約14万件

(ケーブルウエストグループを除く)にのぼりました。なお、当社は地上デジタル放送だけでなく、ハイ

ビジョンチャンネルも含むBSデジタル放送やケーブルデジタル放送、放送番組表をテレビの画面等に表

示する電子番組ガイド(EPG)、ビデオ・オン・デマンド(VOD。「J:COM オン デマンド」)、ハイビジョ

ン放送も録画可能なハードディスク内蔵型セット・トップ・ボックス「HDR(エイチ・ディー・アー

ル)」、「インタラクTV」等のデジタルサービスも、まとめて１台のセット・トップ・ボックスで提供

しております。 

  

（5）顧客満足度の向上 

当社グループは、当社グループのサービス全般に対する顧客満足度(CS)を向上させることにより、解

約の防止及びさらなる加入を促進しております。この取組みの一環として、当社は2006年４月に、顧客

満足度向上及び解約防止のための施策を企画・推進する専門部署「CS推進部」を設置し、顧客満足度の

向上に向けた諸施策を展開しております。具体的には、多機能のリモコンをより使いやすくするためリ

モコンの上に重ねて使う「リモコン早見シート」を開発し、同年６月に関西地域から提供を開始いたし

ました。（さらに、リモコン自体の複雑さを改善し使い勝手を向上させた「簡単リモコン」を、2007年

３月１日より提供を開始しております。）また、2006年５月より、デジタル機器の取扱いやHDR、

J:COM オン デマンド、インタラクTVなど、当社グループのデジタルサービスを顧客に案内・説明する

地域デジタルアドバイザー部隊を編成し、顧客サポートを充実させております。また、顧客の地域活動

を支援する「エルダーいきいきプロジェクト」を通じ、当社グループに対する顧客の信頼感や満足感の

向上に注力したいと考えております。 

  

（6）幹線の延伸 

当社グループでは、成長戦略の一環として潜在顧客世帯数の増加を図るため、幹線の延伸によるホー

ムパス世帯数(ケーブルテレビ、高速インターネット及び電話回線を敷設した地域内で接続可能な世帯

数)の拡大に注力しております。 

当連結会計年度におきましては、宗像市(福岡県)、野田市(千葉県)、津久井郡城山町(神奈川県)、堺

市美原区(大阪府)、遠賀郡遠賀町・水巻町(福岡県)、木更津市請西東(千葉県)を中心に、幹線の延伸に

よるホームパス世帯数の拡大に努めてまいりました。その結果、回線敷設済みエリアにおける新規住宅

建設などによる自然増及び当連結会計年度中に新規に連結子会社となったケーブルテレビ会社のエリア

を含め、当連結会計年度末現在の連結ベースのホームパス世帯数は前連結会計年度末から1,910千世帯

増加し9,206千世帯となりました。 

今後も当社グループは幹線の延伸を重要な戦略として位置づけ、積極的に計画を推し進めてまいりま

す。 

  



（7）ケーブルテレビ会社等との資本提携及び買収 

当社グループの運営会社は、関東、関西、九州地域及び札幌に集中しております。運営会社を地域別

に編成することにより、ネットワークの建設費用の削減や新サービスの迅速な導入が可能となります。

これにより、運営、営業、技術サポート及び顧客サービスについて、共通の事業インフラに基づき、よ

り効率的に顧客に対応することができます。 

一方、多数の小規模事業者からなるケーブルテレビ業界の状況、業界外からの競争圧力の増大、デジ

タル放送への移行に伴う投資の必要性の高まり等を背景に、当社では、今後中小規模のケーブルテレビ

会社は、より大きな経営資源を有する企業や提携先との合従連衡に向かうものと考えております。 

このような業界環境の中、当社は2006年１月10日付で、関西地域において当社グループのサービスエ

リアに近接する六甲アイランドケーブルビジョン㈱の発行済株式の81.00％を取得し、同社を連結子会

社といたしました(同社は同年５月18日をもって㈱ケーブルネット神戸芦屋と合併いたしました)。ま

た、同年４月６日付で、東京都墨田区でケーブルテレビ事業を展開するさくらケーブルテレビ㈱の発行

済普通株式の80.83％及び全ての優先株式を取得し、同社の経営権を取得いたしました。同年８月に

は、持分法適用関連会社であった㈱ケーブルネット下関の発行済株式の一部を追加取得し、同社を連結

子会社といたしました。さらに同年９月28日付で、関西地域で事業を展開する国内第三位の規模のケー

ブルテレビ事業者である、ケーブルウエスト㈱について、議決権比率を8.57％から84.97％に増加さ

せ、同社を連結子会社化いたしました。(詳細については、「(15) ケーブルウエストグループとの経営

統合」をご参照ください。) 

今後も当社グループは、当社グループのサービスエリアに近接するケーブルテレビ会社を中心に、資

本提携または友好的な買収の機会を追求していく方針であります。 

当社グループはケーブルテレビ会社以外との資本提携及び買収についても重要な戦略と位置づけてお

ります。関西地域においてケーブルインターネット接続事業を行っている、当社の持分法適用関連会社

であった関西マルチメディアサービス㈱について、2006年１月６日付で同社発行済株式の当社所有比率

を25.75％から64.00％に引き上げ、連結子会社といたしました。これにより、当社グループはアットネ

ットホーム㈱(100％子会社)と合わせて、ケーブルテレビ事業者向けインターネットサービスプロバイ

ダー主要大手２社を傘下に入れました。今後は、コンテンツ開発、既存事業へのより一層のシナジー効

果を上げるとともに、さらなる事業基盤の強化を図ってまいります。 

  

（8）グループ会社の再編 

当社グループでは、「放送と通信の融合」の進展にともない競争環境が急速に変化する中、連結子会

社の合併を通じて、グループ経営の効率化を追求することにより、グループ全体の持続的な成長の実現

に向けた競争力強化を図っております。2006年６月１日に、ともに当社の連結子会社である浦和ケーブ

ル・テレビ・ネットワーク㈱と㈱メディアさいたまが合併し、㈱ジェイコムさいたまとなったことに続

き、同年12月１日には㈱ジェイコム関東が㈱ジェイコム群馬を合併いたしました。こうしたグループ会

社の合併をはじめとする再編により、一層の財務体質強化と経営効率の向上を可能にするだけでなく、

地域における当社グループの存在感の更なる強化を図ってまいります。 

  



（9）ケーブルテレビ業界全体の競争力の強化 

当社グループでは変革の激しい放送・通信業界における新技術・新サービスへの即応力は重要である

と認識し、競合他社に対抗するため、ケーブルテレビ事業者間の広域連携で業界全体のプレゼンスの向

上を図ることが肝要であると考えております。この一環として当社グループは、ケーブルテレビ事業者

向け広域配信ネットワーク事業を展開する日本デジタル配信㈱が整備する、東京、大阪、福岡をつなぐ

全国光伝送ネットワークを利用し、衛星に頼らずにケーブルテレビ事業者独自のケーブルデジタル放送

のハイビジョン番組(「Discovery HD」、「FOXlife HD」、「ムービープラスHD」)を全運営会社で導入

し、当社グループのデジタルサービス加入世帯に提供しております。 

当社グループは今後も、ハイビジョン番組や地域コンテンツといったケーブルテレビ事業者独自の魅

力あるコンテンツを導入することにより、ケーブルテレビ業界の商品力を強化してまいります。 

また、資本関係のないケーブルテレビ事業者に対しても、当社のケーブルテレビのデジタル配信サー

ビスやプライマリIP電話サービス等の提供を行うことにより、それらケーブルテレビ事業者の商品力の

強化を図るとともに、当社の収益機会の増大等のメリットも同時に追求いたします。なお、デジタル配

信サービスでは、当社は㈱メディアッティ・コミュニケーションズ傘下３社へデジタル放送、ペイ・パ

ー・ビュー(PPV)等デジタルサービスの提供を行っております。また現在、ビデオ・オン・デマンドサ

ービスの卸サービスを複数のケーブルテレビ事業者に提案中であります。 

  

（10）サービスのバンドル化による加入世帯当たりサービス提供数(バンドル率)の向上 

当社グループが提供している３サービス(J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE)を組み合わせて提供す

るバンドル・サービスは、他社が提供している類似サービスと比較した場合、サービス内容・品質、カ

スタマーサービスの充実度、価格体系等を総合的に勘案して、優位性があるものと考えております。 

加入世帯当たりのサービス提供数を示すバンドル率は、ケーブルウエストグループを連結子会社化し

たことにより、当連結会計年度末現在、連結ベースで前連結会計年度末と同水準の1.73にとどまりまし

たが、ケーブルウエストグループを除いたバンドル率は1.78に上昇いたしました。 

さらに、バンドル率の向上に伴い解約率が低下する傾向があり、主力のケーブルテレビサービスでは

当連結会計年度の連結ベースの解約率(月次平均)は前連結会計年度の1.2％から1.1％(ケーブルウエス

トグループを除く)に低下いたしました。 

当社グループは、今後もサービスのバンドル化を推進してまいります。 

  

（11）既存サービスの付加価値向上 

当社グループはARPUを増加させていくために、既存の３サービスについて、より高品質、高性能なサ

ービスを提供し、付加価値を向上させることを目指してまいります。 

各サービスの状況及び新サービスの取り組みは以下のとおりであります。 

  

－ケーブルテレビ(J:COM TV) 

当社グループにおいて2004年４月より本格的に開始した「J:COM TV デジタル」の加入世帯数及びケ

ーブルウエストグループのデジタルサービス加入世帯数は、当連結会計年度末現在、連結ベースで

1,089千世帯(ケーブルテレビ加入世帯の51.6％)と順調に増加しております。 



当社グループは「J:COM TV デジタル」を、アナログサービスである「J:COM TV アナログ」の月額基

本料金に1,050円(税込)追加した5,229円(同。セット・トップ・ボックスの貸し出し費用含む)にて提供

しておりますので、デジタル化の進展がARPUの増加に寄与いたします。本サービスにおいては、ハイビ

ジョン番組を多数含んだ地上デジタル放送、BSデジタル放送の他に、厳選された魅力的な専門チャンネ

ルであるケーブルデジタル放送を、お得な基本パッケージにて提供しております。さらに、見たいとき

に見たい番組が視聴できるVODサービス(「J:COM オン デマンド」)も提供しております。本サービス

は、衛星事業者が提供不可能な、当社のブロードバンド・ネットワークを最大限活用した双方向デジタ

ルサービスの一例であります。 

なお、当社グループでは2006年４月15日より順次、ハイビジョン放送も録画可能なハードディスク内

蔵型セット・トップ・ボックス「HDR」を投入し、デジタル・ビデオ・レコーディング(DVR)サービスの

提供を開始いたしました。同サービスは、「J:COM TV デジタル」の月額基本料金に追加料金840円(税

込)で利用が可能となり、地上、BS、ケーブルの各デジタル放送のハイビジョン番組を内蔵のハードデ

ィスクにオリジナルのHD画質のまま約20時間分録画できるほか、裏番組や２番組同時の録画にも対応し

ております。加えて、電子番組ガイドを利用して録画予約が簡単にでき、さらにタイムシフト機能

（注）などが備わっており、利用者の利便性は格段に向上いたします。HDRはその機能性と高いコスト

パフォーマンスにより人気を得ており、同年３月15日の加入申込受付開始後、当連結会計年度末までに

加入申込数は118,000件(84,500件は設置済み。ケーブルウエストグループを除く)に達しました。 

（注） タイムシフト機能：放送中のテレビ番組を、ビデオのように一時停止したり巻き戻したりして見ること

ができる機能 

さらに当社グループでは、ケーブルテレビサービスの新規加入促進、アナログ加入世帯のデジタルへ

の移行促進等を目的に、同年12月より「J:COM TV デジタル」のサービス内容を一部簡素化した

「J:COM TV デジタル コンパクト」(税込月額基本料金4,389円)を関西地域で導入いたしました。ま

た、同年８月にはケーブルテレビ事業者独自の３本目のハイビジョン番組となる映画専門チャンネル

「ムービープラスHD」を導入するとともに、10月には韓国の総合エンターテイメントチャンネル

「KBS WORLD」を「J:COM TV デジタル」の基本チャンネルに追加いたしました。さらに、2007年4月か

ら女性向け総合エンターテイメントチャンネル「LaLa TV」のハイビジョンチャンネル「LaLa HD」の放

送を開始する予定であり、今後もハイビジョン番組の拡充をはかってまいります。また、2006年４月か

らは、デジタルサービス加入者が、双方向機能によりケーブルテレビ画面上で行政など地域の生活に役

立つ情報を無料で入手できる「インタラクTV」サービスも開始しております。 

VODサービスについては、当社の持分法適用関連会社でありVODコンテンツ供給事業会社であるジュピ

ターVOD株式会社が、ほぼ全てのハリウッドメジャースタジオと契約を締結しており、当社グループが

提供するタイトル数は当期首の約4,900から当期末には約5,900まで拡充しました。また、HD VODのタイ

トル数も20まで拡大しております。 

当社は衛星放送事業者や通信事業者等他社サービスに対する競争力を強化するために、今後も「ハイ

ビジョン番組」、「VOD」、「DVR」をデジタルサービスの３本柱としてケーブルテレビサービスの商品

内容を拡充していく方針であります。 

  



－高速インターネット接続(J:COM NET) 

(a) サービスの充実による非価格競争戦略の実践 

高速インターネット接続サービスは最も価格競争が激しい分野でありますが、当社グループは、主に

「J:COM NET プレミア」(下り30Mbps、上り２Mbps仕様の機器を利用したベストエフォートサービス)及

び「J:COM NET」(下り８Mbps、上り２Mbps仕様の機器を利用したベストエフォートサービス)の高速イ

ンターネット接続サービスを、それぞれ月額基本料金5,775円(税込)、5,228円(同)で提供しており、順

調に顧客基盤を拡大してまいりました。これが可能となった背景として、単なる接続サービスのみの提

供にとどまらず、他社との差別化戦略としてブロードバンド専用の魅力的なコンテンツを始め、「メー

ル・ウィルススキャンサービス」、「ファイアーウォールサービス」、「ホームページフィルタリング

サービス」、「迷惑メール撃退サービス」の各種セキュリティサービス及び５つのメールアカウントや

大容量のパーソナルホームページ等を含む基本サービスの充実に加え、オプションサービスとして「無

線ホームLAN」サービスの提供、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)を活用した番組別オフィシ

ャルコミュニティサービス、さらにバンドルサービスの提供によるパッケージ割引等により、顧客満足

度を向上させてきたことが挙げられます。 

(b) 高速化の推進 

厳しい競争下においても顧客基盤を拡大し続けることができた理由として、サービスの高速化も挙げ

られます。より高速な「J:COM NET プレミア」サービスは、顧客から好評を得ております。さらに高速

のサービスを求める顧客のニーズに応えるため、集合住宅へ光ファイバを引き込み、棟内の同軸網を利

用した、最大100Mbpsの超高速インターネット接続サービスを、「J:COM NET 光」として2005年８月よ

り中規模以上の集合住宅向けに提供しております。また、既設HFC(光ファイバ同軸ハイブリッド)ネッ

トワーク上で利用できるケーブルインターネットの標準規格であるDOCSIS（注１） 3.0にて採用予定の

チャンネルボンディング機能（注２） を用いた、下り最大160Mbps、上り最大10Mbpsの超高速インター

ネット接続サービス「ハイグレード（160Mbpsタイプ)」を、2007年４月より㈱ジェイコム関西の一部エ

リアから戸建及び小規模集合住宅向けに順次提供を開始いたします。将来的には、既存の同軸ケーブル

を用いたさらなる下り速度の高速化についても検討してまいります。 

このように、当社グループのHFCネットワークは、ADSLはもとより、FTTH(Fiber To The Home)に対し

ても遜色のない実効速度のサービスを提供できると認識しております。 

（注１） DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) ：ケーブルテレビのネットワーク上で

高速データ通信を行うための仕様。 

（注２）チャンネルボンディング機能：DOCSIS信号を複数束ねて（ボンディング）、従来のDOCSIS信号を数倍高

速化する機能。 

  



－電話(J:COM PHONE) 

(a) 高品質な電話サービス(プライマリ電話)を低価格にて提供 

当社グループは、顧客に対して東日本電信電話㈱及び西日本電信電話㈱と同等の高品質のプライマリ

固定電話サービスを「J:COM PHONE」として、東日本電信電話㈱及び西日本電信電話㈱の基本料金、通

話料金と比して割安に提供しております。番号ポータビリティや、利用頻度の高い顧客に対するボリュ

ーム・ディスカウント、加入者間通話の割引、割安なオプションサービス並びにバンドルサービスによ

るパッケージ割引等のサービスを提供し、顧客満足度の向上を図っております。なお、2006年３月より

開始した移動体通信サービス「J:COM MOBILE」との通話が大幅に割引になるオプションサービスも導入

しております。 

(b) 電話サービスエリアの拡大とプライマリ品質のIP電話サービスの開始 

「J:COM PHONE」は当連結会計年度末現在、ケーブルウエストグループを除く18の運営会社で提供し

ております。2005年以降、新たに電話サービスを開始した運営会社及び地域等(㈱ジェイコム札幌、㈱

ジェイコム関西南大阪局、同堺局(一部)、調布ケーブルテレビジョン㈱、㈱ジェイコムせたまち、㈱ジ

ェイコム関東群馬局、㈱ケーブルテレビ神戸、㈱ケーブルネット神戸芦屋(旧六甲アイランドケーブル

ビジョン㈱エリア)及びさくらケーブルテレビ㈱)においては、IP技術を利用し従来の交換機による電話

サービスと同様の品質・サービスを実現した固定電話サービスを導入しております。このIP電話サービ

スは、一部のインターネットサービスプロバイダーがそのオプションサービスとして提供している、電

話番号が050で始まるIP電話サービスと異なり、番号ポータビリティや緊急通報(110番、118番、119番

等への通話)に対応した高品質のプライマリIP電話サービスであります。 

また、これまで交換機による電話サービスを提供してきた他のエリアにおいても、2006年９月の㈱ジ

ェイコム湘南への展開を皮切りに順次このプライマリIP電話サービスを導入しております。2007年夏ま

でには全局への展開を完了する予定であり、以降の新規加入については全てIP技術を利用した電話サー

ビスとなります。 

  

（12）新規サービスの開発 

当社グループは、既に当社の提供するサービスに加入している2,512千世帯の顧客基盤と、当社がこ

れまでに積み上げてきた経営資源である、ブランド力、マーケティング・営業力、技術力、カスタマー

サービス機能、課金プラットフォーム等を有効に活用し、新たなサービスの開発を推進しております。

具体的には、㈱ウィルコムと提携し2006年３月より移動体通信サービスの提供を開始しました。移動体

通信サービスへの参入により、当社の総合的なサービス提供力の強化を通じ顧客満足度の向上を図り、

解約率の一層の低減及びARPUのさらなる増加を目指してまいります。また、同年10月からFMC

(Fixed Mobile Convergence：固定と携帯の融合)サービスの商用化に向けたトライアルを開始しており

ます。本サービスは、既存の無線LAN(WiFi)内蔵の携帯電話・PHS端末に、家庭の固定電話の子機として

発着信を可能とさせるもので、家庭向けとして日本初の固定電話と携帯電話が融合した本格的なFMCサ

ービスとなります。 



さらに当社の持分法適用関連会社である㈱角川ジェイコム・メディアは、2006年４月より、さいたま

市の主婦向け無料月刊クーポンマガジン「Clippie」を創刊し、J:COM番組表と同梱でエリア内のケーブ

ルテレビサービス加入世帯向けに配布しております。同地域では「Clippie」への地元企業の広告掲載

とともに、ケーブルテレビ番組枠やインターネットによる地域情報広告事業を展開しております。当社

グループは今後順次、同社を通じて地域情報広告事業を各局にて展開してまいります。 

これらに加えて、当社グループでは2006年８月より番組供給事業者に対しケーブルデジタルチャンネ

ルの「デジタル視聴率」の提供を開始いたしました。これは「J:COM TV デジタル」のセット・トッ

プ・ボックスの双方向機能を活かし、モニター世帯ごとの番組視聴履歴から30分単位の平均視聴率を算

出するもので、日本で初めての本格的なケーブルデジタルチャンネルの視聴率データとなります。当社

では、各番組供給事業者が「デジタル視聴率」を広告営業上の指標として、あるいは編成・マーケティ

ング戦略または広告戦略を立案する際の参考データとして活用することにより、多チャンネル市場の拡

大に寄与したいと考えております。 

  

（13）グループ全体の業務効率性の追求 

当社グループでは、事業組織のスリム化により運営会社ごとに重複したコストの削減を進め、全運営

会社のさらなる経営効率の向上に努めてまいります。例えば、前述の通り当社グループでは、各運営会

社がそれぞれ保有していたコールセンター機能を集約し、ケーブルウエストグループの２ヶ所を含め、

カスタマーセンターを全国８ヶ所に設置しております。また、放送通信サービスのセンター系の機器を

設置運用している「マスターヘッドエンド」については、隣接する複数のケーブルテレビ局を最も経済

的かつ効率的な規模で運営できる一定の地域に１ヶ所とし、ケーブルウエストグループの１ヶ所も含

め、全国で４ヶ所に集約しております。 

また、技術部門においても2005年７月より㈱ジェイコムテクノロジーに当社グループの技術関連業務

を集約し、業務の効率化を進めております。今後も当社グループ内で共通する機能についてはさらに集

約化を進めていくことで業務品質の向上と業務の効率化を同時に進めてまいります。 

さらに、「J:COM」ブランドの下で統一的なマーケティングを展開することで、販売費及び一般管理

費を平準化し、併せて効率的な販売促進を実現できると考えております。さらに、拡大する顧客基盤を

背景に、より有利な条件で番組や機器を購入するために、当社グループの取引先に対する交渉力を高め

ていく方針であります。 

  

（14）CSR活動の強化 

当社グループでは、CSR(Corporate Social Responsibility。企業の社会的責任)活動にも積極的に取

り組んでおります。 

2006年４月１日の障害者自立支援法の施行を機に、当社グループは障害のある方々の自立や社会参画

の支援を目的として、インターネットを気軽に安心してご利用いただけるよう、「J:COM NETプレミア

(30Mbps)」サービスを通常の半額の月額基本料金(税込2,888円)で提供する「J:COM NETハートフルパッ

ク」を導入いたしました。同サービスは福岡ケーブルネットワーク㈱と㈱ケーブルビジョン21で開始

し、同年11月までにケーブルウエストグループを除く全てのサービスエリアで提供を開始いたしまし

た。 



また、エルダー層に地域活動を通じた地域貢献の場を提供することなどを目的とした「エルダーいき

いきプロジェクト」活動を同年５月より、「J:COMオンデマンド」の対象コンテンツを購入することに

より、顧客が当社を通じてユニセフなどの寄付先団体に寄付ができる「募金オンデマンド」サービスを

同年12月より開始しております。 

今後も、当社グループではCSR活動を一層強力に推進してまいります。 

  

（15）ケーブルウエストグループとの経営統合 

 2006年９月28日付で、関西地域においてケーブルテレビ事業を展開しているケーブルウエスト㈱の

発行済株式のうち、松下電器産業株式会社及び株式会社廣済堂が保有する全株式並びにその他少数株主

が保有する株式の一部を取得し、同社及び同社の子会社を併せた６社を当社の連結子会社といたしまし

た。ケーブルウエストグループは国内第三位の規模のケーブルテレビ事業者であり、当社が株式上場以

降経営権を取得した最大規模のケーブルテレビ事業者であります。ケーブルウエストグループは、ケー

ブルテレビ、高速インターネット接続、電話(KDDI㈱との提携で提供する「ケーブルプラス電話」)の３

サービスを提供しており、総加入世帯数は334,700世帯(当連結会計年度末現在)であります。当社グル

ープに同社グループが加わることにより、当社グループの総加入世帯数は2,512千世帯(同)に増加いた

しました。これにより、国内のケーブルテレビ市場における当社グループのシェア(総加入世帯ベース)

は約30％から約35％(2006年９月末現在。「放送ジャーナル」(2006年12月号)より)に高まり、一層の競

争力強化を図ることができたと同時に、潜在的な顧客基盤も大きく強化されました。一方で、当社グル

ープの既存子会社との設備の共用やスケールメリットを生かした資機材・番組の共同購入などにより運

用コストを低減し、営業・マーケティング活動を効率化するなど事業戦略上の相乗効果が期待できると

考えております。今後はケーブルウエストグループとの統合効果により、新たな関西エリア戦略及び成

長戦略の展開を視野に入れております。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等にかかるリスクとして、投資者の

判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項であると、当社が本報告書提出日現在において判断している

事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、別段の表示のない限り本報告書提出日現在における当社の判

断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であり、将来その通りに実現すると保証するものではあり

ません。 

  

(1) 当社内における潜在的なリスク 

① 事業展開上のリスク 

a. 顧客獲得戦略について 

当社グループの顧客は大別して、戸建住宅居住者と集合住宅居住者に分けることができます。集合住

宅の場合は、一棟単位で当社グループのネットワークへの接続の可否が決定される場合が多く、既存顧

客及び潜在顧客のうち過半を集合住宅居住者が占めております。当社グループは通常、賃貸用集合住宅

建物所有者又は区分所有者の代表者(管理組合等)との間でケーブル接続に関する交渉を行い、当社グル

ープのネットワークとの接続について許可を得た上で、当該集合住宅内の個々の世帯に直接販売活動を

行っております。接続サービス業者間の新築集合住宅への接続競争が激化している中、当社グループ

は、新規物件への接続契約を獲得するため所有者又はディベロッパーへのマーケティングに努力を傾注

しております。しかしながら、これら新規物件に競合技術(例えば現在のFTTHや将来的には無線通信シ

ステム)が採用され、新築集合住宅への接続契約の獲得ができない場合、当社グループは当該住宅居住

者を顧客にすることができない可能性があります。また、契約先である既存の賃貸用集合住宅建物の所

有者との関係の変化等により当社グループは既存顧客を失う可能性があります。その結果として当社グ

ループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。 

b. 営業要員の確保について 

当社グループの営業要員は、新規顧客の獲得及び既存顧客へのサービスの維持・拡大にとって必要不

可欠であります。また、当社グループは、これまで戸別訪問を中心に、当連結会計年度からは新たに電

話勧誘により新規顧客を獲得し、また、既存顧客に新たなサービスを販売してまいりました。今後は、

戸別訪問を継続しつつ、地域の量販店や不動産会社、商店に当社サービスの代理店・取次店になってい

ただく「代理店営業」にも注力し、より地域に根差したマーケティング活動を行っていく方針でありま

す。当社グループは、その営業要員の多数をこれまで派遣従業員に頼っておりましたが、派遣従業員は

一般に退職率が高いという事情があります。こうした事情を背景に当社グループでは、派遣営業要員か

ら、営業要員の直接雇用への移行を推進しております。しかしながら、営業要員の直接雇用への移行に

あたり、営業要員の採用、教育等の対応が効果的に実施できなかった場合、当社グループは、効率的な

マーケティング活動が予定どおりに展開できず、既存顧客又は潜在顧客を失う可能性があります。その

結果、当社グループの事業運営、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。  



ｃ. アナログサービスからデジタルサービスへの移行について 

当社グループは、将来的に顧客がアナログサービスからデジタルサービスへ移行することを想定し、

デジタルサービスを提供するために多額の投資を行ってまいりました。この投資には、750MHz/770MHz

光同軸ハイブリッド(HFC)ケーブルネットワーク、ネットワークの双方向化及びデジタル・ヘッドエン

ドへの投資並びにデジタル対応型セット・トップ・ボックスの購入が含まれております。しかしなが

ら、顧客のアナログサービスからデジタルサービスへの移行が想定通りに進まない場合、当社グループ

のデジタルサービスにかかる投資コストは十分に回収できない可能性があります。また、顧客のアナロ

グサービスからデジタルサービスへの移行が遅れた場合、当社グループのネットワークは引き続きアナ

ログとデジタルの両サービスの提供を長期間にわたり強いられることになります。その場合、アナログ

信号の送信にはデジタル信号と比較して大量のネットワーク帯域が必要となるため、当社グループによ

る新たなサービスの導入や既存のサービスの拡大及びアップグレードの妨げとなるおそれがあります。

さらにその場合、当社グループは、アナログサービスからデジタルサービスへの移行を奨励するため

に、多額の費用を負担しなければならなくなる場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影

響を与える可能性があります。 

ｄ. ネットワークへの追加投資について 

ネットワーク技術及びサービス市場の急速な成長を背景に、当社グループのネットワークについても

引き続きその性能や信頼性を高めていくことが求められております。しかしながら、急激な技術革新に

より、当社グループが提供するサービス内容が陳腐化する可能性があります。また、当社グループのネ

ットワークの将来における改良又は拡張のために必要な資金、機器又は当局の許可等を取得できない可

能性があります。こうした事由はいずれも、当社グループの市場における競争力を低下させ、事業の運

営に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

e. 事業拡大のための企業買収について 

当社グループのこれまでの成長は、既存ケーブルテレビ会社の買収に負うところが大きく、今後も成

長戦略の一つとして、既存の事業エリアを補完し、収益性を強化すると考えられるエリアにおいて、ケ

ーブルテレビ及びブロードバンド・サービスを提供する会社を選別し、これを買収して運営会社とする

ことを継続していく予定であります。かかるケーブルテレビ関連事業会社の買収により、当社グループ

の持つ既存のネットワークや専門知識をより効果的に利用することができるようになります。しかしな

がら、以下の要因等により新たな会社の取得が制限される場合があり、その結果、当社グループの事業

の運営等に影響を与える可能性があります。 

・買収対象企業が小規模ケーブルテレビ会社である場合は、歴史的に地元企業、地方自治体、大手商

社及びメディア会社といった複数株主により設立されたケースが多く、これらの株主との買収交渉

が容易に進まない可能性があります。  

・当社グループが金融機関との間で現在締結しているシンジケートローン(複数の金融機関による協

調融資)の契約条件により、新たなケーブルテレビ関連事業会社の買収又は投資が制限される可能

性があります。  



・当社の議決権の過半数を外国為替及び外国貿易法上の外国投資家が保有しているため、当社がケー

ブルテレビ会社等の情報通信関連企業の株式を取得する場合には、同法上の事前届出義務があり、

原則として、届出から株式取得までに30日の期間を経なければなりません。また、政府には、同法

に基づいて当該期間の延長及び株式取得の内容の変更又は中止を命令する権限があります。当社は

過去に、これらの命令を受けたことはありませんが、今後、仮にこれらの命令を受けた場合には、

新たなケーブルテレビ会社の買収又は株式の買い増しに悪影響を及ぼす可能性があります。  

② 財務上のリスク 

a. 当社連結グループの業績変動について 

当社連結グループの業績は、2003年12月決算期以降、当期純利益が黒字転換し、その後も順調に推移

しております。しかしながら、当社連結グループの業績は過去に大きく変動しており、将来も引き続き

大幅に変動する可能性があります。業績変動要因として、新規加入率、解約率及びサービス内容及び価

格の変更等が挙げられます。同一年度内でも解約率は新学期並びに政府機関及び多くの企業の事業年度

が開始する４月にかけて顧客の転居等が増加するため、それに先立つ解約により例年第１四半期に高く

なります。当社グループの諸経費には、固定費又は営業収益に先行して発生する変動費の占める割合が

大きいため、収入と費用の会計上の認識時期の違いが、各四半期の業績に大幅な変動を与える可能性が

あります。これらの要因による業績の変動は今後も継続し、これに対して適切に対処できなかった場合

には、当社グループの効率的な事業運営に影響を与える可能性があります。 

b. 借入金について 

当社設立以来、当社グループは、ネットワークの拡張及びアップグレード並びにケーブルテレビ関連

事業会社の株式取得に関連して多額の負債を負ってまいりました。当連結会計年度末現在、当社連結グ

ループの長期借入金(１年以内返済予定分を含み、キャピタルリース債務を除く)は189,613百万円であ

り、このうち131,500百万円は、金融機関からのシンジケートローンであります。このような多額の借

入金及び当社グループのシンジケートローンに係る財務制限条項により、当社グループは、以下のよう

な重大な影響を受ける可能性があります。 

・金利負担を通じて、当社グループは経済動向や景気の影響を一層受けやすくなる。 

・当社グループのキャッシュ・フローの一部分を債務返済に充当しなければならないため、予定する

資本的支出及び運転資金に充当可能なキャッシュ・フローが減少する。 

・機動的な資産の処分や戦略的買収・投資に資金を投下することに一定の困難が伴う。 

・当社グループより有利子負債比率の低い既存競合他社及び潜在競合他社よりも、競争力の上で不利

な立場に置かれる。 



③ コンプライアンス上のリスク 

a. 情報管理について 

当社グループは、顧客から入手した個人情報を維持・管理しております。当社グループでは、定期的

に、社長直轄の組織として管理本部長を委員長とする情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュリ

ティの強化施策を推進し、全システムのセキュリティ・ホール対策を講じております。また、個人情報

保護の取り組みとして、2005年４月施行の個人情報保護法遵守の観点から、ほぼ全てのグループ各社に

て財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク認定取得を完了しております。また、

放送・通信サービスの安定した供給を目的とし、障害発生時には迅速に対応できるよう、グループ各社

のネットワーク状況を24時間監視する体制を構築しております。かかる措置にもかかわらず個人情報が

漏洩した場合、当社グループの業績は様々な形で悪影響を受けることになります。すなわち、個人情報

の漏洩により顧客に損害が生じた場合、当社グループは顧客から損害賠償を請求されるおそれがありま

す。 

また、個人情報の漏洩の防止を目的としたセキュリティ・システムの変更(自主的なものか、行政指

導その他の政府による規制に対応したものかを問わない)に関連して、追加的な費用負担が発生する可

能性があります。あるいは、当社グループの信用の低下により、既存顧客及び潜在顧客を失う可能性が

あります。さらに、企業イメージ又は信用の低下を防止又は緩和するための広報活動に関連して、追加

的な費用負担が発生する可能性があります。これらの事象が発生した場合には、当社グループの事業運

営、財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 

(2) 取引関係におけるリスク 

① ケーブルテレビの番組について 

当社グループは、ケーブルテレビの番組を第三者から購入しております。その大部分は、期間を１年

から３年とする個々の番組供給会社との短期放送許諾契約に基づき供給されており、一部を除き独占的

な取り扱いは受けておりません。当社グループに対して番組を提供する企業には、当社グループの競合

相手となりうる企業グループが含まれております。当社グループの締結する放送許諾契約は通常短期で

あるため、顧客に番組を提供し続けるためには、競合他社を含む番組供給会社との良好な関係を維持し

なければなりません。こうした関係が終了するか、若しくは番組供給会社がその番組供給義務を十分に

履行できず、当社グループが別の番組供給会社からも番組を購入できない場合、又は購入はできたもの

のその価格が合理的ではない場合、当社グループは、魅力的な番組の供給が困難となり、既存顧客及び

潜在顧客を失う可能性があり、その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性

があります。 



② ネットワークにかかるインフラについて 

当社グループの事業は、NTTグループ及び地域電力会社が所有する電柱や、道路の地下共同溝等を、

所有者又は道路管理者による承認に基づき継続して使用できることを前提としております。当社グルー

プのネットワークの一部の運営は、当社グループのヘッドエンド間を接続し、又は当社グループのヘッ

ドエンドの一部と第三者の電気通信設備とを接続している他社(NTTグループ、地域電力会社及びJDS等)

の光ファイバー網を継続的に使用できることを前提としております。運営会社間のネットワークを構築

するためには、当社グループは、自ら建設する場合を除き、他社(NTTグループ、地域電力会社及びJDS

等)の光ファイバーケーブルのリースを受ける必要があります。当社グループが電柱又は光ファイバー

ケーブルの使用に関して第三者との契約を更新できなかったり、電柱等の所有者がその電柱等の使用を

維持できなかったり、当社グループがリースを受けている光ファイバー網の提供者が当該光ファイバー

ケーブルを良好な状態に維持できなかった場合、当社グループの顧客に対するサービスが中断される可

能性があり、代替するネットワークの構築に多額の費用負担が生じ、その結果、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

③ 外注業者について 

当社グループの既存サービス及び新サービスの提供に必要な機器は少数の機器納入業者から供給を受

けております。例えば、新サービスとして拡大に注力しているデジタルサービスの提供に必要なデジタ

ル対応型セット・トップ・ボックスは現在外部のベンダー３社に開発又は製造を委託しております。当

社グループは、過去に機器納入遅延によるサービス開始の遅延を経験しております。また、他のサービ

スにおいても、機器の開発・製造委託先が当社グループの要求する品質・納期等に応えられない場合が

ありました。当社グループは複数の取引先から供給を受けることを原則としておりますが、納入業者が

製造を遅延した場合や欠陥機器を製造した場合には、ケーブルテレビサービスの売上が低下したり、当

社グループの信用が損なわれる可能性があります。また、今後もこのような事態が再び生じることで、

機器が不足したり納入業者との関係が悪化した場合等、顧客へのサービス提供に必要な機器の調達が遅

れ、又はそもそも機器の調達ができなくなり、既存サービスの拡張や新サービスの展開ができなくなる

可能性もあります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性がありま

す。 

  



(3) 株主との関係におけるリスク 

① 株主間契約及び大株主の権利について 

2004年11月26日、Liberty Media International, Inc.（以下、LMI。 当社株主である子会社を含む

場合がある)と住友商事の間で、それぞれが保有する当社普通株式に関する出資契約を締結し、2004年

12月28日、LMI及び住友商事は、それぞれ所有する当社株式の全部及び過半をLMIの子会社である

Super Mediaに集約いたしました。それによりSuper Mediaは当社の親会社となりました。LMIと住友商

事が上記出資契約の締結と同日付で締結したSuper Mediaに関する業務運営契約によると、Super Media

は、２名のメンバーで構成される委員会により運営され、両社は、そのメンバーを１名ずつ指名するこ

ととなっております。当社の上場を条件として、LMIが指名したメンバーは、委員会の決定事項(ただ

し、当社の上場条件を除く)のうちLMI及び住友商事が合意に達することのできない事項に関して決定権

を有し、この決定権は、Super Mediaの存続期間中、効力を有します。これにより、2005年２月18日

（当社の上場の承認日）に当社はLMIの連結子会社となりました。その後、2005年６月16日に、LMIが

LGIの完全子会社となったため、LGIが当社の親会社となりました。  

 上記運営契約（LMIからLGIに引き継がれております）によるとSuper Mediaの存続期間中、原則とし

て、いずれか一方が今後当社株式を取得した場合、Super Mediaに譲渡しなければならず、また相手方

による当社株式の追加取得を許容しなければならないものとされております。住友商事は同運営契約に

基づき、2005年９月26日付けで、直接保有していた残りの当社普通株式の全てを、Super Mediaに対し

て譲渡いたしました。   

本報告書提出日現在のSuper Media、LGI及び住友商事の当社に係る出資系統図は以下のとおりであり

ます。  

  

 

  



なお、Super Mediaの運営委員会は、当社の株主であるSuper Mediaに対し、LGIが指名する３名及び

住友商事が指名する３名が当社取締役に選任されるよう、Super Mediaの保有する当社株式の議決権を

行使させることとなっております。 Super Mediaは、LGI及び住友商事が延長の合意をしない限り、当

社株式の上場承認日より５年経過日に解散いたします。  

上記のとおり、Super Mediaは、本報告書提出日現在、当社株式の62.47％を所有しております。我が

国の法制度上、原則として株主総会における株主の議決権の過半数によって取締役の選任等が可能であ

ることから、Super Mediaは当社の取締役の選任等に対して実質的な決定権を有しており、また取締

役・監査役の解任、合併、株式交換又は当社の営業の全部若しくは重要部分の譲渡の承認等には原則と

して株主総会における株主の議決権の３分の２以上が必要とされていることから、これらの決議事項に

対して実質的な拒否権を有しております。加えて、LGI及び住友商事は現在、当社グループが提供する

サービスと同様の又は関連するサービスに係るいくつかの事業分野で投資を行っており、今後も投資を

続ける可能性があります。こうした株主の権利及び投資活動が、当社グループ及び当社株主利益の最大

化に結びつく施策の実施に際して当社グループの柔軟性を制限する可能性があり、その結果、当社グル

ープの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。 

② 株価の変動について 

公開市場において大量の当社普通株式が売却された場合、又はその可能性が市場に認識された場合、

当社の株価が下落する可能性があるだけでなく、当社の今後の資本政策の遂行の妨げとなる可能性があ

ります。また、当社のストックオプション制度に基づく、未行使の新株引受権及び新株予約権の残高合

計は、2007年２月28日現在142,354株であります。これらを含め、さらなる新株が発行された場合、又

はその可能性が市場に認識された場合、当社の財政状態に影響を与える可能性があります。 

③ 少数株主の株式買取請求 

当社グループの戦略の一つとして、運営会社の統合を推進し、業務の重複を解消して、効率性を高め

ることがあげられます。会社法上、運営会社同士の合併や新たに買収した企業との合併に際しては、こ

の合併に反対する株主は、かかる合併又は統合に異議を述べることができ、合併当事会社に対して当該

株主が保有する株式を公正な価格で買い取るよう請求することができます。当社としては、当該合併に

際し合併当事会社の当社以外の株主がこの権利を行使する可能性を予測することは困難であり、また、

当該合併当事会社が権利を行使した少数持分の買取に必要な十分な資金を確保できるか否か、あるいは

株式買取価格が、当社の見解に合致したものであるかについて、保証することはできません。こうした

権利行使は、当社グループのキャッシュ・フローに悪影響を与えたり、当社グループによる運営会社の

統合を遅らせることで、グループとしての業務運営効率化が妨げられ、当社グループの財政状態及び経

営成績等に影響を与える可能性があります。 

  



(4) 競合関係におけるリスク 

我が国のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスの市場は厳しい競合状態にあり

ます。近年の一連の規制緩和措置並びに事業者間の戦略的買収、提携及び協力関係の構築によって、既

存の競合他社及び新規参入企業との競争は今後も激化するものと予想されております。競争の激化によ

り、当社グループの既存顧客の解約が増加したり新規顧客獲得が鈍化したりする可能性があるほか、価

格競争の激化につながる可能性があり、いずれの場合も、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を与える可能性があります。当社グループと競合する企業が、当社グループに比べ、資本力・技術力・

商品力・交渉力・販売力等の経営資源、顧客基盤、事業経験、知名度等において優れている場合もあ

り、当社グループの競争力が低下する可能性があります。特に競合他社は、当社グループより価格競争

力に優る可能性があります。当社グループの強みの一つは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続

及び電話のバンドル・サービスを提供していることであります。これに対し、近年、NTTグループ、ソ

フトバンクグループ、KDDI㈱及び㈱ケイ・オプティコム等一部の競合他社は、当社グループと同様のバ

ンドル・サービスの提供を開始いたしました。KDDIグループでは東京電力グループとの提携、ジャパン

ケーブルネット㈱への出資等を通じてバンドル・サービス戦略を強化することが予想されます。2001年

の電気通信役務利用放送法の制定(2002年１月施行)により、他社の有する電気通信設備を通じたテレビ

放送の提供が自由化され、ブロードバンド業界各社は電気通信設備を利用することで、ブロードバン

ド・サービスの範囲を映像サービスに広げることができるようになりました。こうした既存競合他社又

は潜在競合他社がDSL、FTTH又はその他のプラットフォームを通じて質の高いバンドル・サービスを当

社グループよりも低価格で提供した場合、当社グループは、既存顧客又は潜在顧客を失う可能性があり

ます。さらに、当社グループの提供するバンドル・サービスが他社の同様のサービスとの競争にさらさ

れているだけでなく、バンドル・サービスを構成する個々のサービスも厳しい競争にさらされておりま

す。 

① ケーブルテレビサービス 

当社グループのケーブルテレビサービスは、衛星放送テレビ放送事業者(㈱スカイパーフェクト・コ

ミュニケーションズ等)及び通信事業者等と競合いたします。これらの競合他社は、当社グループより

も多数のチャンネルを有することにより、当社グループが現在提供していない、より魅力的なコンテン

ツを独占的に提供できる可能性があります。また、競合他社の中には、DSL又はFTTHを通じて映像サー

ビスの提供を既に開始している企業(NTTグループ、ソフトバンクグループ、KDDI㈱、㈱ケイ・オプティ

コム、㈱オプティキャスト、㈱USEN等)があり、これから開始を予定している企業もあります。当社グ

ループが顧客のアナログサービスからデジタルサービスへの移行を完了できずにアナログ信号とデジタ

ル信号の両方を送信する場合、アナログ信号の送信に大量のネットワーク帯域を使用せざるを得ないこ

とから、これら競合他社と比較し、提供できるチャンネルの帯域は限られます。当社グループの既存顧

客又は潜在顧客が、当社グループのチャンネル数や番組の質について競合他社と比べて魅力的ではない

と判断した場合、当社グループは、既存顧客又は潜在顧客を失い、当社グループの財政状態及び経営成

績等に影響を与える可能性があります。  



② 高速インターネット接続サービス 

当社グループの提供する高速インターネット接続サービスは、DSLやFTTHのような他の技術に基づく

接続事業者手法と競合いたします。DSL・FTTHサービスの利用者数はケーブルテレビ回線を利用したイ

ンターネットサービスの利用者数を上回っております。DSL業界は技術革新により、送信速度において

商品の改善をはかっております。また、FTTHサービスは、利便性が改善されつつあり、サービス提供価

格も低下してきております。こうした技術革新及び競合他社による積極的な投資等の結果、DSLやFTTH

を通じて提供されるサービスの質がさらに向上し、より低価格で提供可能となり、又はより広い地域で

利用可能となった場合、ケーブルテレビ回線によるインターネット接続サービスは、当社グループの既

存顧客又は潜在顧客にとって魅力的でなくなり、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与え

る可能性があります。 

③ 電話サービス 

当社グループの電話サービスは、NTTグループ、KDDI㈱、その他の通信事業者と従来から競合してお

ります。通信事業者各社より、NTT固定電話と置き換え可能な各種「直収電話サービス」(サービス提供

者が加入者宅まで回線を引き提供する固定電話サービス)が、NTT固定電話と同等の内容で提供を開始さ

れております。競争が通話料だけでなく基本料にも及びつつあり、NTTグループのほぼ独占であった固

定電話サービスも競争が激化しております。さらに、IPネットワーク上での音声通信を実現する技術

(VoIP)を活用した電話サービスの普及等を背景に、ソフトバンクグループや㈱ケイ・オプティコム等の

通信事業者との競争も急速に激化しております。一方、携帯電話及びＥメール等の利用増加につれて固

定電話サービスの通話量は全般的に減少しております。当社グループにおいてもIP電話サービスは開始

しているものの、競争がさらに激化した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える

可能性があります。 

  

(5)市場におけるリスク 

① 市場の成長性について 

ケーブルテレビ及び高速インターネット接続サービスのそれぞれの市場は、近年継続的な成長を続け

ておりますが、当連結会計年度における成長率はやや鈍化の傾向が見えております。当社グループは、

今後も引き続き成長戦略の遂行に努めてまいりますが、様々な要因によって必ずしも現在の成長率が継

続するとは限らず、また全く成長しない可能性もあります。これらの市場成長の鈍化及び需要の減少等

が、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

② 無契約者によるケーブルテレビサービスの視聴について 

当社グループを含むケーブルテレビ事業者によるケーブルテレビサービスにおいては、放送信号又は

放送波に対し暗号処理による視聴制御を行うことにより、事業者と視聴契約を締結し、ホームターミナ

ル又はセット・トップ・ボックスを貸与された顧客のみが放送を視聴できるようにしております。しか

しながら、近時、視聴制御解除機能を搭載したアナログサービス用ホームターミナル等の機器が、イン

ターネットや一部の電器店等で販売され、無契約者がかかる機器を使用してケーブルテレビ放送を視聴

していることが問題となっております。 



当社グループを含むケーブルテレビ事業者は、日本ケーブルテレビ連盟内の任意団体である「不法受

信対策協議会」を中心に、このような視聴契約を締結しないで行う違法な視聴に関して、セット・トッ

プ・ボックス不正使用防止装置等を導入するなどの具体的な対策を検討しております。 

今後の展開によっては、当社グループは、このような不正視聴防止対策のために多額の費用を負担し

なければならなくなる可能性があります。また、現段階では、かかる違法な視聴による当社グループの

被害額は少額にとどまるものと推測されますが、無契約者による視聴が増加し、これによって有料視聴

顧客が減少し、又は有料視聴顧客の増加が困難となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響が生じる可能性があります。  

  

(6) 法規制等によるリスク 

① 政府による規制について 

ケーブルテレビ事業者並びにインターネット接続サービス及び電話サービスを提供する電気通信事業

者は、我が国において多くの法的規制を受けており、当社グループの事業は、総務大臣の許可又は総務

大臣への登録若しくは届出の対象となっております。当社グループが適用法令や許可条件に従わなかっ

た場合、許可や登録が取り消され、事業を停止又は終了しなければならない可能性があり、これにより

当社グループはネットワークを通じて顧客にサービスを提供できなくなることになります。また、将

来、新たな許可の取得又は登録若しくは届出が困難となる可能性もあります。 

2006年12月31日現在における当社グループの主要な業務に係る許可・登録の取得状況は以下のとおり

であり、いずれも特に有効期間についての定めはありません。また、許可・登録のいずれについても取

消事由に該当する事象は発生していないものと認識しております。 

 
(注) 上記許可・登録は主に以下の場合に取り消されうるとされております。 

〈有線テレビジョン放送施設設置許可〉 

  ・不正の手段により許可又は変更の許可を受けたとき 

  ・欠格事由に該当するに至ったとき 

  ・施設の設置期限、変更の許可取得義務、施設維持義務、施設の提供義務、施設の使用基準、業務の届

出、役務の認可取得義務を定めた有線テレビジョン放送法の規定又は許可若しくは認可に付された条件

に違反したとき 

  ・適正を欠く施設の運用に対する改善命令にしたがわないとき 

〈電気通信事業の登録〉 

  ・電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると

認められるとき 

    ・不正の手段により登録又は変更登録を受けたとき 

  ・法人又はその役員が電気通信事業法又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処

せられたとき 

  ・電気通信事業法又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者が役員になったとき 

許可・登録等の名称 内容 許可・登録等の状況

有線テレビジョン放送施

設設置許可(有線テレビジ

ョン放送法第３条)

引込端子数501以上のケーブルテレビ施設を設置する

場合には、総務大臣の許可が必要となる

運営会社24社が許可を受け

ている

電気通信事業の登録 

(電気通信事業法第９条)

電気通信事業を開始するにあたり、大規模な電気通

信回線設備を設置する者についての、総務大臣の登

録

運営会社24社が登録を行っ

ている



上記に加え、将来において新たな規制が課せられた場合、サービス提供が阻害され、あるいはこれに

対応するための営業費用が増加すること等により、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与

える可能性があります。 

② 法改正等について 

電気通信事業法の改正(2004年４月施行)によって、インターネット接続市場及び電話市場への新規参

入が容易になりました。この改正は、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止

し、第一種電気通信事業の参入許可制を廃止するとともに、料金・契約約款の作成・届出義務を原則と

して廃止いたしました。さらに、電気通信役務利用放送法(2002年１月施行)によって、自己の施設を有

しない放送事業者であってもNTTグループその他の電気通信事業者の提供する役務を利用して放送サー

ビスを提供できるようになりました。こうした改正及び規制や、総務省による解釈と適用の変更によ

り、新たな競合他社の参入が促進され、当社グループの競争力が悪影響を受ける可能性があります。さ

らに、今後、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法及び総務省令等につ

いて、当社グループとNTTグループその他の電気通信事業者との現在の関係に影響を与えたり、当社グ

ループの事業に制限を課すような改正が行われる可能性は否定できません。こうした改正等により、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。  

  

(7) 人災及び天災がもたらすリスク 

当社グループのサービスは、火事、地震、洪水、停電、ネットワーク・ソフトウェアの欠陥、不正ア

クセス、コンピュータ・ウイルス、ケーブル切断等により中断する可能性があります。また、当社グル

ープのサービスは、当社グループに対して第三者が提供するネットワーク又は設備の損害その他の途絶

により中断されることもあります。こうしたサービスには、番組配信、インターネット関連サービス及

び電話サービスが含まれます。また、第三者による事故又は行為の結果として、当社グループのサービ

スが中断される可能性があります。当社グループの社屋、ヘッドエンド施設及びケーブルには火災、風

災及び物体の飛来・衝突、破損、汚損等について損害保険をかけておりますが、地震保険には加入して

おりません。また、利益保険に加入していないため、事業が中断した間に生じた逸失利益は回復するこ

とができません。当社グループはネットワーク及びホスティング設備のバックアップ設備を維持する努

力を払っておりますが、当社グループ又は当社グループに対するサービス・プロバイダーの技術インフ

ラに障害が生じた場合、当社グループの営業活動が中断する可能性があります。これらの結果、当社グ

ループの信用が失墜し、当社グループの財政状態及び経営成績等に重要な影響を与える可能性がありま

す。  

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

  

(1) MSO契約 

  

 
(注) ㈱ジェイコム東京、㈱ジェイコム関西、㈱ジェイコム関東、㈱ジェイコム札幌他14社 

なお、ケーブルウエストグループ６社につきましては、2007年２月16日付けで契約を完了しております。 

  

当社は運営会社に対しMSO契約に基づき、以下の経営、運営指導サービスを提供しております。 

・ 事業計画と予算作成の支援や指導を含む全ての営業と管理サービス 

・ 番組の選定と調達 

・ 総合研修や支援を含むセールスとマーケティング・プログラム 

・ 一元化した包括的な顧客管理サービス(カスタマーサービス、課金・代金回収システムの構築を

含む) 

・ ネットワークのデザイン・建設・保守の支援などを含む専門技術 

・ ネットワーク機器や建設資材の仕様や調達に対する支援 

・ 標準化された会計・財務システムの整備及び統合運営 

・ 人事・総務に関する体制の整備及び運営管理の支援 

  

さらに、各運営会社には社長もしくは取締役を当社から派遣(兼任又は出向)しております。各運営会

社の取締役及び上級職員は原則として毎月、当社の取締役と定例会議を開き、財務、業績、営業及びマ

ーケティングに関し打合せを行っております。 

  

当社運営会社は「J:COMグループ」としてサービスを提供し、上記経営、運営指導サービスの対価と

して、当社に毎月加入世帯数に応じた手数料及び機材調達に関する手数料の支払いを行っております。

  

(2) 番組供給契約 

  

 
(注) ジュピターエンタテインメント㈱、ジュピターゴルフネットワーク㈱他54社 

  

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「基本契約書」及び 
「覚書」

運営会社(注)
当社による運営会社に対する
経営・業務協力

相手先毎に異なりますが、通常10年
であり、契約満了の30日前までに見
直しの申し入れがない限り、さらに
１年延長されます。

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「有線テレビジョン
放送番組供給契約
書」等

番組供給会社(注) 運営会社に対する番組供給

相手先毎に異なりますが、通常１年
であり、契約満了の３か月以上前に
他の当事者に対する書面による本契
約の変更あるいは解約の通知がない
限り、さらに１年間延長されます。



(3) 相互接続協定 

  

 
(注) 東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱等 

上表のほか、電話サービスを開始した運営会社間でも相互接続協定を締結しております。 

  

６ 【研究開発活動】 

  

該当事項はありません。 

  

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「相互接続協定書」
等

電気通信事業者(注)
電気通信事業法に基づく、運
営会社と他の電気通信事業者
との相互接続

相手先毎に異なりますが、通常特に
定めておらず、解除の場合は一定の
期間前までに相手方に書面で通知す
ることとなっております。



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

以下の、財政状態及び経営成績の分析を利用するに際しては、本報告書中の連結財務諸表及びその注記

をご参照ください。なお、本財政状態及び経営成績の分析に含まれる財務上の数値は、米国において一般

に公正妥当と認められている会計基準に基づく連結ベースのものであります。なお、この財政状態及び経

営成績の分析は、2006年12月31日現在及び2006年度の当社グループの財政状態及び経営成績の分析であり

ます。 

A 概要 

当社は、総加入世帯数ベースで日本最大のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サー

ビスのMSOとして、運営会社を通じて2006年12月31日現在で約250万世帯にサービスを提供しておりま

す。当社のサービスは、2006年12月31日現在連結対象の運営会社である23社を含む24の運営会社を通

じて顧客に提供されております。 

また当社は子会社として、専用線を通じてインターネット接続サービスと豊富なコンテンツを提供

するアットネットホーム㈱及び関西マルチメディアサービス㈱を、また主にケーブルテレビ会社向け

回線配置工事の施工を手掛ける㈱ジェイコムテクノロジーを、更に当社グループ各社に資金援助を行

なう㈲ジェイコムファイナンスを所有しております。 

上記の他、2006年12月31日現在、当社は経営権に満たない20-50％持分を有するブロードバンド関

連会社も有しております。以下の表は2005、2006年度における当社グループの会社数をまとめたもの

であります。 

  

 
  

歴史的な背景として、我が国におけるケーブルテレビ業界は、サービス提供地域を制限する過去の

法的規制等により、その多くが地元企業、地方自治体、商社、メディア会社等の合弁事業としてスタ

ートしたことから、多数の小規模なケーブルテレビ会社が存在しております。当社連結グループの主

要な事業戦略の一つは、大規模な統括運営会社の持つスケールメリットを享受すべく、ケーブルテレ

ビ会社の株式を取得することにありました。多くの場合、初期には少数持分の取得にとどめ、その後

に段階的に投資額を増加することによって持分割合を拡大し、連結対象運営会社としてまいりまし

た。また、可能な場合には子会社同士を合併することによって、さらなるスケールメリットを達成し

てまいりました。 

  

2005年 
12月31日現在

2006年
12月31日現在

連結子会社

運営会社 17 23

その他 3 4

連結子会社計 20 27

持分法適用関連会社

運営会社 2 1

その他 5 4

持分法適用会社計 7 5

グループ計 27 32

運営会社計 19 24



① 営業収益 

ⅰ) 利用料収入 

利用料収入はケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスにおける利用料収入に

より構成されております。アナログ及びデジタルのケーブルテレビサービスに関する利用料収入

は、月々の基本料と、有料チャンネル、PPVやVOD等により構成されております。高速インターネッ

ト接続サービスに関する利用料収入は、月々の基本料とオプションサービス追加料金、加えて子会

社のアットネットホーム㈱及び関西マルチメディアサービス㈱によって提供されている、非連結対

象運営会社及び外部の事業者に対するインターネット接続サービス料金からとなっております。電

話サービスに関する利用料収入は、月々の基本料金に加え、顧客の通話料に基づく通話料金、キャ

ッチコール・番号ディスプレイ等のオプションサービス、当社連結グループの顧客への着信に関し

て他の通信事業者から受領する接続料金収入からなっております。複数のサービスに加入している

顧客に対しては、個々のサービスに別々に加入した場合の総額よりも割安なバンドル・サービス料

金で提供しております。 

当社は継続して総加入世帯数の増加及び顧客当たりのサービス加入数の増加に注力しておりま

す。当社連結グループの利用料収入は、提供する各サービスにおける加入世帯数の増加、すなわち

新規顧客数及び解約数に特に影響を受けております。 

当社は「ボリューム＋バリュー」戦略に基づき、より多くの機能やメリットを持つサービスを提

供していくことにより、競合他社との差別化が図られることになると考えております。 

○ケーブルテレビサービス 

当社グループの提供するベーシック・サービスは、類似の映像コンテンツを提供している競合他

社に比しても価格競争力があり、各ジャンルにおいて最も魅力的なプログラムを提供していると考

えております。ケーブルテレビ顧客の獲得ペース及び解約率は、当社グループのサービスが既存及

び潜在顧客にとって、競合他社のサービスに比べ、どれだけ価値を有するかということに影響を受

けております。当社のサービスにおいてはセットトップボックス１つで、地上波及び衛星デジタル

放送、CSチャンネル、PPV、VODといったサービスを利用できることから、競合他社には提供できな

い価値を有していると考えております。また当社はケーブルテレビ業者にしかないハイビジョン番

組、裏番組や２番組のハイビジョン番組を同時に録画できるDVR、新規顧客獲得及びアナログから

デジタルへの移行を促進するためにデジタルサービスのサービス内容を一部簡素化した「J：COMデ

ジタル コンパクト」などを提供することにより、サービス価値を高めております。ここでいう

「価値」には、競合他社から受けられる個々のサービスよりも安価に、ブロードバンドサービスパ

ッケージ価格として提示される料金で、高速インターネット接続や電話サービスを追加できる能力

も含まれていると考えております。 

○高速インターネットサービス 

高速インターネット接続サービスの市場は競争が激しく、ケーブルテレビサービスに比べて価格

志向型の市場となっております。従って、高速インターネット接続サービスの顧客獲得及び解約率

は、競合他社と比較した価格設定に大きく影響を受けております。当社はインターネットの基本サ

ービスに５つのメールアカウントを持てるようにしている他、魅力的なブロードバンドコンテンツ

を始め、メール・ウィルススキャンサービス、ファイアーウォールサービス、ペアレンタルコント

ロール、ホームページフィルタリングサービス、迷惑メール撃退サービス、大容量のパーソナルホ

ームページ等を含めております。また高速のサービスを求める顧客のニーズに応えるため、戸建及

び小規模集合住宅向けに下り最大160Mbps、上り最大10Mbps超高速インターネット接続サービスを

提供していく予定でおります。 



○電話サービス 

高速インターネット接続サービスと同様に、電話サービスも競争が激しく、月額基本料金及び１

分当たり通話料金とともに価格志向型の市場となっております。従って、顧客の獲得及び解約率

は、競合他社に比較した価格設定に大きく影響を受けております。当社連結グループの電話サービ

スの加入世帯数は増加しておりますが、加入世帯あたりの電話利用料収入は減少してきており、当

社連結グループはこれを携帯電話使用の一般的な増加及び他社の提供するIP電話の増加によるもの

と考えております。当社は番号ポータビリティ、利用頻度の高い顧客に対するボリューム・ディス

カウント、加入者間通話の割引等により、顧客満足を高めていくつもりであります。 

さらにこれまでの固定電話サービスに加え、2006年度より従来の固定電話と同様の品質のVoIPを

利用した電話サービスを18の運営会社で始めております。また2006年３月より㈱ウィルコムと提携

し、移動体通信サービスの提供も始めました。当社はこの提携により更なるサービスを提供するこ

とが可能となり顧客満足度を高め、その結果解約率の減少に寄与するものと考えております。 

○バンドルサービス 

加入世帯当たりRGUの増加のペースは、複数のプロバイダーから別々にサービスを受ける場合と

の比較において、当社より一括して顧客が複数のサービスを受けることによる価格メリットに大き

く影響を受けております。一旦顧客が当社連結グループのネットワークに接続されれば、新規顧客

を獲得する場合と比べて当社の費用も少なく済むため、結果、より低価格で多くのサービスを提供

することが可能となっております。 

  

ⅱ) その他 

営業収益（その他）は、主に以下の項目からなっております。 

・ 新規顧客回線設置料金 

・ 地上波放送の電波障害を引き起こす建物の所有者から受け取る、ネットワークを構築し運営す

るための報酬 

・ 番組供給会社から受け取る手数料及び報酬 

・ 主に非連結対象運営会社に対する工事関連収入 

・ 主に非連結対象運営会社に対する番組の販売 

・ ケーブルテレビ及び高速インターネット接続サービスに係る広告宣伝収入 

・ 非連結対象運営会社から受け取る経営指導料 

  

営業収益（その他）は、主として加入世帯数の拡大のペースに影響を受けております。さらに、

営業収益（その他）は、非連結対象運営会社からの経営指導料その他の報酬を含むため、非連結対

象運営会社の総加入世帯数及び非連結対象運営会社の連結対象運営会社化によっても影響を受けて

おります。 

  

② 営業費用等 

ⅰ) 番組・その他営業費用 

番組・その他営業費用には当社連結グループのネットワークの運営、メンテナンス及び技術サポ

ートに要する費用並びに当社連結グループが顧客に提供するプログラムその他コンテンツを取得す

るための費用を含んでおります。また、他の電話通信事業者との相互接続に係る料金のそれら通信

事業者への支払及び高速インターネット接続サービスに関するアットネットホーム㈱及び関西マル

チメディアサービス㈱の営業費用も含んでおります。 



さらには非連結運営会社に対する工事関連売上にかかる労務費及び資材売上にかかるコストも含

まれております。番組・その他営業費用は、主に当社連結グループの各サービスにおける顧客獲得

のペース及び電話サービスにおける通話料金の多寡によって影響を受けております。 

  

ⅱ) 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、主として人件費からなり、内勤、営業及びマーケティング人員に係る

派遣労務費等を含んでおります。また、プロモーション費用及び委託料等、新規顧客獲得に要する

費用を含んでおります。 

  

ⅲ) 減価償却費 

減価償却費は、主に当社連結グループのネットワーク設備の減価償却費からなっております。当

社連結グループは、アナログからデジタルへの移行等に伴うネットワークのアップグレードによ

り、将来、資本的支出がその分増加することが見込まれるため、減価償却費は将来的に増加すると

考えております。当社連結グループはまた、さらなるケーブルテレビ会社の買収に伴うネットワー

ク設備の取得や、取得するケーブルテレビ会社におけるネットワークの統合、アップグレード、サ

ービス提供エリア拡大のための資本的支出によっても、ネットワーク設備の減価償却費は将来増加

すると考えております。 

  

ⅳ) 法人税等 

当社連結グループは、各社ごとに我が国の法人税、住民税及び損金算入可能な事業税を課税さ

れ、合計の法定税率は現在、約40％であります。1995年以来、当社連結グループの連結対象会社の

多くは税務申告上損失を計上しております。当社連結グループは100％子会社が少ないため、現在

のところ、グループ全体での連結納税の要件は満たしておりません。その結果、連結対象会社の繰

越欠損金は、損失を計上している連結対象会社の各々の将来の課税所得に対する関係でのみ繰越控

除が可能となっており、その一部が利用できない可能性があります。2001年４月１日以降開始した

事業年度分以降の欠損金の法人税法における繰越控除期間は最大で５年間から７年間に延長されま

した。当社連結グループはこれまで純損失を計上してきた各社については、繰延税金資産(繰越欠

損金に対して計上されたものを含む)に対して評価性引当金を計上して全額相殺し、一方利益を計

上し税務上の繰越欠損金が解消された各社については、課税所得を計上し始めた年度より繰延税金

資産を認識しております。これに加え、2005年より当社連結グループ会社の中で利益を計上した会

社については、繰延税金資産の実現可能性を検討し、実現可能と判断された額相当の評価性引当金

を取り崩しております。一般に、評価性引当金が減少すると繰延税金資産は増加し、繰延税金費用

は減少いたします。しかし、当社連結グループの繰延税金資産の相当な部分が過去の企業買収に関

連して取得されたものであるため、それらに対して計上されていた評価性引当金を減少させた場

合、あるいは繰越欠損金を使用することによってそれら繰延税金資産を実現させた場合には、その

影響額はまず関連する企業買収に関して計上されていたのれんを減額し、次にその他の無形固定資

産があればこれを減額した後、残存額があれば初めて繰延税金費用を減少させることとなります。

連結納税を行っていない結果、当社連結グループの連結実効税率は、連結対象会社個々の課税所得

及び繰延税金(繰越欠損金に対して計上されたものを含む)の金額に左右され、年度によって異なる

ものとなっております。 



③ その他の営業データ 

ⅰ) 加入世帯当たり月次収益 

加入世帯当たり月次収益は、当社連結グループの事業を測る指標の一つであり、営業成果を評価

するために用いられております。加入世帯当たり月次収益は所定の期間の運営会社の収益合計から

新規顧客回線設置料金収入及び電波障害を引き起こす建物の所有者から受け取る報酬を控除し、そ

の期間の加重平均加入世帯数で除して算出されております。 

  

ⅱ) 平均月次解約率 

営業成果を評価するために用いられる指標としては、加入世帯当たり月次収益のほか、当社連結

グループのサービスの解約率があります。当社連結グループの各サービスの平均月次解約率は、当

該期間中の解約数を当該期間中の加重平均加入世帯数及び当該期間の月数で除して求められます。

１か月以上の期間の解約率は、当該期間中の解約率を平均して求めております。各サービスの解約

率には種々の要因が影響しております。例えば、賃貸集合住宅の顧客の解約率は、マンションや戸

建住宅の顧客の解約率を一般的に上回っております。また、３月頃に集中する転勤等の影響によ

り、年度の初めに、解約率が高くなる傾向があります。この他、複数のサービスに加入している世

帯においてはバンドル・サービスによる割引や信頼の高さ等を背景に、解約率は低いものとなって

おります。 

  



B 経営成績 

① 概要 

以下の表は、対象年度の連結損益計算書上の各項目の対営業収益比率、年度間の増減額、並びに連

結対象運営会社の追加営業情報等を示したものであります。（連結損益計算書数値については単位：

百万円） 

  

 
  

＊ ：営業収益の１％未満 

(注) １ 前連結会計年度に別表記しておりました「株式報酬費用」は、SFAS123号改を適用したことにより、当連結

会計年度より金額に重要性がなくなったため、「番組・その他営業費用」（95百万円）と「販売費及び一般

管理費」（237百万円）に含めて表示しております。それに伴い、前連結会計年度の「株式報酬費用」2,210

百万円についても、634百万円を「番組・その他営業費用」に、1,576百万円を「販売費及び一般管理費」に

含めて表示しております。 

  

2005年度 
 

対営業収益
比率

2006年度
 

対営業収益
比率

増減額 
(注)１

増減率

 
連結損益計算書数値：

営業収益：

 利用料収入 163,378 89％ 196,515 89％ 33,137 20％

 その他 19,766 11％ 25,400 11％ 5,634 29％

183,144 100％ 221,915 100％ 38,771 21％

営業費用：

 番組・その他営業費用 △76,767 △42％ △92,297 △42％ △15,530 △20％

 販売費及び一般管理費 △38,564 △21％ △43,992 △20％ △5,428 △14％

 減価償却費 △43,338 △24％ △54,044 △24％ △10,706 △25％

△158,669 △87％ △190,333 △86％ △31,664 △20％

営業利益 24,475 13％ 31,582 14％ 7,107 29％

支払利息－純額 △7,703 △4％ △3,522 △1％ 4,181 54％

その他の収益－純額 322 * 253 * △69 *

持分法投資利益 651 * 371 * △280 *

少数株主利益 △997 △1％ △1,181 △1％ △184 △18％

税引前当期純利益 16,748 9％ 27,503 12％ 10,755 64％

法人税等 3,071 2％ △3,022 △1％ △6,093 *

会計原則変更による累積的影響額 △486 * - * 486 *

当期純利益 19,333 11％ 24,481 11％ 5,148 27％



 
  

(注) １ 加入世帯当たり月次収益は、子会社の営業収益合計から、新規顧客の設置料金収入及び電波障害対策として

ビル所有者から支払われる収入を除いた金額を、その期間の加重平均加入世帯数で除すことで計算されてお

ります。 

２ ホームパス世帯数、加入世帯数及びRGUの増減は、当該数値を比較した値の百未満を四捨五入して表示して

いるため、明細と合計が一致しない場合があります。 

３ 当社グループとケーブルウエストグループは現在顧客管理システムの統合途上のため、加入世帯当たり月次

収益につきましてはケーブルウエストグループを除いた数値を掲載しています。  

  

② 営業収益 

営業収益は、2005年度の183,144百万円から2006年度の221,915百万円に、38,771百万円(約21％)増

加いたしました。うち当連結会計年度の買収の影響による増加額は15,406百万円となっております。

  

ⅰ) 利用料収入 

利用料収入の合計は、前連結会計年度163,378百万円から33,137百万円増（前年同期比20％増）

の196,515百万円となりました。ケーブルテレビの利用料収入は、前連結会計年度85,254百万円か

ら17,549百万円増（同21％増）の102,803百万円、高速インターネット接続サービスの利用料収入

は、前連結会計年度47,425百万円から10,696百万円増（同23％増）の58,121百万円、電話サービス

の利用料収入は、前連結会計年度30,699百万円から4,892百万円増（同16％増）の35,591百万円と

なりました。これら利用料収入の増加要因としては、加入世帯数が増加したこと（前年同期比、ケ

ーブルテレビ25％増、インターネット28％増、電話23％増）が主な要因となっております。各サー

ビスにおける要因としては、ケーブルテレビの利用料収入では、アナログサービスに比べてより高

額なデジタルサービス加入者の割合が増加したことが大きく寄与し、当連結会計年度末時点での当

社のデジタルサービス加入者は、ケーブルテレビ加入者の52％を占め、前連結会計年度末の37％か

ら大きく増加いたしました。インターネット接続サービスでは、加入世帯数の増加により23％の増

収となり、電話サービスにおいても、加入世帯あたりの通話料の減少によって一部相殺されるもの

の、加入世帯数の増加により16％の増収となっております。  

  

 
その他営業データ：

2005年 
12月31日現在

2006年
12月31日現在

増減 
(注)２

増減率

(連結対象運営会社合計)

ケーブルテレビホームパス世帯数 7,296,600 9,206,100 1,909,500 26％

高速インターネット接続ホームパス世帯数 7,288,000 9,206,100 1,918,100 26％

電話ホームパス世帯数 6,624,100 9,166,400 2,542,200 38％

ケーブルテレビ加入世帯数 1,684,900 2,109,300 424,400 25％

高速インターネット接続加入世帯数 864,200 1,108,800 244,600 28％

電話加入世帯数 911,300 1,119,900 208,600 23％

RGU合計 3,460,400 4,338,000 877,600 25％

RGU接続獲得数 806,900 905,300 98,400 12％

総加入世帯数 2,002,800 2,512,200 509,400 25％

加入世帯当たりRGU 1.73 1.73 0.00 *

加入世帯当たり月次収益(円)(注)１ 7,538 7,787 （注）３ 249 3％



ⅱ) その他 

その他は、前連結会計年度19,766百万円から5,634百万円増（前年同期比29％増）の25,400百万

円となりました。うち当連結会計年度の買収の影響による増加額は1,177百万円（前年度比増加分

の21％）となっております。その他には、電波障害対策収入、工事収入、設置料金収入、広告、番

組作成、手数料、その他の収益及び非連結運営会社に対する運営・管理サービス、番組編成及び機

器調達の支援やその他の経営指導サービスの売上が含まれております。 

  

③ 営業費用 

ⅰ) 番組・その他営業費用 

番組・その他営業費用は、前連結会計年度76,767百万円から15,530百万円増（前年同期比20％

増）の92,297百万円となりました。増加要因のうち3,412百万円（前年度比増加分の22％）は当連

結会計年度の買収による影響額になります。その他では、ケーブルテレビサービスの利用者数が増

えたことによる番組購入費が5,126百万円増加したことに加え、維持費用、人件費が増加した他、

ネットワークの拡大及び加入者の増加に伴う諸費用もそれぞれ増加しております。 

  

ⅱ) 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度38,564百万円から5,428百万円増（同14％増）の

43,992百万円となりました。増加要因のうち6,370百万円は当連結会計年度の買収による影響額に

なります。その他では人件費が増加しているものの、株式報酬費用の1,339百万円及び広告宣伝費

等の減少により相殺されております。 

  

ⅲ) 減価償却費 

減価償却費は、前連結会計年度43,338百万円から10,706百万円増（同25％増）の54,044百万円と

なりました。増加要因のうち4,673百万円は当連結会計年度の買収による影響額となり、その他で

は新規顧客に対する設置機材及び顧客関連資産の償却になります。 

  

④ 支払利息－純額 

支払利息－純額 は、前連結会計年度7,703百万円から4,181百万円減（前期比54％減）の3,522百万

円となりました。主な減少要因は、2005年３月に50,000百万円の劣後ローンを返済したことに加え、

ローン費用の償却額が減少したことによるものであります。 

  

⑤ その他の収益－純額 

その他の収益－純額 は、前連結会計年度322百万円から69百万円減の253百万円となりました。 

  

⑥ 持分法投資利益 

持分法投資利益は前連結会計年度651百万円から280百万円減（同43％減）の371百万円となりまし

た。持分法適用関連会社数に変更があったこと及び持分法適用関連会社における利益が減少したこと

が主な理由であります。 

  



⑦ 少数株主利益 

少数株主利益の控除額は、前連結会計年度997百万円から184 百万円増（同18％増）の1,181百万円

となりました。 

  

⑧ 法人税等 

法人税等は、前連結会計年度の3,071百万円の税金の戻りを認識しておりましたが、当連結会計年

度は3,022百万円となりました。当連結会計年度の法人税等には、一部の子会社において将来の使用

可能性が高いと判断された4,748百万円の評価性引当金の取り崩しも含んでおります。なお前連結会

計年度においては評価性引当金7,539百万円を取り崩しております。 

  

⑨ 当期純利益 

当期純利益は、上述の理由により、前連結会計年度19,333百万円から5,148百万円増（同27％増）

の24,481百万円となりました。 

  

⑩ その他営業データ 

ⅰ) 加入世帯当たり月次収益 

当社連結対象運営会社の総加入世帯数は、2005年12月31日現在では2,002,800世帯でありました

が、2006年12月31日現在では2,512,200世帯に増加いたしました。加入世帯あたりRGUは、2005年12

月31日現在及び2006年12月31日現在では、1.73で変更ありませんでした。上述の他の要因によっ

て、当社連結対象運営会社の加入世帯あたり月次収益は、2005年度の7,538円から2006年度は7,787

円（ケーブルウエストグループを除く）に約3％増加いたしました。 

  

ⅱ) 平均月次解約率 

当社連結対象運営会社のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスの平均月次

解約率は、2005年度において各々1.2％、1.3％、0.7％であったのに対して、2006年度において

は、各々1.1％、1.3％、0.8％（ケーブルウエストグループを除く）でありました。 

  



C 流動性及び資本の源泉 

① 流動性 

運転資本、資本的支出、運営会社への投資のための、主たる資本の源泉は、営業活動によるキャ

ッシュ・フローとシンジケートローン枠に基づく借入金であります。 

当社連結グループは、ケーブルテレビのセットトップボックスについては主にキャピタルリース

によって調達しております。2006年12月31日現在、キャピタルリース契約における債務残高は約

50,462百万円となっております。さらに当社連結グループは2006年12月31日現在で総額21,109百万

円の借入を日本政策投資銀行から行っており、うち16,569百万円が無利息ローンであり、借入の残

存年数は１年から13年となっております。 

  

② キャッシュ・フロー 

2006年12月31日現在、当社はキャピタルリース債務を含む借入金を242,075百万円、現金及び現

金同等物（以下「資金」という）を20,486百万円有しており、結果221,589百万円の純負債となっ

ております。ただし、リボルビング契約による貸し出しコミットメントにおいて約300億円、その

他の借入契約において57億円をさらなる資金として利用することができることになっております。

当連結会計年度末における資金は、営業活動の結果得られた資金及び短期借入金・長期借入金の

増加から得られた資金があるものの、主に新規子会社の取得に使用した資金のために、前連結会計

年度末35,283百万円から14,797百万円減少の20,486百万円となりました。 

○営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は80,003百万円で、前連結会計年度の60,763百万円に比べ19,240百

万円の増加となりました。これは、主にOCF(営業収益より、株式報酬費用を除いた番組・その他費

用及び株式報酬費用を除いた販売費及び一般管理費を控除した額。減価償却費は含めない。)が

15,935百万円改善したことに加えて、各種運転資本の純減によるものであります。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は121,601百万円で、前連結会計年度の57,230百万円の使用に比べ

64,371百万円の増加となりました。これは、新規及び既存子会社の株式取得に要した資金の56,770

百万円の増加及び資本的支出が10,055百万円増加したことによるものであります。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は26,801百万円で、前連結会計年度は21,330百万円でありました。

当連結会計年度に得られた資金の主なものは、主としてケーブルウエストグループの取得資金のた

めに長期借入金にて106,789百万円を調達したもので、長期借入金の元本支払66,975百万円及びキ

ャピタルリース債務の元本支払13,455百万円によって一部相殺されております。前連結会計年度に

得られた資金の主なものは、株式公開（ストックオプションの行使を含む）に伴う91,420百万円の

資金（純額）を調達したもので、58,888百万円の借入金の返済（純額）及び11,970百万円のキャピ

タルリース債務の元本支払いにより一部相殺されておりました。 

  



③ 将来の流動性に影響を与える要因 

当社連結グループの将来の運転資本及び流動性の源泉は、以下を含む多くの要因に依存しており

ます。 

・ 当社連結グループの営業利益に左右される営業活動によるキャッシュ・フロー 

・ 借入コスト及び資金調達能力を左右する当社連結グループの信用力及び格付け 

・ 一般的な金利環境や、営業活動によるキャッシュ・フローによって負債を軽減し、 

それによってシンジケートローン枠の下での将来の借入可能金額を増加させる能力 

・ 債券及び株式発行に係る将来の資本市場の状況 

  

④ 契約債務 

当社連結グループの主な契約債務は、短期借入金、長期借入金、キャピタルリース、解約不能な

オペレーティングリース、設備購入に関する融資契約その他の購入契約等であります。以下の表

は、2006年12月31日現在の、弁済期が到来する年別の支払義務を示しております。(単位：百万円)

  

 
(注)１  2006年12月31日現在の契約上の利子率に基づいております。 

  

⑤ 偶発債務及びオフバランスシート取引 

当社連結グループは現在のところ、重要な偶発債務を負っておらず、また開示されている取引以

外にオフバランスシート取引を行っておりません。 

  

⑥ 金利 

当社連結グループの主たる市場リスクは金利変動に関連したリスクであります。当社連結グルー

プでは、当該リスクを一部ヘッジするため、金利スワップ契約を利用しております。従来より、当

社連結グループはデリバティブ取引を投機あるいはトレーディング目的に使用しておりません。 

2006年12月31日現在、当社の借入金のうち約67％にあたる129,005百万円が変動金利による借入

であり、市場金利の変動による影響を受けております。当社連結グループは、変動金利による借入

金のうち約73％にあたる93,895百万円の借入について、金利スワップ取引の対象としており、これ

により日本円LIBOR及びTIBORに利率が連動する借入金について、有効に将来の金利上昇リスクをヘ

ッジしております。金利スワップによるヘッジを考慮に入れた場合、市場金利の平均１％の上昇は

これらのローンの支払利息を年間で約350百万円増加させる結果となります。この金額は、借入金

利については仮定をおいてその影響を考慮しておりますが、このような状況で起き得る経済活動全

体の低下の影響は考慮しておりません。  

  

契約債務 合計 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 その後

短期借入金 2,000 2,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 189,613 16,158 24,500 24,192 24,010 18,634 82,119

キャピタルリース 50,462 12,881 11,351 10,142 8,270 4,915 2,903

解約不能な 
オペレーティング 
リース

7,571 2,683 1,043 874 783 520 1,668

契約支払義務合計 249,646 33,722 36,894 35,208 33,063 24,069 86,690

将来における借入金及び
キャピタルリース債務への
利息支払(注)１

15,334 3,962 3,314 2,705 2,131 1,573 1,649



D 重要な会計上の見積り 

米国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠して財務諸表を作成する場合、貸借対照表の基

準日における資産・負債の金額、偶発債権債務の開示及び会計年度における収益・費用の金額に影響

を与える事項に関し、経営者が見積りや仮定を行う必要があります。特定の会計方針については、見

積日現在において未確定である事象について仮定を置くことが必要となり、それら見積りの変化は毎

期ごとに十分に起こり得るものであることから、重要な会計上の見積りであると考えております。当

社連結グループは、以下の重要な会計方針は、連結財務諸表作成に用いた、当社連結グループの重要

な判断や見積りを反映していると考えております。当社の重要な会計方針の全体の要約については、

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「２ 事業

の概要、財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約」をご参照ください。 

  

① 有形固定資産、無形固定資産及びのれんの減損の判定 

当社の有形固定資産、無形固定資産及びのれんの簿価合計額は、2005年12月31日及び2006年12月

31日現在においてそれぞれ総資産の85％、89％を占めております。当社はそれらの長期性資産の回

収可能性を、SFAS142号及び144号に従って、評価することが求められております。 

有形固定資産の帳簿価額には重要性があります。当社連結グループは、有形固定資産について、

事象や環境変化が生じ、帳簿価額が回収できないという兆候を示す場合には、何時でも減損の要否

を判定いたします。定期的な評価の結果、有形固定資産の帳簿価額が有形固定資産の使用及び処分

によって将来生み出されると期待される将来キャッシュ・フロー(割引前かつ金利負担を除く)の合

計を超過する場合には、帳簿価額がその有形固定資産の見積公正価値を超過する部分について、減

損損失を計上いたします。将来キャッシュ・フローの見積りは、本来的に未確定なものであり、最

終的な資産の価値に影響を与える将来及び現在の市況や事象に関する主観的な仮定に依存いたしま

す。 

のれんの帳簿価額にも重要性があります。当社連結グループは、SFAS142号により、毎年、未償

却のれんについて減損の判定を行うことが求められており、かかる判定は２つのステップからなり

ます。第１のステップは報告セグメントの分類と個々の報告セグメントの公正価値の算定でありま

す。次に個々の報告セグメントの公正価値を同報告セグメントの帳簿価額と比較いたします。報告

セグメントの帳簿価額がその公正価値を超過する場合は、減損判定の次のステップに進みます。２

つ目のステップとして、報告セグメントの公正価値を未計上の資産を含むそのセグメントの全ての

資産負債に按分することにより、報告セグメントののれんの想定公正価値を算出し、それと比較す

ることが求められます。このようにして求めた報告セグメントののれんの想定公正価値がその帳簿

価額を下回る場合、減損損失を計上いたします。当社連結グループは、会社内部における見通しと

の整合性を持つ、合理的かつ適切な仮定に基づく見積りを用いて将来の割引キャッシュ・フローを

作成し、それにより公正価値を算定しております。当社連結グループの仮定にはまた、各種のサー

ビス(ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービス)の市場加入率、営業マージン、

資本的支出といった、その他の要因も含まれております。将来キャッシュ・フローを見積るには、

多くの経営的判断が必要であり、それにはキャッシュ・フローの発生時期と金額及び割引率も含ま

れます。当社連結グループは2005年及び2006年の各連結会計年度において、減損損失を計上してお

りません。上述のように、評価には多く仮定が含まれております。また、当社連結グループの仮定

に基づく将来キャッシュ・フローの見積りは、市場状況分析が変化することによって改訂されるこ

とになりますので、当社連結グループが将来の年度において、重要な減損を認識する必要があると

判断した場合、当社連結グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 

  



② 買収会社の資産及び負債の時価 

当社は買収会社又は子会社の少数株主持分の取得価格を時価に応じて資産及び負債にそれぞれ配

分いたします。時価を決定する際には、帳簿価額に影響を及ぼす見積りや想定を要求されておりま

す。そのため当社では通常、第三者の専門評価機関に資産及び負債の算定を依頼しております。取

得資産及び負債の評価に使用される見積りは、将来のキャッシュ・フロー、市場状況、割引率等が

あります。当社では時価の算定に使用されている見積りが合理的と考えておりますが、本質的に不

確実さを伴います。 

  

③ 工事費用及び設置費用の資産化 

SFAS51号、「ケーブルテレビ会社の財務報告」に従い、当社では新しいケーブル放送設備及び伝

送路の工事や設置に伴う費用を資産化しております。資産化する工事費用及び設置費用には、材

料、労務費、その他該当する間接費を含めております。資産化する設置工事は、１）当社グループ

のケーブル会社から顧客への新規接続工事、２）引込線の張替、３）デジタルケーブルテレビ、電

話、高速インターネット接続といった追加サービスのための機器の設置を含んでおります。既に引

込済の顧客への再接続、接続の撤去工事、引込線の修繕や維持管理といった工事は費用としており

ます。工事及び設置活動を内製する場合、その内容及び金額によって資産化する内部費用を判断し

ております。 

  

④ 税金会計 

当連結会計年度に関する税金の支払額及び還付額の見積りとともに、財務諸表上の数値と税法上

の資産・負債及び繰越欠損金の活用によって期待される便益との差異に起因する将来的な税金への

影響を繰延税金資産及び繰延税金負債として見積もる必要がありますが、これはそれらの一時差異

が解消されると見込まれる年度において当社グループが事業を営んでいる地域に適用される実効税

率を使って算出しております。この過程には、当社経営陣によるそれらの項目の最終的な税金への

影響の時期と可能性に関する評価が必要とされております。繰延税金資産純額は、実現の可能性が

低いであろうと見込まれる場合には、評価性引当金によって減額されます。評価性引当金を積み立

てるには、予想される将来的な課税所得と税務計画の機会の可能性を含めて、将来的な事象につい

てその時期を見積もる必要があります。当社グループが事業を営んでいる地域における将来的な税

法の改正、当社グループが十分な課税所得を将来的に創出できない可能性、見込みと実績の差異及

び税務当局から受ける支払税額についての予測不可能な最終判断等の影響により、実際の税金額は

これらの見積りと異なる可能性もあります。これらの要素はいずれも、添付の連結財務諸表に報告

されている当社グループの短期及び長期の繰延税金に重要な影響を持っております。当社グループ

の短期及び長期の繰延税金において将来的に起こりうる事象の影響を評価するには、高度な判断が

必要となっております。追加情報として、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務

諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「９ 法人税等」に記載されております。 

  

E 最近の会計基準の公表 

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「２

事業の概要、 財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約 (s) 最近の会計基準の公表」をご参照くだ

さい。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において当社グループが実施した設備投資の総額は65,903百万円であります。 

当連結会計年度の設備投資は、幹線延伸工事、幹線部分の電話サービス対応アップグレード工事、伝送

装置であるヘッドエンド設備、電話事業にかかる交換機およびホストデジタルターミナル(注１)ならびに

加入者設備工事を中心に実施いたしました。 

幹線の延伸については、㈱ジェイコム北九州、㈱ジェイコム関東の東関東局、相模原・大和局などの各

エリアにおいて実施した工事のほか、当連結会計年度において新たに取得した連結子会社のエリアを含

め、9,889km延伸し、当連結会計年度末現在の総延長は連結対象運営会社合計で48,171kmとなりました。 

この結果、当社連結対象運営会社のケーブルテレビサービスに加入することが可能な世帯数（ホームパ

ス世帯数）は、回線敷設済みのエリアにおける新規住宅建設などによる自然増および買収による新たなエ

リアの拡大によるものを含め、2006年12月末現在で9,206千世帯（前連結会計年度末比1,910千世帯の増

加）となりました。同じく、高速インターネット接続サービスのホームパス世帯数は9,206千世帯（同

1,918千世帯増）、電話サービスでは9,166千世帯（同2,542千世帯増）となっております。 

また、ヘッドエンド設備に対する投資額は、3,895百万円となりました。 

加入工事、集合住宅導入工事では、17,821百万円の投資を実施いたしました。電話サービスにおいて

は、新たに㈱ジェイコムせたまち、㈱ケーブルテレビ神戸、さくらケーブルテレビ㈱、旧㈱ジェイコム群

馬(2006年12月に㈱ジェイコム関東と合併)のエリアなどでサービスを開始いたしましたが、電話加入者系

機器としては、VoIP方式(注２)に対応するEMTA(注３)を使用しております。これら両電話加入者系機器に

3,461百万円、その他電話設備に4,598百万円を投資いたしました。 

これらの他、リース資産として17,442百万円を投資いたしました。そのうち14,400百万円が加入者宅へ

設置するセット・トップ・ボックス等の機器、1,547百万円が電話加入者系機器・設備となっておりま

す。 

(注１)電話サービスの提供のために、各地域でケーブルテレビ事業を行う全ての運営会社に設置するネ

ットワーク集線装置。 

(注２)音声をIP化して伝送する方式（Voice over Internet Protocol）。 

(注３)ケーブルモデム一体型の電話用ターミナルアダプタ（Embedded Media Terminal Adaptor）。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

(2006年12月31日現在) 

 
(注) １ 主な賃借設備及び2006年１月１日から2006年12月31日までの支払賃借料 

本社事務所 支払賃料 392百万円 

ジェイコムメディアセンター 支払賃料 118百万円 

関東カスタマーセンター 支払賃料 88百万円 

２ ジェイコムメディアプラザは当社九州事務所の他、連結子会社である㈱ケーブルビジョン21及び持分法適用

関連会社である福岡ケーブルネットワーク㈱が入居(賃貸)しております。 

３ 表中の帳簿価額につきましては、米国会計基準にて調整された後の数値となっております。 

  

(2) 国内子会社 

(2006年12月31日現在) 

 
  

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地

(面積千㎡)
伝送システム
及び装置

補助設備
及び建物

合計

本社 
(東京都港区)

事務所設備・ 
その他

－
(－)

－ 1,585 1,585 368

ジェイコム 
メディアセンター 
(東京都練馬区)

その他設備
－
(－)

－ 348 348 －

ジェイコム 
メディアプラザ 
(福岡市中央区)

事務所設備
429
( 2)

－ 725 1,154 155

関東カスタマーセンター 
(さいたま市大宮区)

同上
－
(－)

－ 400 400 490

会社名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地

(面積千㎡)
伝送システム
及び装置

補助設備
及び建物

合計

㈱ジェイコム東京 
(東京都練馬区)

ケーブルテレビ 
放送設備等

－
(－)

37,322 795 38,117 491

㈱ジェイコム北九州 
(北九州市八幡東区)

同上
380
( 4)

12,311 774 13,465 226

㈱ジェイコムさいたま 
(さいたま市大宮区)

同上
－
(－)

20,898 274 21,172 294

㈱ジェイコム関西 
(大阪市天王寺区)

同上
100
( 1)

54,287 1,904 56,291 873

㈱ジェイコム湘南 
(神奈川県横須賀市)

同上
197
( 1)

23,449 820 24,466 266

㈱ジェイコム千葉 
(千葉県浦安市)

同上
40
( 0)

10,509 417 10,966 152

㈱ジェイコム関東 
(東京都港区)

同上
116
( 3)

52,315 1,880 54,311 615

㈱ジェイコム札幌 
(札幌市豊平区)

同上
361
( 5)

12,193 582 13,136 167

㈱ジェイコムせたまち 
(川崎市麻生区)

同上
－
(－)

10,590 372 10,962 216

ケーブルウエスト㈱ 
(大阪市中央区)

同上
－
(－)

9,964 746 10,710 266



３ 【設備の新設、除却等の計画】  

(1) 重要な設備の新設等 

(2006年12月31日現在) 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な決済条件は、当月末までに検収されているものを翌月末に支払うこととなっております。 

３ 上記会社は、米国会計基準上の当社の連結子会社であります。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名 所在地 設備の内容

投資予定額
(百万円) 資金

調達 
方法

着手年月
完了予定
年月

総額
既計
上額 
(注)２

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

デジタルセット
トップボックス

21,269 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区

㈱ジェイコム関東 東京都港区

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

他19社

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

加入工事 16,940 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

㈱ジェイコム関東 東京都港区

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

他19社

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区

ネットワーク新
規建設及びアッ
プグレード工事
(幹線設備)

7,985 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

㈱ジェイコム北九州 北九州市八幡東区

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

土浦ケーブルテレビ㈱ 茨城県土浦市

他19社

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区

集合住宅導入
工事

4,757 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

㈱ジェイコムせたまち 川崎市麻生区

㈱ジェイコム関東 東京都港区

他19社

㈱ジェイコムせたまち 川崎市麻生区

ヘッドエンド
設備(センター
設備)

3,786 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

ケーブルウエスト㈱ 大阪市中央区

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

他17社

アットネットホーム㈱ 東京都目黒区

電話設備 3,307 －
借入及
び増資
資金等

2007年１月 2007年12月

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

㈱ジェイコム関東 東京都港区

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

他14社



第４ 【提出会社の状況】  

１ 【株式等の状況】  

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】  

  

 
(注) 1 提出日現在の発行数には、2007年３月１日から提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含

まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

優先株式 5,000,000

計 20,000,000

種類
事業年度末現在 
（2006年12月31日）

提出日現在
（2007年３月27日現在）

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 6,382,611.74 6,395,010.74 ジャスダック証券取引所
権利内容に何ら限定のない
当社における標準的な株式

計 6,382,611.74 6,395,010.74 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

  2006年３月28日開催の株主総会決議によるもの 

  

 
（注）１ 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）が調整される場合には、当該

調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとします。ただし、新株予約

権を発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、

次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。  

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率  

この調整は当該時点で行使される新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により１株未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。また、当社が他社と新設合併若しくは吸収合併を行い新株予

約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式

数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的

な範囲で付与株式数を調整するものとします。  

  ２ ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職の地位を、解

任等の事由以外で喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日（以下、

「権利行使開始日」という。）から２年間に限り新株予約権を行使することができます。  

② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア）イ）に定める事由が生じた場合には、それぞれに定

める期間内に限り新株予約権を行使できます。  

ア）2024年３月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年４月１日よ

り新株予約権を行使できるものとします。  

イ）当社が消滅会社となる合併で存続会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない

合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転で完全親会社となる会社が本新株予約権

に係る義務を承継する旨の定めのない議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日か

ら15日間行使できるものとします。  

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。  

  

  

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 254 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２ 254 同左

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 新株予約権１個につき１円 同左

新株予約権の行使期間
自 2006年4月26日
至 2026年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  １円
資本組入額    １円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



2004年７月９日開催の臨時株主総会決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

  

※新株予約権行使の条件 

１ 新株予約権は、下記５の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

２ 割当対象者(但し、新株予約権の割当に際して取締役会が定める割当対象者名簿(以下、単に「割当対象者名

簿」という)に「非管理職」として記載されている割当対象者を除く)は、以下の区分に従って、割当を受け

た新株予約権の一部又は全部を行使することができます。なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権

のうち１個に満たない端数がある場合には、１個に切り上げた数とします。  

(ア)  2007年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の２について、行使することができ

ます。  

(イ) 2007年９月12日から2008年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３について、行

使することができます。  

(ウ) 2008年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行使

することができます。  

３ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者については、2012年８月23日までに、割当

を受けた新株予約権のすべてについて一部又は全部を行使することができます。 

４ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記２及び３の定めにかかわらず、下

記７記載の「新株予約権割当契約」の定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことがで

きるものとします。 

５ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記７記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

６ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 3,540 3,513

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
21,240

(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

21,078 
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき

480,000円
同左

新株予約権の行使期間
自 2004年９月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



７ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2004年６月24日及び同年７月９日開催の当社取締役会決議並びに同年７月９日開

催の当社株主総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによるものとします。 

８ 上記の定めにかかわらずアットネットホーム㈱の取締役、監査役及び従業員である割当対象者については、

2012年８月23日までに、割当を受けた新株予約権のすべてについて一部又は全部を行使することができま

す。 

  

2003年10月３日開催の臨時株主総会決議によるもの  

  

 
(注) １ 株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

※新株予約権行使の条件 

１ 新株予約権は、下記５の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

２ 割当対象者(但し、新株予約権の割当に際して取締役会が定める割当対象者名簿(以下単に「割当対象者名

簿」という)に「非管理職」として記載されている割当対象者を除く)は、以下の区分に従って、割当を受け

た新株予約権の一部又は全部を行使することができます。なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権

のうち１個に満たない端数がある場合には、１個に切り上げた数とします。  

(ア)  2007年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３について、行使することができ

ます。  

(イ) 2007年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行使

することができます。  

３ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者については、2012年８月23日まで、割当を

受けた新株予約権のすべてについて、一部又は全部を行使することができます。 

４ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記２及び３の定めにかかわらず、下

記７記載の「新株予約権割当契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことがで

きるものとします。 

５ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記７記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 5,828 5,168

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
34,968

(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

31,008 
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき

480,000円
同左

新株予約権の行使期間
自 2003年12月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



６ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

７ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2003年９月18日開催の当社取締役会決議及び2003年10月３日開催の当社臨時株主

総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるもの

とします。 

  

2002年７月８日開催の臨時株主総会決議によるもの  

  

 
(注) １  株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

  

※新株予約権行使の条件 

１ 新株予約権は、下記４の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

２ 割当対象者については、2012年８月23日までに、割当を受けた新株予約権のすべてについて、一部又は全部

を行使することができます。 

３ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記２の定めにかかわらず、下記6記

載の「新株予約権割当契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことができるも

のとします。 

４ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記６記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

５ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

６ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2002年６月18日開催の当社取締役会決議及び2002年７月８日開催の当社臨時株主

総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるもの

とします。 

  

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 4,237 4,159

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
25,422

(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

24,954 
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき

480,000円
同左

新株予約権の行使期間
自 2002年９月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



② 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)による改正前の商法(以下「旧商法」という)第

280条ノ19の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

  

2001年５月１日開催の臨時株主総会の特別決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株引受権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株引受権の目的となる株式の数を記載し

ております。 

２ 新株引受権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株引受権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

  

※新株引受権行使の条件 

１ 新株引受権の譲渡、質入れ及び一切の処分は認めないものとします。 

２ 被付与者は、2010年８月23日までに、付与株式数のすべてについて、一部又は全部を行使することができま

す。 

３ 上記２の定めにかかわらず、被付与者のうち、新株引受権付与時点において、当社又は当社のグループ事業

会社の役員若しくは従業員の地位を退任若しくは退職している認定支援者で当社が特に指定した者について

は、会社の新規株式公開の日から２年間に限り、付与された新株引受権の一部又は全部を行使することがで

きます。 

４ 新株引受権付与後、被付与者が、当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した

場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には上記2の定めに拘らず、下記６記載の「新株引

受権付与契約」に定めるところにより、新株引受権の行使につき別に取り扱うことができるものとします。

５ 新株引受権付与後、新株引受権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株予

約権の行使を認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件について

は、下記６記載の「新株引受権付与契約」に定めるところによるものとします。 

６ 上記の他、被付与者が当社又は当社のグループ事業会社の役員又は従業員の地位を喪失した場合の権利行使

可能な株式数及び権利行使可能な期間等、新株引受権の喪失事由その他の新株引受権の行使の条件及び細目

については、2001年４月27日開催の取締役会決議及び2001年５月１日開催の当社臨時株主総会決議に基づ

き、当社と当社取締役、従業員又は認定支援者との間で締結した「新株引受権付与契約」に定めるところに

よります。 

７ 新株引受権付与後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し被付与者に追加の実質的な経済的利益

を与えることなく、新株引受権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要と認める調整を行

い、また権利行使を制限し、未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

  

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株引受権の数 ― ―

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株引受権の目的となる株式の数(株)(注)１,２ 71,969 63,572

新株引受権の行使時の払込金額(注)２ 80,000円 同左

新株引受権の行使期間
自 2001年９月12日
至 2010年８月23日

同左

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株引受権の行使の条件 ※ 同左

新株引受権の譲渡に関する事項 譲渡することはできない。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―



2000年８月23日開催の臨時株主総会の特別決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株引受権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株引受権の目的となる株式の数を記載し

ております。 

２ 2000年８月23日開催の臨時株主総会の特別決議は、2000年９月19日の臨時株主総会の特別決議により、一部

変更されております。 

  

※新株引受権行使の条件 

１ 新株引受権の譲渡、質入れ及び一切の処分は認めないものとします。 

２  被付与者は、2010年８月23日までに、付与株式数のすべてについて、一部又は全部を行使することができま

す。 

３ 新株引受権付与後、被付与者が、当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した

場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には上記2の定めに拘らず、下記５記載の「新株引

受権付与契約」に定めるところにより、新株引受権の行使につき別に取り扱うことができるものとします。

４ 新株引受権付与後、新株引受権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株引

受権の行使を認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件について

は、下記５記載の「新株引受権付与契約」に定めるところによるものとします。 

５ 上記の他、被付与者が当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した場合の権利

行使可能な株式数及び権利行使可能な期間等、新株引受権の喪失事由その他の新株引受権の行使の条件及び

細目については、2000年８月23日開催の当社臨時株主総会決議及び同日開催の当社取締役会決議に基づき、

当社と当社取締役、従業員又は認定支援者との間で締結した「新株引受権付与契約」に定めるところにより

ます。 

６ 新株引受権付与後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し被付与者に追加の実質的な経済的利益

を与えることなく、新株引受権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要と認める調整を行

い、また権利行使を制限し、未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

区分
事業年度末現在
(2006年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2007年２月28日)

新株引受権の数 ― ―

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株引受権の目的となる株式の数(株)(注)１ 2,088 1,488

新株引受権の行使時の払込金額 92,000円 同左

新株引受権の行使期間
自 2000年９月11日
至 2010年８月23日

同左

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  92,000円
資本組入額 46,000円

同左

新株引受権の行使の条件 ※ 同左

新株引受権の譲渡に関する事項 譲渡することはできない。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

 

(5) 【所有者別状況】 

(2006年12月31日現在) 

 
（注）１ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式16株を含めております。 

  ２ 端株の状況に記載の0.74株は自己株式であります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

2003年５月16日(注)１ 750,250 4,684,535.74 16,130 63,133 16,130 17,768

2004年８月６日(注)２ 461,539 5,146,074.74 15,000 78,133 15,000 32,768

2005年３月22日(注)３ 1,091,500 6,237,574.74 32,472 110,605 50,482 83,250

2005年４月20日(注)４ 114,608 ― 3,410 ― 5,301 ―

2005年３月23日～ 
2005年12月31日(注)５

11,658 6,363,840.74 466 114,481 466 89,017

2006年５月２日(注)６ ― 6,363,840.74 ― 114,481 △60,396 28,621

2006年１月１日～ 
2006年12月31日(注)５

18,771 6,382,611.74 751 115,232 750 29,371

(注)１ 有償第三者割当(現物出資) 発行価格 43,000円

資本組入額 21,500円

(注)２ 有償第三者割当 発行価格 65,000円

資本組入額 32,500円

(注)３ 上場に伴う公募増資及び海外募集 発行価格 80,000円

発行価額 59,500円

引受価額 76,000円

資本組入額 29,750円

(注)４ グリーンシューオプション行使による増加 発行価格 76,000円

発行価額 59,500円

資本組入額 29,750円

(注)５ ストックオプション行使による増加  発行価格 80,000円

資本組入額 40,000円

(注)６ 2006年３月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本準備金60,396百万円を取り崩し、資

本の欠損の補填に充当するとともに、その他資本剰余金に振り替えております。

(注)７ 2007年１月１日から2007年２月28日までの間にストックオプション(新株予約権及び新株引受

権）の行使により、発行済み株式総数12,399株、資本金500百万円及び資本準備金499百万円が

増加しております。

 

区分

株式の状況

端株の
状況 
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 30 15 129 146 6 14,222 14,548 ―

所有株式数 
(株)

― 310,851 50,159 160,688 5,781,548 41 79,324 6,382,611 0.74

所有株式数 
の割合(％)

― 4.9 0.8 2.5 90.6 0.0 1.2 100.0 ―



(6) 【大株主の状況】 

(2006年12月31日現在) 

 
(注)１  2005年10月14日付で、アーチザン・パートナーズ・リミテッド・パートナーシップ

（Artisan Partners Limited Partnership）から、323,316株（当期末議決権比率5.07％）を所有している

旨の大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当期末現在の実質所有株式数を確

認できませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

 ２  日本マスタートラスト信託銀行㈱が所有する株式は、すべて信託業務にかかる株式であります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

住商／エルジーアイ ・スーパー・メディ
ア・エルエルシー

12300 LIBERTY BOULEVARD, ENGLEWOOD, 
CO 80112, U.S.A

3,987,238.00 62.47

ステート ストリート バンク アンド トラス
ト カンパニー 
(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行 
兜町証券決済業務室)

P.O.BOX  351  BOSTON  MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町6-7) 

421,269.00 6.60

ステート ストリート バンク  アンド トラ
スト カンパニー 505025 
(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行 
兜町証券決済業務室)

P.O.  BOX  351  BOSTON  MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町6-7)

159,588.00 2.50

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ 
エイ ロンドン エス エル オムニバス 
アカウント 
（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行 
兜町証券決済業務室）

WOOLGATE  HOUSE,  COLEMAN  STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町6-7) 

135,123.00 2.12

ノーザン トラスト カンパニー（エイブイ
エフシー）サブ アカウント アメリカン 
クライアント 
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カス
トディ業務部）

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 
E14 5NT UK 
（東京都中央区日本橋3丁目11-1) 

100,070.00 1.57

ゴールドマン・サックス・インターナショナ
ル 
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券
㈱）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, 
U.K 
(東京都港区六本木6丁目10-1 六本木
ヒルズ 森タワー)

98,433.00 1.54

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 
(注)２ 東京都港区浜松町2丁目11-3 94,136.00 1.47

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニ
ーレギュラーアカウント 
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券
㈱）

85 BROAD STREET NEW YORK, NY, USA
（東京都港区六本木6丁目10-1 六本木
ヒルズ 森タワー）

79,245.00 1.24

松下電器産業㈱ 大阪府門真市大字門真1006 78,694.00 1.23

三井物産㈱ 東京都千代田区大手町1-2-1 78,694.00 1.23

計 ― 5,232,490.00 81.98



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(2006年12月31日現在) 

 
(注）１ 「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には証券保管振替機構名義の株式が16株含まれておりま

す。  

２ 「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれており 

せん。  

  

② 【自己株式等】 

(2006年12月31日現在) 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 
(注）１・２

普通株式
6,382,611.00 6,382,595

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準的な株式

端株 
普通株式

0.74
― 同上

発行済株式総数 6,382,611.74 ― ―

総株主の議決権 ― 6,382,595 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。 

 当該制度は会社法236条、238条及び239条の規定、又は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権の発行、旧商法第280条ノ19第１項の規定により新株引受権の発行によるものであり

ます。 

① 2007年３月27日開催の株主総会決議によるもの 

会社法第236条、238条及び239条の規定に基づき、当社の取締役（専ら当社の業務執行に従事して

いる者に限る）に対し、中期的な会社業績や株価の向上を図ること等を目的とする中期インセンティ

ブとしての株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を割り当てるものであり、2007年３月

27日開催の当社株主総会において決議されたものであります。 

 
（注） 新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１株とする。  

なお、当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の

調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。 

  

決議年月日 2007年３月27日株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数

2,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する
新株予約権の上限とする。なお、（注）（以下に定義する）により付与株
式数が調整された場合は、調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総
数を乗じた数を上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行
使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を
１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる日の翌日から８年以内とする。

新株予約権の行使の条件 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―



② 2007年３月27日開催の株主総会決議によるもの 

会社法第236条、238条及び239条の規定に基づき、当社の取締役（専ら当社の業務執行に従事して

いる者に限る）及び監査役（非常勤を除く）に対し、長期的な会社業績や株価の向上を図ること等を

目的とする長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を割り当

てるものであり、2007年３月27日開催の当社株主総会において決議されたものであります。 

  

 
（注） 新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１株とする。 

なお、当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の

調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。 

  

③ 2006年３月28日開催の株主総会決議によるもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役（専ら当社の業務執行に従事し

ている者に限る）、監査役（非常勤を除く）及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職者であ

って取締役会で特に指定する者に対し、取締役及び監査役に対して新株引受権を付与することを、

2006年3月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

  

決議年月日 2007年３月27日株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役、当社監査役

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数

取締役につき500個、監査役につき50個を各事業年度に係る定時株主総
会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とする。な
お、（注）（以下に定義する）により付与株式数が調整された場合は、
調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数を上限とす
る。

新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金
額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内とする

新株予約権の行使の条件

原則として、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の
翌日から新株予約権を行使することができるものとする。その他の新株
予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締
役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

決議年月日 2006年３月28日株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役７名、当社監査役１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数  同上

新株予約権の行使時の払込金額  同上

新株予約権の行使期間  同上

新株予約権の行使の条件  同上

新株予約権の譲渡に関する事項  同上

代用払込みに関する事項  同上



④ 2004年７月９日開催の臨時株主総会決議によるもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、2004年６月24日及び同年７月９日開催の当社

取締役会決議並びに2004年７月９日開催の当社臨時株主総会の特別決議に基づく当社ストックオプシ

ョン制度に基づき、当社が当社の取締役及び従業員、当社の子会社、関連会社及び経営を支援してい

る会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を割り当てたものであります。 

  

 
  

⑤ 2003年10月３日開催の臨時株主総会決議によるもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、2003年９月18日開催の当社取締役会決議及び

2003年10月３日開催の当社臨時株主総会の特別決議に基づく当社ストックオプション制度に従って、

当社が当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業

員に対して新株予約権を割り当てたものであります。 

  

 
  

決議年月日 2004年７月９日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名、当社従業員248名、当社の子会社、関連会社及び経営
を支援している会社の取締役、監査役及び従業員305名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

決議年月日 2003年10月３日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名、当社監査役１名、当社従業員465名、当社の子会社及
び関連会社の取締役、監査役及び従業員134名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上



⑥ 2002年７月８日開催の臨時株主総会決議によるもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、2002年６月18日開催の当社取締役会決議及び

2002年７月８日開催の当社臨時株主総会の特別決議に基づく当社ストックオプション制度に従って、

当社が当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業

員に対して新株予約権を割り当てたものであります。 

  

 
  

⑦ 2001年５月１日開催の臨時株主総会決議によるもの 

当該制度は2001年４月27日開催の当社取締役会決議及び2001年５月１日開催の当社臨時株主総会の

特別決議に基づき、旧商法第280条ノ19第１項及び新事業創出促進法の規定により新株引受権を付与

したものであります。 

  

 
  

決議年月日 2002年７月８日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役１名、当社監査役２名、当社従業員499名、当社の子会社及
び関連会社の取締役、監査役及び従業員246名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

決議年月日 2001年５月１日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数

2001年５月１日開催の当社臨時株主総会の特別決議に基づく新株引受権
にかかる権利付与日において当社に在任又は在職する当社の取締役12
名、従業員461名及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に定める当社
認定支援者1,397名。但し、付与対象者のうち、2000年８月23日開催の
当社臨時株主総会の特別決議に基づき商法第280条ノ19及び新事業創出
促進法第11条ノ５第２項に定める新株引受権を付与された者について
は、当社の求めに従って、所定の期間内に当該新株引受権全てにつき放
棄を行ったことを条件とします。

新株引受権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株引受権の行使時の払込金額 同上

新株引受権の行使期間 同上

新株引受権の行使の条件 同上

新株引受権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上



⑧ 2000年８月23日開催の臨時株主総会決議によるもの 

当該制度は2000年８月23日開催の当社臨時株主総会の特別決議及び同日開催の当社取締役会決議並

びに2000年９月19日開催の当社臨時株主総会の特別決議及び同日開催の当社取締役会決議に基づき、

旧商法第280条ノ19第１項及び新事業創出促進法の規定により新株引受権を付与したものでありま

す。 

  

 
  

決議年月日 2000年８月23日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数

2000年８月23日開催の当社臨時株主総会終結時に在任又は在籍する当社
の取締役７名、従業員378名、2000年９月１日付けで新たに当社の取締
役として就任した者６名及び同日付で新たに当社の従業員として入社し
た者６名並びに新事業創出促進法第11条の５第２項に定める当社認定支
援者1,505名

新株引受権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株引受権の行使時の払込金額 同上

新株引受権の行使期間 同上

新株引受権の行使の条件 同上

新株引受権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

  

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法220条ノ６による取得 

 
  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
  

【株式の種類等】 旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 0.06 0

当期間における取得自己株式 ― ―

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 0.74 ― 0.74 ―



３【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元は経営の重要課題であるとの認識のもと、将来の成長・企業価値向上に

向けた事業展開が可能となる財務体質の維持・強化を図りつつ、長期的な視点から適切な利益還元策を検

討してまいります。 

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 

当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会

であります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

当社株式は、2005年３月23日にジャスダック証券取引所に上場されております。それ以前については、該当事

項はありません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月

最高(円) ─ ─ ─ 106,000 105,000

最低(円) ─ ─ ─ 79,100 71,100

月別 2006年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 82,800 88,600 93,700 97,000 97,800 105,000

最低(円) 77,000 78,300 84,500 87,200 90,000 92,700



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 
（年）

所有する当社
株式数(株）

取締役社長 
 

代表取締役
最高経営責任者 森 泉 知 行

1948年 
１月３日生

1970年４月 住友商事㈱入社

１ 168

1993年１月 米国住友商事会社 SCOA投資事業部

1995年１月 米国住友商事会社 Phoenixcor Inc.

会長

1996年10月 ジュピター・ショップチャンネル㈱

代表取締役

2000年２月 ㈱ジュピター・プログラミング（現

㈱ジュピターTV）代表取締役

ジュピターサテライト放送㈱ 

代表取締役

2000年４月 住友商事㈱理事

2003年１月 当社社長付

2003年３月 当社代表取締役社長(現在)

取締役副社長 
 

代表取締役
最高執行責任者 福 田 峰 夫

1951年 
11月４日生

1975年４月 ㈱日本リクルートセンター入社

１ 35

1991年６月 同社取締役

1999年６月 同社常務取締役

2001年６月 ㈱角川書店 常務取締役

2002年６月

2003年４月

2006年３月

2006年６月

同社代表取締役社長

㈱角川ホールディングス 

専務取締役

当社取締役副社長

当社代表取締役副社長(現在）

取締役 技術本部長 山 口 舜 三
1946年 
９月４日生

1970年４月 住友商事㈱入社

１ 48

1994年６月 同社メディア事業本部ケーブルテレ

ビ事業部長付

1997年11月 当社技術部長

1998年４月 当社ネットワーク技術部長

2000年12月 当社技術統轄部長

2004年10月

2005年６月

当社取締役（現在）

㈱ジェイコムテクノロジー 

代表取締役社長（現在）

2006年１月

2006年10月

当社技術本部長兼情報システム本部

長

当社技術本部長(現在）

取締役 商品戦略本部長 加 藤   徹
1964年 
２月12日生

1988年４月 住友商事㈱入社

１ 48

1995年４月 同社映像メディア事業部事業企画チ

ーム長

1997年３月 ㈱ジュピター・プログラミング（現

㈱ジュピターTV）経営企画室長

2000年４月 ソフトバンク・ブロードメディア㈱

執行役員経営企画本部長

2003年９月 当社事業開発部長

2004年４月 当社事業開発統轄部長兼事業開発部

長

2005年３月

2005年11月

2006年１月

当社取締役(現在)

当社商品戦略統轄部長兼商品企画開

発部長

当社商品戦略本部長(現在)

取締役
管理本部長 
兼 

人事本部長
伊 藤   聰

1947年 
７月８日生

1971年７月 住友商事㈱入社

１ 40

1997年７月 当社管理部長

2002年３月 ㈱ジェイコム関東 代表取締役社長

（現在）

2003年11月 当社管理・人事統轄部長

2005年３月 当社企画・管理担当役員補佐兼文書

法務部長

調布ケーブルテレビジョン㈱ 代表

取締役社長

2006年１月 当社管理本部長兼人事本部長（現

在）

2007年３月 当社取締役(現在)



 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 

（年）
所有する当社
株式数(株） 

取締役 松 本 正 幸
1947年 
１月12日生

1969年４月 松下電器産業㈱入社

１ ―

1995年４月 同社ビデオ事業本部商品技術部長

2000年10月 同社AVC社ビデオ事業部事業部長

2001年１月 大阪セントラルケーブルネットワ

ーク㈱顧問

2002年４月 同社代表取締役社長

2004年12月 ケーブルウエスト㈱代表取締役社

長（現在）

2007年３月 当社取締役（現在）

取締役 吉 井 伸 吾
1947年 
８月23日生

1971年４月 住友商事㈱入社

１ ―

1995年８月 同社名古屋支社機電部長

2000年４月 同社理事 メディア事業本部副本

部長 情報産業業務部長兼 

情報通信第一事業部長

2002年４月 同社理事 メディア事業本部長

2003年３月 当社取締役(現在)

2003年４月 住友商事㈱執行役員 メディア事

業本部長 ケーブルテレビ事業部

長

2003年10月 同社執行役員 メディア事業本部

長

2005年４月 同社常務執行役員・情報産業事業

部門長

2005年６月

2006年４月

同社代表取締役 常務執行役員 

情報産業事業部門長

同社代表取締役 常務執行役員 

情報産業事業部門長兼メディア事

業本部長（現在）

取締役 大 澤 善 雄
1952年 
１月22日生

1975年４月 住友商事㈱入社

１ ―

1999年９月 同社エレクトロニクス本部電子材

部長

2001年４月 同社ネットワーク事業本部ネット

ワークシステム部長

2002年５月 同社ネットワーク事業本部長補佐

兼ネットワークシステム部長

2003年４月

2005年４月

同社理事 ネットワーク事業本部長

同社執行役員 ネットワーク事業本

部長（現在）

2007年３月 当社取締役(現在)

取締役 森 元 晴 一
1957年 
１月４日生

1981年４月 住友商事㈱入社

１ ―

1998年10月 同社メディア事業本部情報通信第

一事業部長付 住商テレメイト㈱

2001年４月 同社ネットワーク事業本部ネット

ワークシステム部長付  エスシ

ー・コムテクス㈱

2003年４月 同社メディア事業本部ケーブルテ

レビ事業部次長

2003年10月 同社メディア事業本部ケーブルテ

レビ事業部長

2005年３月 当社取締役(現在)

2006年４月 住友商事㈱メディア事業本部長補

佐（現在）



 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 

（年）
所有する当社
株式数(株)

取締役
ミランダ・ 
カーチス

1955年 
11月26日生

1992年５月 Tele-Communications  

International, Inc.入社

１ ―

1995年１月 当社取締役(現在)

1996年９月 Tele-Communications 

International,  Inc.  Executive 

Vice President

1999年２月 Liberty Media International,  

Inc. President

2004年６月 同社 Senior Vice President and  

President Asia Region

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

President, Liberty Global Japan

(現在)

取締役
グラハム・ 
ホリス

1952年 
１月９日生

1994年７月 Tele-Communications  

International, Inc.入社

１ ―

1995年５月 同社  Executive  Vice  President 

and Chief Financial Officer

1998年３月 当社監査役

2000年９月 当社取締役(現在)

2004年６月 Liberty Media International,  

Inc. Senior Vice President and  

Treasurer

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Executive  Vice  President  and 

Chief Operating Officer, Liberty 

Global Japan(現在)

取締役 西 村 泰 重
1935年 
10月25日生

1959年４月 住友商事㈱入社

１ ―

1995年１月 当社代表取締役社長

1998年３月 当社顧問

1998年11月 Liberty Media Corporaiton. 

在日顧問

2000年９月 当社取締役(現在)

2004年２月 ㈱メディアッティ・コミュニケーシ

ョンズ代表取締役(現在)

2004年６月 Liberty Media International,  

Inc.在日顧問

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Executive Advisor, Japan, 

Liberty Global Japan(現在)

取締役
マーク・ 
ルーイス

1953年 
４月22日生

1988年９月 United Artists Entertainment 

Programming (現Telewest plc)入社

１ ―

2000年４月 Telewest plc Chief Executive 

Officer, Content Division

2002年４月 同社 Chief Operating Officer 

Cable Division

2002年８月 同社Finance Director

2005年８月 ㈱ジュピター・プログラミング（現

㈱ジュピターTV）代表取締役副社長

（現在）

2007年３月 当社取締役（現在）



 
(注)１ 吉井 伸吾氏、大澤 善雄氏、森元 晴一氏、マーク・ルーイス氏は、会社法第２条第15号に定める社外取

締役であります。 

２ 監査役 林 正俊氏、マイケル・エリクソン氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 

（年）

所有する当社 

株式数(株)

常勤 
監査役

青 木 二 仁
1947年 
３月13日生

1970年５月 住友商事㈱入社

４ ―

1998年12月 同社ケーブルテレビ事業部長

1999年３月 当社取締役

1999年４月 住友商事㈱ケーブルテレビ・衛星事

業部長

2001年４月 同社理事 メディア事業本部副本部

長 ケーブルテレビ・衛星事業部長

2002年４月 同社理事 情報産業事業部門長付

2005年３月 当社監査役(現在)

監査役 林   正 俊
1956年 
１月20日生

1978年４月 住友商事㈱入社

４ ―

1996年７月 同社メディア事業本部長付

2000年５月 同社情報産業業務部長付

2001年４月 同社情報産業総括部長付

2002年４月 同社メディア事業本部映像メディア

事業部長

2003年３月 同社情報産業総括部長

当社監査役(現在)

2005年４月 住友商事㈱理事 情報産業総括部長

(現在)

監査役
ジョン・ 
サンドバル

1969年 
９月27日生

1992年９月 KPMG LLP入所

４ ―

1997年６月 同所Senior Manager

2001年１月 Liberty Media International,  

Inc.入社 

当社財務会計部長

2004年７月 Liberty Media International,  

Inc. Vice President

2004年９月 当社監査役(現在)

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Vice President, Finance, Liberty 

Global Japan(現在)

監査役
マイケル・ 
エリクソン

1966年 
４月９日生

1988年９月 KPMG LLP入所

４ ―

1995年９月 CareerTrack,Inc.Director of 

Accounting and Finance

1996年９月 Liberty Media International, 

Inc. Director of Finance

1997年12月 同社Vice President and 

Controller 

2001年４月 Liberty Media Corporation Vice 

President,Investor Relations

2005年８月 Liberty Global, Inc.  

Senior Vice President 

Operations and Development 

Liberty Global Japan(現在）

2006年３月 当社監査役(現在)
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方 

 当社は、経営の効率性の向上と健全性の維持及びこれらを達成するための経営の透明性の確保がコー

ポレートガバナンスの基本であると考えております。そして当社に最も相応しい経営体制の構築を目指

し、「株主、顧客、従業員、社会に対する中長期的な企業価値の最大化」を図るべく、コーポレートガ

バナンスを強化しております。 

(2)コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 

(取締役・監査役制度を軸とした経営の意思決定と監督機能) 

①取締役会の状況 

 取締役会は社外取締役４名を含む取締役13名（本報告書提出日現在）で構成され、会社の経営方針、

経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社

及び子会社の業務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を就任後１年としており、事業環

境の変化に迅速に対応できる経営体制を図っております。 

②監査体制の状況 

 監査役会は、社外監査役２名を含む４名（本報告書提出日現在）で構成され、１名が常勤でありま

す。各監査役は、監査役会が作成した監査計画にしたがって、業務活動の全般にわたり、方針、計画、

手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等の遵守状況等につき、取締役会その他重要な会議への出席、

重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じた監査を行い、これらを監査役会に報告しております。さら

に、会計監査人から随時監査に関する報告及び説明を受け、かつ計算書類及び付属明細書についても検

討を加えております。 

③その他 

 当社及び連結子会社並びに運営会社である持分法適用関連会社１社（以上を当「第４ 提出会社の状

況 ６ コーポレート・ガバナンスの状況」では「グループ各社」とする）の業績管理を含む経営上の

重要事項につき討議し、臨時取締役会開催の進言を含め、社長以下、取締役の業務の適切な遂行への助

言を行うことを目的に、常勤取締役と本部長をメンバーとした経営会議を設置し、迅速かつ適切な意思

決定に資する体制となっております。 

  

 (内部管理体制の整備・運用状況) 

①内部監査の組織・体制 

 内部監査組織としては、社長直属の検査部を設置し、グループ各社の内部監査に当たっております。

検査部では約10名の陣容にて、監査計画に基づき全ての社内組織及びグループ各社の監査を少なくとも

２年に１回実施しております。また監査の結果について、社長に監査報告書を提出するとともに、被監

査部門における監査指摘事項の改善状況を原則として３ヶ月ごとにトレースしております。 

 検査部と監査役は独立した関係にありますが、監査の結果については監査役監査に資するよう常勤監

査役に報告する等、緊密な連絡を図っております。 



②インターナルコントロール委員会     

 当社は米国ナスダック市場の上場会社であるLGIの連結子会社として、2006年度より米国企業改革法

（サーベンス・オックスレー法）の対応を求められることとなったため、2005年５月に管理担当副社長

を委員長（本報告書提出日現在は社長直轄の組織となり、委員長は財務・経理本部長）とするインター

ナルコントロール委員会と委員会の下で具体的な企画・実行を担うインターナルコントロールプロジェ

クト室を設置し、サーベンス・オックスレー法対応を中心とした内部統制体制強化・推進の取り組みを

行っております。 

③コンプライアンス体制の整備 

 当社では、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に、管理本部長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会を設置しております。2005年８月には、コンプライアンス・マニュアルを全面改訂

し、グループ各社の正社員及び契約社員に配布し、管理職研修等の際にコンプライアンス研修を行って

おります。 

 また、コンプライアンスの観点から問題が生じた場合で、何らかの事情で通常での職制ラインでの処

理・報告が困難であるときに備えて、問題に気づいた者が直接コンプライアンス委員会あるいは外部の

弁護士に情報連絡できる制度である「スピークアップ制度」を2005年５月からグループ各社で順次導入

しております。 

④情報管理及びリスク管理体制の整備 

 当社では、定期的に、管理本部長を委員長とする情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュリテ

ィの強化施策を推進し、全システムのセキュリティ・ホール（注）対策を講じております。また、個人

情報保護の取り組みとしては、2005年４月施行の個人情報保護法遵守の観点から、ほぼ全てのグループ

各社にて財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク認定取得を完了しております。

リスク管理体制としては、放送・通信サービスの安定した供給を目的とし、障害発生時には迅速に対応

できるよう、グループ各社のネットワーク状況を24時間監視する体制を構築しております。 

（注）セキュリティ・ホール：ソフトウェア、ネットワークの設計上の問題点、脆弱性。セキュリティホールを放置

しておくと、悪意のあるユーザによって不正にコンピュータを操作され、当社情報資産を脅かされてしまう危

険性がある為、 定期的な確認・修復作業が必要になる。 

(3)役員報酬の内容 

 2006年度に支払った役員報酬は、取締役のうち８名に対し、487百万円(全ての社外取締役を含む残り

の取締役に対する支払いはない)、監査役２名に対し31百万円の総額518百万円(全ての社外監査役を含

む残りの監査役に対する支払いはない)であります。また、この他に株式報酬型新株予約権として、新

株予約権278個を取締役７名、26個を監査役１名に付与しております。 

(4)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

当社の社外取締役のうち１名はその他の関係会社の代表取締役であります。関係会社との取引につい

ては、「第５ 経理の状況 連結財務諸表注記 ６ 関係会社取引」をご参照ください。その他の社外

取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありませ

ん。 



(5)監査報酬の内容 

 2006年度において当社及び当社の子会社が、会計監査人であるあずさ監査法人に対して支払った報酬

は次のとおりであります。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 411百万円 

上記以外の報酬                     －百万円 

 なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、河合利治と岩出博男であり、あずさ監査法人に

所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補４名、その他11名

であります。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(１) 当社の前連結会計期間（2005年１月１日から2005年12月31日まで）の連結財務諸表は、改正前の

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財

務諸表規則」という)第87条の規定により、当連結会計期間(2006年１月１日から2006年12月31日ま

で)は、改正後連結財務諸表規則第93条の規定により、米国において一般に公正妥当と認められてい

る会計基準による用語、様式及び作成方法に基づいて作成しております。 

 なお、連結財務諸表等の金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。 

  

(２) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。 

前事業年度(2005年１月１日から2005年12月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度(2006年１月１日から2006年12月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。 

 ただし、前事業年度(2005年１月１日から2005年12月31日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号）

附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表等の金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(2005年１月１日から2005年12

月31日まで)及び当連結会計年度(2006年１月１日から2006年12月31日まで)の連結財務諸表ならびに前事

業年度(2005年１月１日から2005年12月31日まで)及び当事業年度(2006年１月１日から2006年12月31日ま

で)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

 (1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(2005年12月31日)

当連結会計年度 
(2006年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

流動資産：

 現金及び現金同等物 35,283 20,486

 売掛金 10,754 14,245

 貸倒引当金 △285 △378

 繰延税金資産（短期） ※９ 10,285 11,877

 前払費用及びその他の流動資産 3,169 4,669

   流動資産合計 59,206 11.5 50,899 8.1

投資：

 関連会社への投資 ※４,６ 5,155 2,469

 その他有価証券－取得原価 2,890 801

   投資合計 8,045 1.6 3,270 0.5

有形固定資産－取得原価： ※６,８

 土地 1,796 2,845

 伝送システム及び設備 395,738 480,363

 補助設備及び建物 28,246 32,554

425,780 515,762

 控除：減価償却累計額 △144,080 △180,594

   有形固定資産合計 281,700 54.5 335,168 53.6

その他資産：

 のれん－純額 ※３,５ 150,030 202,267

 顧客関連資産－純額 ※５ 6,393 21,181

 繰延税金資産（長期） ※９ 3,515 5,629

 その他 ※５ 7,568 7,534

   その他資産合計 167,506 32.4 236,611 37.8

   資産合計 516,457 100.0 625,948 100.0



 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

前連結会計年度
(2005年12月31日)

当連結会計年度 
(2006年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

流動負債：

 短期借入金 2,000 2,000

 長期借入金－1年以内返済予定分 ※７,13 11,508 16,158

 キャピタルリース債務－1年以内支払予定分：
※６,
８,13

  関係会社債務 9,253 10,893

  その他 1,299 1,988

 買掛金 19,855 26,166

 未払法人税等 ※９ 2,532 3,411

 繰延収益-１年以内実現予定分 ※２ 3,580 4,862

 未払費用及びその他負債 4,124 5,424

   流動負債合計 54,151 10.5 70,902 11.3

長期借入金 ※７,13

 －1年以内返済予定分控除後： 133,096 173,455

キャピタルリース債務 
  －1年以内支払予定分控除後：

※６,
８,13

 関係会社債務 25,292 30,595

 その他 2,679 6,986

繰延収益 ※２ 44,346 55,044

連結子会社優先償還株式 ※11 500 500

その他負債 ※９,10 1,658 7,120

   負債合計 261,722 50.7 344,602 55.0

少数株主持分 3,290 0.6 4,050 0.7

契約及び偶発債務 ※15

資本： ※12

 資本金－無額面普通株式 114,481 22.2 115,232 18.4

   (授権株式数) (15,000,000) (15,000,000)

   (発行済株式数) (6,363,840.74) (6,382,611.74)

 資本剰余金 195,219 37.8 196,335 31.4

 利益剰余金 △58,353 △11.3 △34,071 △5.5

 その他包括利益(損失)累計額 ※13 98 0.0 △200 △0.0

 自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0

   資本合計 251,445 48.7 277,296 44.3

   負債、少数株主持分及び資本合計 516,457 100.0 625,948 100.0



② 【連結損益計算書】 

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

前連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当連結会計年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

営業収益： ※６

 利用料収入 163,378 196,515

 その他 19,766 25,400

   営業収益合計 183,144 100.0 221,915 100.0

営業費用：

 番組・その他営業費用 ※２、
６、12

△76,767 △92,297

 販売費及び一般管理費
※２、
６、12 △38,564 △43,992

 減価償却費 △43,338 △54,044

   営業費用合計 △158,669 △86.6 △190,333 △85.8

  営業利益 24,475 13.4 31,582 14.2

その他の収益(費用)：

 支払利息－純額：

  関係会社に対するもの ※６ △988 △1,109

  その他 △6,715 △2,413

 その他の収益－純額 322 253

  税金等控除前利益 17,094 9.3 28,313 12.8

持分法投資利益(株式報酬費用2005年度６百
万円、2006年度２百万円を含む)

※２、
４、12

651 371

少数株主利益 △997 △1,181

  税引前当期純利益 16,748 9.1 27,503 12.4

法人税等 ※９ 3,071 △3,022

  会計原則変更による累積的影響前利益 19,819 10.8 24,481 11.0

会計原則変更による累積的影響額 ※２ △486 ―

  当期純利益 19,333 10.6 24,481 11.0

１株当たり会計原則変更による累積的影響前
利益

3,258.96円 3,844.83円

希薄化後１株当たり会計原則変更による累積
的影響前利益

3,248.57円 3,838.33円

１株当たり会計原則変更による累積的影響額 △80.02円 ―円

希薄化後１株当たり会計原則変更による累積
的影響額

△79.76円 ―円

１株当たり当期純利益 3,178.95円 3,844.83円

希薄化後１株当たり当期純利益 3,168.81円 3,838.33円

加重平均発行済普通株式数

  －基本的 6,081,511株 6,367,220株

  －希薄化後 6,100,971株 6,378,001株



③ 【連結資本勘定計算書】 
  

 
  

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

前連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当連結会計年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 資本金

 1 期首残高 78,133 114,481

 2 株式公開による新株発行 
   (１株59,500円、1,206,108株)

35,882 ―

 3 新株予約権の行使による普通株式の発行 
     (１株80,000円、当期18,771株、前期11,658株)

466 751

 4 期末残高 114,481 115,232

Ⅱ 資本剰余金

 1 期首残高 137,931 195,219

 2 株式公開による新株発行 
     (１株59,500円、1,206,108株)

54,606 ―

 3 新株予約権の行使による普通株式発行 
   (１株80,000円、当期18,771株、前期11,658株)

466 782

 4 株式報酬費用  ※２,12 2,216 334

 5 期末残高 195,219 196,335

Ⅲ 利益剰余金

 1 期首残高 △77,686 △58,353

 2 当期純利益 19,333 24,481

 3 新規連結に伴う剰余金減少高 ― △199

 4 期末残高 △58,353 △34,071

Ⅳ その他包括利益(損失)累計額

 1 期首残高 △8 98

 2 その他包括利益(損失)： 
  キャッシュ・フローヘッジ未実現利益又は損失（△）

※13 106 △298

 3 期末残高 98 △200

Ⅴ 自己株式

 1 期首残高 ― △0

 2 期中増減額 △0 △0

 3 期末残高 △0 △0

   資本合計 251,445 277,296

  包括利益(損失)

 1 当期純利益 19,333 24,481

 2 その他包括利益(損失) 106 △298

 3 当期包括利益 19,439 24,183



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

  

前連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当連結会計年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1 当期純利益 19,333 24,481

 2 当期純利益を営業活動による現金の増加(純額）に
   調整するための修正

    減価償却費 43,338 54,044

    持分法投資利益 △651 △371

    少数株主利益 997 1,181

    株式報酬費用 2,210 332

    繰延税額 △5,257 △1,328

    会計原則変更による累積的影響額 486 ―

    資産・負債の増減(企業結合を除く)：

     売掛金の増加（△）又は減少 △974 436

     前払費用の増加 △1,499 △674

     その他資産の減少 2,810 1,102

     買掛金の増加 4,955 864

     未払費用及びその他負債の増加又は減少(△) △335 2,611

     退職給付引当金の減少 △2,676 △110

     繰延収益の減少 △1,974 △2,565

計 60,763 80,003

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 1 資本的支出 △38,405 △48,460

 2 新規子会社の取得―取得した現金との純額 ※３、14 △12,049 △56,137

 3 関連会社に対する出資及び貸付の減少 ※４ 140 ―

 4 子会社株式追加取得による支出 ※３ △4,905 △17,587

 5 その他投資活動 △2,011 583

計 △57,230 △121,601

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 1 株式の発行による収入 91,420 1,533

 2 短期借入金の増加－純額 1,750 93

 3 長期借入金の増加 ※７ 126,904 106,789

 4 長期借入金の元本支払 ※７ △187,542 △66,975

 5 キャピタルリース債務の元本支払 ※８ △11,970 △13,455

 6 その他財務活動 768 △1,184

計 21,330 26,801

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減―純額 24,863 △14,797

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 10,420 35,283

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 35,283 20,486



連結財務諸表注記 

  

１ 会計処理の原則及び手続き並びに連結財務諸表の表示方法 

この連結財務諸表は、米国における会計処理の原則及び手続き並びに用語、様式及び作成方法(会計調

査公報、会計原則審議会意見書(Opinions of the Accounting Principles Board、以下「APB」)、財務会

計 審 議 会 (Financial Accounting Standards Board、以 下「FASB」) 意 見 書 及 び 財 務 会 計 基 準 書

(Statement of Financial Accounting Standards、以下「SFAS」)等)及び会計慣行に従っております。 

当社は、1934年米国証券取引所法施行規則12g3-2(b)に基づく申請を米国証券取引委員会に対して行っ

ており、毎期継続して、米国会計基準に準拠した連結財務諸表及びその他の開示書類を米国証券取引委員

会に提出することとしております。 

当社が採用する会計処理の原則及び手続き並びに連結財務諸表の表示方法のうち、我が国における会計

処理の原則及び手続き並びに表示方法と異なるもので、主要なものは以下のとおりであります。 

(１) リース 

リース取引に関して、SFAS13号「リースの会計処理」に準拠した会計処理を行っております。 

(２) 企業結合 

SFAS142号「のれん及びその他の無形資産」に基づき、のれん及び耐用年数が確定できない無形固定

資産は償却をせず、年一回及び減損の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を行っておりま

す。 

(３) 退職給付債務 

未払退職費用及び年金費用についてはSFAS87号「年金に関する事業主の会計」に基づき、保険数理計

算に基づく未払退職費用及び年金費用を計上しております。またSFAS158号「従業員定額給付年金及び

その他の退職金の会計」に基づき年金の積み立て不足もしくは積み立て過剰額を期末において算定し、

貸借対照表に反映させております。 

  

２ 事業の概要、財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約 

事業及び組織体制 

株式会社ジュピターテレコム及び子会社は、日本全国にケーブル情報通信システムを保有及び運営

し、ケーブルテレビサービス、電話サービス、高速インターネット接続サービス(総合的ブロードバン

ドサービス)を提供しております。日本における情報通信産業は総務省により高度に規制を受けており

ます。一般的に、総務省より許可された当社の子会社のケーブル情報通信システム事業の権利は、当該

地域において独占的なものではありません。 

2005年２月18日、当社が株式公開を発表したことをうけ、Liberty Media International Inc.(以下

LMI)が当社の親会社であるSuper Mediaの100％議決権を取得する旨、LMI、住友商事間の協定で締結し

たため、当社はLMIの連結子会社となりました。同年６月16日にLiberty Global Inc.（以下LGI）がLMI

を子会社化し、米国NASDAQ証券市場に株式を上場いたしました。その結果、LGIは当社の親会社となり

ました。なお以下の記載中のLGIは前身のLMIを指す場合もあります。 

2005年３月23日、当社は株式公開により82,043百万円(純額)を調達いたしました。さらに2005年４月

20日にはオーバーアロットメントによる売り出しに伴い、8,445百万円(純額)を調達いたしました。当

社は３月に調達した資金により、シンジケートローンによる借入金、500億円全額の返済を行っており

ます。 

  



財務諸表の作成基準 

当社は日本の会計基準に準拠して会計記帳を行っております。添付連結財務諸表は米国において一般

に認められている会計基準(米国会計基準)に準拠して作成し、又そのために必要な修正を行っておりま

す。主な修正は連結の範囲、企業結合会計、税効果会計、のれん及び無形資産に係る会計、リース会

計、株式報酬制度に係る会計、繰延収益に係る会計、資産除却債務に係る会計、金融派生商品に係る会

計、特定の収益の認識基準、退職給付、減価償却及び償却、特定の費用の未払計上等となっておりま

す。 

  

重要な会計方針の概要 

(a) 連結の方針 

添付連結財務諸表は、当社及び当社が過半数の議決権を有する主として運営会社からなる全ての

子会社を含んでおります。全ての重要な連結会社間取引残高及び取引高は連結上相殺消去しており

ます。債務超過にある連結子会社については、当社は持分比率にかかわらず当該子会社の累積損失

の全額を計上しております。 

  

(b) 現金及び現金同等物 

現金及び現金同等物には、取得日から３か月以内に満期の到来する流動性の高い短期投資を含ん

でおります。 

  

(c) 貸倒引当金 

貸倒引当金は売掛金のうち将来当社が回収できないと思われる金額を見積もったものであり、算

定は過去の貸倒実績に基づき、さらに個別の回収不能見積額を含めて計上しております。 

  

(d) 投資 

当社が議決権の20％から50％を所有しており、かつ経営及び財務方針に関して重要な影響力を行

使しうる関連会社への投資については、持分法を適用しております。持分法においては、当初取得

原価で計上された投資持分について、当該関連会社の損益のうち当社持分相当分を認識するために

修正を行います。これらの関連会社から生じた全ての重要な内部利益については、当社の持分に応

じて当社もしくは被投資会社の帳簿上に関連する資産が残っている取引において相殺消去しており

ます。 

その他有価証券は、当社持分が20％未満であり、また当社が経営及び財務方針に対して重要な影

響力を有していない会社の市場性の無い株式を表しております。 

関係会社株式及び市場性の無い株式について、一時的でない価値の下落に対して減損の要否の評

価を行っております。評価を行うにあたっては、当社は利用可能な様々な情報を用いております

が、それにはキャッシュ・フロー見積、外部者による評価、業界標準、また該当ある場合には株価

分析も含まれます。価値の下落が一時的でないと判断された場合には損失として当期損益に計上

し、当該投資の新たな取得原価を決定いたします。 

  

(e) 有形固定資産 

有形固定資産は工事資材を含め取得原価で計上いたしますが、当該取得原価にはケーブルテレビ

の放送局及び伝送システムの工事に係る全ての直接費と特定の間接費及び新規加入者の設備コスト

を含んでおります。減価償却については、伝送システム及び設備については10年から15年、建物に

ついては15年から40年、補助設備については５年から15年の見積経済耐用年数に亘って定額法で計

算しております。キャピタルリースで取得した設備については、最低リース料の現在価値で計上し

ております。キャピタルリースにて取得した設備は、リース契約期間又は資産の見積経済耐用年数

のいずれか短い方の期間により、２年から21年に亘って定額法で償却しております。 



当社はSFAS51号「ケーブルテレビ会社の財務報告」（以下SFAS51号）に従って新しいケーブル放

送設備や分配線設備の工事費用及びケーブルサービスの設置費用を資産化しております。資産化さ

れる工事費用及び設置費用には材料費、労務費及び関連する間接費が含まれます。資産化される設

置費用には顧客宅に当社のケーブルシステムをつなぐ初期の接続にかかる費用、引込線の交換にか

かる費用、デジタル、電話、インターネット等のサービスの追加により発生する費用が含まれま

す。一方、すでに引込線が存在する顧客宅に対する再接続にかかる工事費用、サービスの停止や引

込線の修理や維持に係る費用については発生した期に費用計上されます。 

補助設備には、社内利用のためのソフトウェア開発費を資産計上したものを含んでおりますが、

この開発費には外部からの資材、サービス及び従業員のソフトウェアプロジェクトに費消した人件

費も含んでおります。これらの費用は当該資産が実質的に使用可能になった時点から５年を超えな

い期間に亘って償却しております。プロジェクト発足前に発生したコストは、メンテナンス費、研

修費と同様に発生した期に費用計上しております。 

通常の修理費については発生時に費用処理しております。大規模な取替ないし改良については資

産計上しております。有形固定資産を廃棄ないし除却した場合は、取得原価と減価償却累計額を消

去し、差異は減価償却費として処理しております。そうした廃棄ないし除却によって生じた減価償

却費は2005年、2006年度において、各々546百万円、2,368百万円でありました。 

2005年３月にFASBはFASB解釈指針47号「条件付資産除却債務の会計―SFAS143号の解釈指針」(以

下「FIN47号」)を公表いたしました。FIN47号ではSFAS143号に規定している「条件付資産除却債

務」とは、清算の時期や方法が企業の管理化にあるとは限らない将来における資産除却活動に対す

る法的債務であるとしております。言い換えれば、清算の時期や方法が不確かであっても、資産除

却活動自体は無条件で発生するということになります。したがって、負債の現在価値を合理的に見

積もれる場合には、条件付資産除却債務の公正価値で負債を認識しなければなりません。当社にお

いては条件付法的債務を賃借建物等に対する原状回復義務及びケーブル設備等を除却する際の産廃

費用と定めました。当社は貸借対照表のその他負債に資産除却債務を2005年、2006年度においてそ

れぞれ1,422百万円、1,690百万円認識しております。 

  

(f) のれん 

のれんは、運営会社等の買収額とその持分純資産の公正価値との差額であります。当社はのれん

の二段階の減損テストを少なくとも年一回、減損の兆候が窺える場合にはそれ以上の頻度で、実施

しております。第一段階では、減損テストの報告単位を特定し、報告単位ごとの公正価値を測定し

ております。次に報告単位の公正価値と各報告単位に配賦されたのれんを含めた帳簿価額を比較い

たします。報告単位の帳簿価額が公正価値を上回っていた場合、第二段階が実施され、ここではの

れんの公正価値とその帳簿価額を比較いたします。のれんの公正価額が帳簿価額を下回った場合に

は、減損損失を認識いたします。当社は、毎期10月１日を減損テスト日としております。当社は報

告単位を報告可能セグメントと同一に特定しております。2005年、2006年度において、当社はのれ

んの減損による損失は計上しておりません。 

  

(g) 長期性資産 

のれんを除く長期性資産については、資産の帳簿価額が回収不能となるような事象や環境変化の

兆候が生じた場合には何時でも減損の要否を検討いたします。保有かつ使用される資産の回収可能

性は、帳簿価額とその資産から生み出される将来キャッシュフロー(割引前かつ金利負担除く)との

比較によって判断いたします。資産の減損が必要と考えられる場合には、減損すべき金額は資産の

帳簿価額が資産の見積公正価値を超過する部分となります。処分予定の資産については、帳簿価額

と公正価値(売却コストを控除後)のうちいずれか低い方により計上しております。 
  



(h) その他の資産 

その他の資産の中には繰延ローン費用も含まれております。これは主として弁護士費用や銀行の

シンジケートローン枠手数料等、交渉やシンジケートローン枠確保のための費用(注記７参照)であ

ります。これらの費用は当該シンジケートローン枠の期間に亘って定額法を用いて償却され、支払

利息に計上しております。 

  

(i) デリバティブ商品 

為替リスクと金利リスクへのエクスポージャーを管理するためにデリバティブを用いておりま

す。当社は円貨以外の通貨による約定支払に係る短期(通常は１年以内)の為替レート変動エクスポ

ージャーを減少させるために為替予約を締結することがあります。また、固定金利負債と変動金利

負債の望ましい全体的比率を達成するための金利コスト管理のために、金利スワップ等の金利リス

ク管理用のデリバティブを使用しております。方針として、当社はトレーディング目的又は投機目

的のデリバティブ取引は行いません。 

デリバティブ取引について、SFAS133号「デリバティブ商品とヘッジ活動の会計」及びSFAS138号

「特定のデリバティブ商品と特定のヘッジ活動の会計―SFAS133号の修正」に準拠して会計処理し

ております。修正SFAS133号では、全てのデリバティブ商品を貸借対照表上、資産ないし負債に公

正価値で計上することを求めております。公正価値ヘッジとして指定され有効に機能しているデリ

バティブ商品については、デリバティブ商品の公正価値変動とリスクヘッジされたヘッジ対象の公

正価値変動を、当期損益に計上しております。キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバテ

ィブ商品は、ヘッジが有効に機能している部分については、ヘッジ対象を損益計上する年度と同じ

年度に損益計上するまでは、その他包括利益に計上しております。ヘッジ非有効部分については毎

期の損益に計上しております。ヘッジ指定されていないデリバティブ商品の公正価値の変動は、毎

期の損益に計上しております。 

当社はヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リスクマネジメントの目的及びヘッジ取引の戦略を正式

に文書化しております。この文書化のプロセスには、公正価値ヘッジあるいはキャッシュフローヘ

ッジとして指定された全てのデリバティブ取引を、特定の資産及び負債、確定契約あるいは予定取

引に紐つけることも含まれております。当社は、以下のような場合にはヘッジ会計の適用を中止い

たします。①デリバティブがヘッジ対象の公正価値あるいはキャッシュフローの変動を相殺するこ

との有効性を満たさなくなった、②デリバティブが満期になった、売却、終了もしくは行使済の状

態になった、③ヘッジの対象の予定取引が発生しないと判断された、④ヘッジの対象となった確定

契約が確定契約としての要件を満たさない、⑤ヘッジ手段としてのデリバティブのヘッジ指定がも

はや適切でないと経営陣が判断している、これらのような有効性の判定は、３か月ごとに行われて

おります。 
  

当社は商業銀行との間で、米国ドル建ての設備購入やその他の約定に係る為替リスクエクスポー

ジャーのヘッジのために為替予約契約を締結しております。2005年、2006年12月31日現在、そのよ

うな為替予約残高は、想定元本合計で各々1,033百万円、1,399百万円でありました。これらは2008

年１月に期日を迎えることになります。これらの為替予約はSFAS133号の規定するヘッジ有効性の

要件を満たさないためヘッジ指定されておりません。しかしながら、経営陣としてはこれらの為替

予約は米国ドル建ての約定に強く関連したものであり、為替リスクを管理するためのものであると

考えております。ヘッジ指定されていない為替予約は毎期時価評価しております。 

当社はシンジケートローン枠供与契約(注記７参照)の規定に従って変動金利負債を管理するた

め、数件の金利スワップ契約を締結しております。これらの金利交換契約は2009年６月から2013年

10月に満期を迎える借入金93,895百万円に対する変動金利を日本円TIBORと日本円LIBORに効果的に

固定するものであります。これらの金利交換契約は負債に係る変動金利支払を有効に固定金利支払

に転換することが期待されるので、キャッシュフローヘッジ手段とみなされます。 



これらのキャッシュフローヘッジとして指定された金利デリバティブの公正価値変動はその他包

括利益に計上されております。その後、その他包括利益は、当該変動金利負債の金利が損益に計上

される年度と同じ年度に、支払利息の調整として損益に計上されます。金利交換契約の相手方はシ

ンジケートローン枠供与契約に参加している銀行であり、従って金利交換に係る債務不履行が発生

するとは考えておりません。 

  

(j) 退職金制度 

非積立型の非拠出型確定給付退職金制度を有しており、SFAS87号「事業主の年金会計」に従って

会計処理しております。2005年９月30日、当社はほぼすべての非拠出型確定給付退職金を清算し、

確定拠出年金制度へと移行いたしました。 

また2006年度末より、当社はSFAS158号「事業主の年金会計基準の改正」を採用いたしておりま

す。詳細に関しては注記10をご参照下さい。 

  

(k) 法人税等 

法人税等について資産負債法に従って会計処理しております。財務諸表上の資産・負債とそれら

に対応する税務上の金額との一時差異による将来の税金に関する影響に関して、一時差異が解消さ

れる予定の期に適用される実効税率を用い、資産負債法に基づき繰延税金を計上しております。税

率の変更による繰延税金資産及び負債への影響は当該変更が行われた期の損益に計上しておりま

す。 

  

(l) ケーブルテレビ事業に係るコスト、費用及び収益 

ケーブルテレビ事業に係る工事及び運営に係るコスト、費用及び収益について、SFAS51号に従っ

て会計処理しております。現在では、SFAS51号において規定されている本格稼動前期間にある重要

な運営会社はありません。当社の連結財務諸表上のその他営業費用には、その他の項目と併せ、ケ

ーブルテレビネットワークに関連する、ケーブルサービス関連費用、請求費用、技術及び保守人件

費、設備費用を含んでおります。 

  

(m) 収益認識 

ケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話サービス、プログラム収入について、これらの

サービスが加入者に提供された期に収益計上しております。その他の収益についてはサービスが提

供された期、事由が発生した期、又は製品が納入された期に認識しております。加入者の新規設置

料は当該サービスが提供された期に直接販売コストの範囲内で計上しております。それ以外の部分

は繰り延べ、加入者がケーブルテレビ接続を持続すると見積もられる平均期間に亘って認識いたし

ます。過去より、新規設置料は直接販売コストよりも金額が小さく、従ってこのような収益は設置

が完了した期に認識しております。 

当社及び子会社は受信障害地域を対象とした再送信サービスを、人工的障害物によるテレビ電波

の受信障害に悩むケーブルテレビ契約を締結していない視聴者に提供しております。影響を受ける

視聴者にコスト負担をしてもらうことなくこのようなサービスを提供するために、電波障害を生む

障害物を建設した当事者とケーブル設備の工事及び保守に関する契約を結んでおります。これらの

契約の下では、工事費と保守費用について当初に一括して合計額を受領しております。これらの契

約による収益は繰り延べ、定額法により通常20年間の契約期間に亘って収益認識しております。当

社はこうした電波障害契約からの収益を損益計算書の営業収益－その他に2005年、2006年度にそれ

ぞれ3,327百万円、4,367百万円、貸借対照表に短期の繰延収益それぞれ3,169百万円、3,695百万

円、長期の繰延収益それぞれ44,346百万円、55,044百万円計上しております。 

上記の連結損益計算書上の、営業収益―その他に計上している関係会社への工事関係の収益及び

番組販売収益に関しては、注記６の記載をご参照ください。 



(n) 広告宣伝費 

広告宣伝費は発生した期に損益に計上いたします。2005年、2006年度において広告宣伝費は各々

3,008百万円、1,630百万円でありました。これは上記の連結損益計算書上、販売費及び一般管理費

に計上しております。 
  

(o) 株式報酬制度 

 2006年度 

2004年12月にFASBはSFAS第123号「株式に基づく報酬の会計処理」を改訂いたしました(以下改訂

後のSFAS第123号を「SFAS123号改」という)。SFAS123号改はAPB25号及びその関連適用指針を継承

するものであります。SFAS123号改は主に従業員のサービスに対し株式に基づく報酬を与える場合

の会計処理を定めております。SFAS123号改は、従業員の報酬のコストを(限定的な例外規定はあり

ますが)オプションの付与日における公正価値で測定することを求めております。当該コストは従

業員が報酬の引き換えにサービスを提供することとなる期間に亘り認識いたします。 

2006年１月、当社はSFAS123号改の適用に際し、修正将来法を採用することにいたしました。そ

の結果、株式報酬費用を公正価値で認識し、権利確定前の株式報酬に対する公正価値を認識するた

めに失権部分を見積もり、2006年１月１日以降に付与されるオプションに対する全ての株式報酬費

用を定額法で認識し、2006年１月以前に付与されたオプションに対する株式報酬費用については加

速度償却することとなりました。 

当社は上記のように株式報酬にかかる費用を、公正価値法により会計処理しております。株式報

酬の公正価値はブラックショールズ・オプション・プライシング・モデルを用いて算出し、通常は

権利確定日である約定期日に達するまでは毎期末その見直しを実施いたします。当社は2006年12月

31日において、次の前提条件を用いて、株式報酬費用を算定いたしました。即ち、配当は無し、ボ

ラティリティは40％、リスクフリーレートは1.5％、想定期間は５年間としております。 
  

 2005年度 

SFAS123号改を採用する以前には、当社は従業員に対する株式報酬制度について、APB25号及び

FASB解釈指針44号「株式報酬に係る取引の会計－APB25号の解釈指針」（以下「FIN44号」)に規定

された本源的価値法を採用しておりました。このような報酬費用は、付与日現在の株式の公正価値

が行使価格を超過する場合に限り、当該権利の付与日に測定いたします。当社は非従業員及び非連

結会社の従業員に対する株式報酬制度については、SFAS123号「株式報酬制度の会計」及び発生問

題専門委員会の合意00-12号「持分法適用会社の従業員に付与された株式報酬制度に係る投資会社

の会計」(以下「EITF00-12号」という）に従い、公正価値法により会計処理しております。

SFAS123号によれば、株式報酬の公正価値はブラックショールズ・オプション・プライシング・モ

デルを用いて算出し、通常は権利確定日である約定期日に達するまでは毎期末その見直しを実施い

たします。毎期付与される予約権及び株式購入権の公正価値は次の前提条件を用いて、ブラックシ

ョールズ・オプション・プライシング・モデルを用いて算定しております。即ち、配当は無し、ボ

ラティリティは40％、リスクフリーレートは1.5％、想定期間は５年間としております。管理職に

対する株式報酬制度の費用は、FASB解釈指針28号「株式値上がりに関する権利及びその他の変動株

式オプションまたは報酬制度の会計」に従って、個々にその権利確定期間に亘って加速度償却して

おります。それ以外の報酬費用は、一般に権利確定期間に亘って償却しております。報酬費用は、

添付連結損益計算書上、当社の従業員及び非従業員に対するものは営業費用に計上し、関連会社の

従業員に対するものは持分法投資利益(損失)に計上しております。 

SFAS123号は、要件を満たす場合にはAPB25号を継続的に適用し、従業員株式オプションについて

SFAS123号が規定する公正価値法を適用したと仮定した場合の見積り額を開示することを認めてお

ります。当社は従業員株式オプション制度についてAPB25号を継続的に適用し、SFAS123号が規定す

る公正価値の見積り開示を行うことを選択しております。 



当社はSFAS123号改の実施に伴い2005年度の財務諸表を訂正しておりません。以下の表は、2005

年度において、仮に当社がSFAS123号に規定する公正価値を採用したと仮定した場合の純利益と基

本的及び希薄化後１株当たり純利益への影響を示したものであります。(単位：百万円) 

 
  

(p) １株当たり損益 

１株当たり損益(以下EPS)はSFAS128号「１株当たり利益」に準拠して開示しております。

SFAS128号では、基本的EPSは潜在的な普通株式による希薄化を除外し、純利益(損失)を当該年度の

加重平均発行済普通株式数で除して算定いたします。希薄化後EPSは潜在的な希薄化について、株

式の発行を伴う有価証券その他の契約が実行されるか、あるいは普通株式に転換された場合の影響

を反映したものであります。 

以下の表は、2005年、2006年度における、基本的及び希薄化後１株当たり情報を示したものであ

ります。(単位：百万円) 

 
  

2005年

当期純利益 ……………………………………………………… 19,333

 加算：報告純利益に含まれた株式報酬費用 ……………… 2,210

 減算：全ての報酬に係る公正価値に基づいて
    算定された株式報酬費用(税効果後) ………………

△4,001

見積純利益 ……………………………………………………… 17,542

基本的及び希薄化１株当たり情報(単位：円)：

 報告済み１株当たり純利益 …………………………………… 3,179

 見積１株当たり純利益 ………………………………………… 2,883

 報告済み希薄化後１株当たり純利益 ………………………… 3,169

 希薄化後見積１株当たり純利益 ……………………………… 2,874

2005年 2006年

会計原則変更による累積的影響前利益……………………… 19,819 24,481

会計原則変更による累積的影響額…………………………… △486 －

当期純利益……………………………………………………… 19,333 24,481

加重平均発行済普通株式(株)

基本的…………………………………………………………… 6,081,511 6,367,220

希薄化効果の影響……………………………………………… 19,460 10,781

希薄化後………………………………………………………… 6,100,971 6,378,001

１株当たり当期純利益(円）

基本的…………………………………………………………… 3,179 3,845

希薄化後………………………………………………………… 3,169 3,838



(q) セグメント 

SFAS131号「企業のセグメント及び関連情報の開示」に従い、事業セグメントの情報を開示して

おります。SFAS131号は事業セグメントについて、事業上の最高意思決定者が資源を個々のセグメ

ントにどのように配分するかといった意思決定や当該セグメントの業績を分析する際に、定期的な

評価を行う個別財務情報が入手可能である企業の構成単位であると規定しております。 

当社は、傘下の個々の連結子会社及び持分法適用対象関連会社が独立した法人であり、異なる地

理的範囲に対してサービスしていることから、それらが事業セグメントであり、またSFAS131号の

パラグラフ17に従い事業セグメントの集計に係る要件を評価し、それらを満たしていると考えてお

ります。それゆえ、当社全体としてブロードバンドサービスという一つの報告セグメントであると

判断しております。 

  

(r) 見積の活用 

米国において一般に認められた会計基準に準拠した連結財務諸表を作成するために、連結財務諸

表基準日における資産・負債の計上や、偶発資産・負債の開示、あるいは会計期間中の収益・費用

について、多くの見積りや仮定を行っております。重要な判断や仮定の中には、デリバティブ取

引、減価償却費及び償却費、有形固定資産及びのれんの減損、資産除却債務、法人税、その他偶発

債務が含まれております。実際の金額はそれらの見積りから乖離する可能性があります。 

  

(s) 最近の会計基準の公表 

2006年６月、FASBはFASB解釈指針48号「法人所得税の申告が確定していない状況における会計処

理－「法人所得税の会計処理」SFAS109号の解釈指針」（以下FIN48号という）を公表いたしまし

た。FIN48号では、税務申告において採用される、または採用されることが予想される税務ポジシ

ョンの財務諸表における認識及び測定の基準について規定しております。さらにFIN48号では、税

金の認識の中止、分類、利息、罰則、中間期における会計処理、開示や変更等について規定してお

ります。FIN48号は2006年12月15日以降に始まる会計年度より適用となります。当社はFIN48号の適

用によって、当社の業績がどのような影響を受けるかをまだ特定しておりません。 

2006年９月、FASBはSFAS第157号「公正価額の測定」（以下SFAS157号という）を公表いたしまし

た。SFAS157号は公正価値の解釈を定義し、会計基準における公正価値の測定方法を明確化すると

ともに、公正価値の測定方法に関する開示項目を拡大しております。SFAS157号は2007年11月15日

以降に始まる会計年度より適用となります。当社はSFAS157号の適用によって、当社の業績がどの

ような影響を受けるかをまだ特定しておりません。 

2007年２月、FASBはSFAS第159号「金融資産・負債の公正価値の測定」（以下SFAS159号という）

を公表いたしました。SFAS159号では企業が金融資産もしくは負債を測定するかどうかを選択する

ことを認めております。当社はSFAS159号の適用によって、当社の業績がどのような影響を受ける

かをまだ特定しておりません。 

  

(t)組替表示 

現在の表記に合わせるため、過去の一部の金額の組み替えを行っております。 

  

３ 買収 

当社は、各々異なる持分比率によるケーブルテレビ会社等の買収を行っております。これら全ての買収

についてパーチェス法を採用しており、従って被買収会社の各資産・負債の見積公正価値に基づいて取得

価額の配分を行っております。これらの会社の資産・負債・経営成績は各々の取得日より添付連結財務諸

表に含まれております。 



2005年２月、調布ケーブルテレビジョン㈱の株式の92.09％を買収総額4,420百万円で、取得いたしまし

た。調布ケーブルテレビジョン㈱の業績は同年３月１日より当社に連結されており、時価評価された資

産・負債と購入金額の差額の3,427百万円をのれんとして認識いたしました。 

2005年９月、㈱小田急情報サービス（2006年１月㈱ジェイコムせたまちに商号変更）の全株式を小田急

電鉄㈱より取得いたしました。買収総額は9,200百万円、また同社のキャピタルリース債務を含む借入

金、5,480百万円を引き受けました。なお引受債務のうち、3,490百万円に関しては即座に返済しておりま

す。同社の業績は同年10月１日より当社に連結されており、時価評価された資産・負債と購入金額の差額

の6,862百万円をのれんとして認識いたしました。 

2005年９月、連結子会社である㈱メディアさいたまの株式の32.06％(19,187株)を少数株主より追加取

得いたしました。この結果、当社持分は91.09％となりました。購入金額は1,919百万円、時価評価された

資産・負債と購入金額の差額の695百万円をのれんとして認識いたしました。2005年９月及び12月、連結

子会社である浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱の株式の30.39％(9,725株)を少数株主より追加取得

いたしました。この結果、当社持分は80.49％となりました。購入金額は1,953百万円、時価評価された資

産・負債と購入金額の差額の884百万円をのれんとして認識いたしました。（なお㈱メディアさいたまと

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱は2006年６月合併し、㈱ジェイコムさいたまとなりました。） 

2005年11月、持分法適用関連会社であった㈱ケーブルテレビ神戸の株式(25,000株)を第三者割当増資に

より取得しました。出資総額は2,000百万円、時価評価された資産・負債と購入金額の差額の815百万円を

のれんとして認識いたしました。この結果、当社持分は20.44％から51.04％となり、㈱ケーブルテレビ神

戸の業績は同年11月１日より当社に連結されております。その後同年12月、同社の株式14.09％(9,161

株）を追加取得いたしました。その結果、当社持分は65.13％となりました。購入金額は1,254百万円、時

価評価された資産・負債と購入金額の差額の792百万円をのれんとして追加認識いたしました。 

2006年１月、関西地方で高速インターネット接続サービスを提供している関西マルチメディアサービス

㈱の株式38.25％（15,300株）を追加取得し、当社持分を64.00％とし、持分法適用関連会社から連結子会

社としました。購入金額は2,275百万円、時価評価した資産・負債と購入金額の差額777百万円をのれんと

して認識いたしました。同社の業績は2006年１月より当社に連結されております。 

2006年４月及び５月に、さくらケーブルテレビ㈱の普通株式12,783株と全ての優先株式を購入し、当社

持分は81.01％となりました。また同年12月には優先株式を20対１の割合で普通株式に転換し、その結

果、当社持分は90.57％となりました。購入総額は1,519百万円、時価評価した資産・負債と購入金額の差

額1,563百万円をのれんとして認識いたしました。同社は2006年４月より当社に連結されております。 

2006年９月、ケーブルウエスト㈱の株式76.40％（146,993株）を追加取得し、その結果、当社持分は

84.97％となりました。取得費用を除いた購入金額は56,022百万円、資産・負債と購入金額の差額37,874

百万円をのれんとして認識いたしました。同社は2006年９月30日より当社に連結されております。その後

同年11月、同社の株式10.60％（20,396株）を追加取得し、当社持分を95.57％としました。購入金額は

7,736百万円、時価評価した資産・負債と購入金額の差額、4,881百万円をのれんとして認識いたしまし

た。 

2006年９月、連結子会社である北摂ケーブルネット㈱の株式45％（18,000株）を追加取得し、当社持分

を100％といたしました。購入金額は3,510百万円、時価評価した資産・負債と購入金額の差額、2,126百

万円をのれんとして認識いたしました。 

2006年10月、連結子会社である㈱ジェイコム東京の株式14.75％（29,725株）を追加取得し、その結果

当社持分は94.99％となりました。購入金額は3,032百万円、時価評価した資産・負債と購入金額の差額、

2,114百万円をのれんとして認識いたしました。 



当社は2005年、2006年において、上記以外にも一部の子会社の株式を少数株主より取得しております。

その中には2006年８月及び９月に株式を追加取得し、その結果当社持分が50％から63.41％になり、持分

法適用会社から連結子会社となった㈱ケーブルネット下関の取得も含まれております。なお同社の業績は

2006年８月１日より当社に連結されております。 

2005年、2006年において、仮に上記の買収が期首に行われていたとしましても、営業収益、当期純利益

及び一株当たり当期純利益に重要な影響はありません。 

2005年、2006年に行われた上記の企業結合の購入価額は、時価に基づいて以下の表のように配分されて

おります。(単位：百万円) 

  

 
  

なおケーブルウエスト㈱の時価評価額については確定しておらず、よって今後最終の数値が決定した段

階で資産・負債の時価評価額が変わる可能性があります。 

  

４ 関連会社への投資 

当社の関連会社は主にブロードバンドサービス事業を日本で行っております。2006年12月31日現在、福

岡ケーブルネットワーク㈱に45.00％、ジュピターVOD㈱に50.00％、グリーンシティケーブルテレビ㈱に

20.00％、日本デジタル配信㈱に21.32％及び㈱角川ジェイコムメディアに50.00％出資しております。 

2005年、2006年12月31日現在において、これらの関連会社投資の帳簿価額の中には、当該関連会社の純

資産を当社の保有する株式投資取得原価が超過した部分である未償却ののれんを各々、679百万円、628百

万円を含んでおります。これらの関連会社との取引による内部利益は持分法会計に従い、相殺消去してお

ります。 

2005年12月31日現在の関連会社投資の帳簿価額には、1,805百万円の当社から㈱下関ケーブルネットへ

の短期貸付金が含まれており、利率は2005年12月31日現在で2.25％でありました。なお同社は2006年度中

に当社の連結子会社となっております。 

当社の非連結関連会社の2005年及び2006年度の合算財務情報は以下のとおりであります。(単位：百万

円) 

  

   

2005年 2006年

現金、債権及びその他の資産 …………………………… 4,234 8,926

有形固定資産 ……………………………………………… 21,155 37,625

のれん ……………………………………………………… 13,732 49,336

顧客関連資産 ……………………………………………… 5,644 16,641

負債及びキャピタルリース債務 ……………………… △16,085 △11,941

その他の債務 ……………………………………………… △7,843 △26,493

20,837 74,094

合算財務状況： 2005年 2006年

有形固定資産―純額 ……………………………………… 22,183 17,814

その他資産―純額 ………………………………………… 10,205 5,789

資産合計 ………………………………………………… 32,388 23,603

借入金 ……………………………………………………… 12,253 9,775

その他負債 ………………………………………………… 12,332 8,928

資本 ………………………………………………………… 7,803 4,900

負債及び資本合計 ……………………………………… 32,388 23,603

合算経営成績： 2005年 2006年



 
  

５ のれん及びその他の資産 

 のれん 

2005年、2006年度ののれん－純額の帳簿価額の変動は以下のとおりであります。(単位：百万円) 
  

   

 顧客関連資産 

顧客関連資産は子会社取得時に当該子会社の既存顧客から将来的にもたらされる経済価値を評価した無

形固定資産であり、既存顧客の予想契約期間の10年に亘り定額法により償却いたします。当社は定期的に

SFAS144号に基づきその価値を評価しております。2005年、2006年12月31日現在、当社の顧客関連資産の

残高は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

   
2006年12月31日現在における顧客関連資産の残高に基づいて見積もった、今後５年間及びそれ以降にお

ける償却費は以下のようになります。（単位：百万円) 

 
  
2005年、2006年12月31日現在ののれん及び顧客関連資産を除くその他資産の内訳は以下のとおりであり

ます。(単位：百万円) 

収益 ………………………………………………………… 26,807 18,995

販売費及び一般管理費 …………………………………… △20,007 △14,032

減価償却費及び償却費 …………………………………… △4,314 △3,200

営業利益 ………………………………………………… 2,486 1,763

支払利息―純額 …………………………………………… △353 △296

その他費用―純額 ………………………………………… △262 △654

当期純利益 ……………………………………………… 1,871 813

2005年 2006年

のれん―期首残高 …………………………………………… 140,659 150,030

のれん―期中取得高 ………………………………………… 13,732 53,086

買収会社ののれんと相殺される税効果の
当初認識額(注記９参照) ……………………………………

△4,361 △849

のれん―期末残高 …………………………………………… 150,030 202,267

2005年 2006年

顧客関連資産 ……………………………………………… 6,692 22,509

償却累計額 ………………………………………………… △299 △1,328

期末純額 …………………………………………………… 6,393 21,181

2007 ……………………………………………………… 2,251

2008 ……………………………………………………… 2,251

2009 ……………………………………………………… 2,251

2010 ……………………………………………………… 2,251

2011 ……………………………………………………… 2,251

それ以降 ………………………………………………… 9,926

合計 ……………………………………………………… 21,181

2005年 2006年

保証金その他預け金 ………………………………………… 4,409 4,777

繰延ローン費用 ……………………………………………… 767 807

その他 ………………………………………………………… 2,392 1,949

その他資産合計 …………………………………………… 7,568 7,534



６ 関係会社取引 

2005年、2006年度における主な関係会社取引は以下のとおりとなっております。（単位：百万円） 

 

（a）当社は連結子会社以外の運営会社からも利用料収入を受け取っております。 

（b）当社は連結子会社以外の運営会社から、プログラミング、工事、経営管理サービス、配信サービ

ス等についての収入を得ております。 

（c）当社は関係会社より、プログラミングサービスやオペレーティングリースを受けております。ま

た2005年度においては、当時持分法適用関連会社であった関西マルチメディアサービス㈱に対し、

同社が提供するインターネットサービスに関連して当社が顧客から回収した利用料収入に対して、

合意された一定の比率を乗じて算出した手数料を支払っております。 

（d）当社は経営管理サービスに関する契約を住友商事及びLGIとの間で締結しております。その契約に

基づき両社から役員と管理職レベルの者が当社に出向しており、その人件費を役務提供料として費

用負担しております。また当社は住友商事の関連会社からオペレーティングリースを受けておりま

す。 

（e）主に住友商事の子会社及び関連会社からのキャピタルリースの利息となっております。 

（f）当社は住友商事の子会社及び関連会社より、顧客用の機器、各種事務機器、車両運搬具等をキャ

ピタルリースにより購入しております。2005年、2006年12月31日現在においてそれらのリース取引

に対する債務残高はそれぞれ34,545百万円、41,488百万円となっております。 

  

７ 長期借入金  

2005年、2006年度における長期借入金の概要は以下のとおりとなっております。(単位：百万円) 

  

 
  

2005年 2006年

関係会社からの利用料収入（a）…………………………… 1,160 830

関係会社からのその他収益（b）…………………………… 4,580 5,501

関係会社に対する営業費用（c）…………………………… 8,077 6,420

関係会社に対する販売費及び一般管理費（d）…………… 1,487 1,331

関係会社に対する利息（e）………………………………… 1,043 1,173

キャピタルリースによる購入（f）………………………… 15,850 16,624

2005年 2006年

シンジケートローン枠による借入金 
 満期 2006-2012年…………………………………………

125,000 76,500

タームローンによる借入金
 満期 2011-2013年…………………………………………

－ 92,000

0％ 日本政策投資銀行からの有担保借入金
 満期 2007-2019年  ………………………………………

14,735 16,569

日本政策投資銀行からの有担保借入金 
 満期 2007-2018年、利率0.65-5.8％ ……………………

4,648 4,539

その他無担保借入金  
  満期 2007年、利率2.4％ …………………………………

221 5

合計 …………………………………………………………… 144,604 189,613

控除：１年以内返済予定分 ………………………………… △11,508 △16,158

１年以内返済予定分控除後長期借入金 …………………… 133,096 173,455



1,550億円のシンジケートローン 

2005年12月、当社は銀行団と新たに1,550億円のシンジケートローン枠を取得いたしました（以下「シ

ンジケートローン枠契約」という）。このシンジケートローン枠契約は期限５年間の300億円のリボルビ

ングローン契約、期限５年間の850億円のトランチAローン契約及び期限７年間の400億円のトランチBロー

ン契約からとなっており、1,550億円までの借入が可能となっております。 

シンジケートローン枠契約は無担保であり、トランチA及びBローンについては返済した金額の、再借入

はできません。2005年12月21日、当社はトランチA及びBローンによる借入と余剰資金を使って、前年締結

したシンジケートローン枠契約に基づく借入金を全額返済いたしました。2005年及び2006年におけるリフ

ァイナンスにより、当社は主に繰延ローン費用の償還費をそれぞれ2,469百万円、378百万円計上しており

ます。 

リボルビングローン契約及びトランチAローン契約の金利は、シンジケートローン枠契約の定めにより

日本円TIBORにマージンを加えたものとなっております。2006年12月31日現在におけるトランチAローン契

約のマージンも含めた加重平均利率は0.973％となっております。リボルビングローン契約による借入に

ついては主に運転資金として使用しております。トランチAローン契約による借入の最終返済期限は2010

年12月31日でありますが、すでに2006年３月31日より３ヶ月毎の分割支払が始まっております。リボルビ

ングローン契約の最終返済期限も2010年12月31日となっておりますが、その１ヶ月前までの借入が可能と

なっております。コミットメントフィーは、未使用枠に対し、年率0.2％が借入可能期間に亘り賦課され

ることとなっております。 

 さらにシンジケートローン枠契約においては無担保なため、優先債務・EBITDA比率、最低デット・サー

ビス・カバレッジ・レシオ、純資産の各項目に関して財務条項を遵守することが求められております。

2006年12月31日現在、リボルビングローン契約により300億円の借入が可能となっております。上述のよ

うに未使用枠に対しては年率0.2％が借入可能期間に亘り賦課されることになっております。 

  

その他の借入金 
  
当社は2006年３月から５月に総額400億円の借入を行い、トランチBローン契約に基づく借入金400億円

を全額返済いたしました。新たな借入金は固定金利、変動金利それぞれ200億円ずつからなり、2006年12

月31日現在、固定金利の加重平均利率は2.08％、変動金利は日本円LIBORに0.30％を加算した利率（マー

ジン0.80％を含む）であります。この新たな借入金は2005年12月に締結したシンジケートローン枠契約と

類似した財務制限条項の遵守が求められており、返済は2013年の期日に一括返済となっております。 

2006年９月のケーブルウエスト㈱の取得に伴い、当社は変動金利による借入金契約20億円、７年間の固

定金利による借入金契約200億円、シンジケートローン枠契約による300億円の借入を行いました。20億円

及び200億円の借入は９月中に全額実施され、シンジケートローン枠契約による300億円の借入については

2006年10月27日に全額がなされ、うち140億円についてはリボルビングローン契約の返済に使用されまし

た。これらの借入金は2011年から2013年に返済期日を迎えます。20億円の借入金の利率は、2006年12月31

日現在日本円TIBORに0.25％のマージンを加えた0.757％となっております。200億円の借入金のうち100億

円に対する利率は1.72％、残りの100億円については1.90％となっております。300億円のシンジケートロ

ーン枠契約による借入のうち100億円については日本円LIBORに0.25％を加算した利率となっており、2011

年10月が返済期日、195億円については日本円LIBORにマージン0.35％を加算した利率となっており、2013

年10月が返済期日、残りの５億円については固定金利2.05％となっており、2013年10月が返済期日となっ

ております。これらの借入についてもシンジケートローン枠契約同様の財務制限条項の遵守が求められて

おります。 

  



ケーブルテレビ運営子会社の日本政策投資銀行からの借入金 

この借入金は日本政策投資銀行からの制度ローンであり、その大半は総務省の指定した「テレトピア」

という特定の地域において事業を営む情報通信会社に対して当該地域の情報通信ネットワーク開発を促進

するために利用可能となっているローンであります。この資金調達を利用する要件には、光ファイバーケ

ーブルの使用、地方自治体の資本参加、第三者による保証等が含まれております。これらの借入金は当社

の子会社によって利用されておりますが、主に直接又は間接的にその時点における主要な株主の保証を得

ておりました。2005年のリファイナンス契約に伴い、これらの借入金は、当社が保証しております。 

  

長期借入金に対する資産担保 

2006年12月31日現在、ケーブルテレビ運営子会社の日本政策投資銀行からの借入金に対しては、当該子

会社が保有するおおむね全ての伝送システム及び設備を担保に供しております。 

2006年12月31日現在の長期借入金の各期における弁済金額合計は以下の通りであります。(単位：百万

円) 

  

 
  

2007年 ………………………………………………………… 16,158

2008年 ………………………………………………………… 24,500

2009年 ………………………………………………………… 24,192

2010年 ………………………………………………………… 24,010

2011年 ………………………………………………………… 18,634

2012年以降 …………………………………………………… 82,119

189,613



次へ 

８ リース契約 

当社は、今後21年以内に満期の到来する様々なキャピタルリース契約(主にセットトップボックス)及び

解約不能なオペレーティングリース契約を締結しております。住友商事の関係会社からのキャピタルリー

スに関する詳細は注記６をご参照ください。 

2005年、2006年12月31日現在、キャピタルリースに係る設備の金額及び減価償却累計額は以下のとおり

であります。(単位：百万円) 

  

 
  

キャピタルリースの下での資産の減価償却費は連結損益計算書の減価償却費に含まれております。 

2006年12月31日現在における、キャピタルリース及び解約不能なオペレーティングリースの下での将来

の最低リース料は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

  

 
  

当社は、事務所を解約可能な賃貸借契約で賃借しております。それらの賃料は2005年、2006年度におい

て各々2,946百万円、3,981百万円であり、連結損益計算書の番組・その他営業費用と販売費及び一般管理

費に含んでおります。また当社は特定の伝送設備及び電柱等の設備を解約可能なリース契約で賃借してお

ります。これらのリース料は2005年、2006年度において各々10,925百万円、13,247百万円であり、連結損

益計算書の番組・その他営業費用に含んでおります。 

2005年 2006年

伝送システム及び設備 ……………………………………… 54,688 70,621

補助設備及び建物 …………………………………………… 5,762 4,293

その他資産―取得原価(減価償却控除後) ………………… 290 199

控除：減価償却累計額 ……………………………………… △23,967 △26,951

36,773 48,162

キャピタル
リース

オペレーティング
リース

2007年 ……………………………………………………… 14,792 2,683

2008年 ……………………………………………………… 12,780 1,043

2009年 ……………………………………………………… 11,186 874

2010年 ……………………………………………………… 8,961 783

2011年 ……………………………………………………… 5,277 520

2012年以降 ………………………………………………… 3,141 1,668

最低リース料総額 …………………………………………… 56,137 7,571

控除：金利相当額(1.3％から10.0％) …………………… △5,675

最低リース料の現在価値 …………………………………… 50,462

控除：１年以内支払予定分 ………………………………… △12,881

長期債務金額 ………………………………………………… 37,581



９ 法人税等 

当社は、法人所得税30％、住民税約21％、損金算入可能な事業税約10％、合計で約42％の税率となる税

金を課せられておりました。2003年３月24日、我が国の国会は地方税法の改正を決議し事業税を10.08％

から7.2％に引き下げました。この税率の改正は、2004年４月１日以降開始した事業年度から適用されて

おります。従って、2005年１月１日以降実現ないし決済される繰延税金資産負債については、適用される

法定税率は約40％となっております。 

全ての税引前利益又は損失に対応する法人税等の額は、日本国内の事業活動から発生しております。 

2005年、2006年度の法人税等の内訳は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

2005年、2006年度の税引前利益に対する法人税等の実効税率と法定税率についての差異の内訳は以下の

とおりであります。 

 
  

2005年、2006年12月31日現在における繰延税金資産及び負債の内訳は以下のとおりであります。(単

位：百万円) 

 
  

2005年 2006年

当期分 ………………………………………………………… 2,852 4,350

繰延分 ………………………………………………………… △5,923 △1,328

合計 …………………………………………………………… △3,071 3,022

2005年 2006年

通常の法定税率 ……………………………………………… 40.0％ 40.0％

評価性引当金の増加 ……………………………………… △73.4 △26.3

損金不算入費用及びその他 ……………………………… 14.5 △2.7

実効税率 ……………………………………………………… △18.9％ 11.0％

2005年 2006年

繰延税金資産：

 繰越欠損金 ………………………………………………… 15,350 7,307

 繰延収益 …………………………………………………… 14,612 18,689

 リース債務 ………………………………………………… 15,409 20,185

 退職給付引当金等 ………………………………………… 422 678

 関連会社投資 ……………………………………………… 325 805

 未払費用等 ………………………………………………… 4,797 5,146

 繰延税金資産－総額 ……………………………………… 50,915 52,810

 控除：評価性引当金 ……………………………………… △14,868 △4,720

 繰延税金資産 ……………………………………………… 36,047 48,090

繰延税金負債：

 有形固定資産 ……………………………………………… 17,014 21,682

 無形固定資産（主として顧客関連資産）………………… 1,605 8,498

 その他 ……………………………………………………… 3,628 5,008

繰延税金負債－総額 ………………………………………… 22,247 35,188

繰延税金資産－純額 ………………………………………… 13,800 12,902



評価性引当金の純変動額は2005年、2006年度において各々20,373百万円、10,148百万円となりました。

2005年及び2006年度における評価性引当金の減少は、主に繰越欠損金の利用及び子会社における評価性引

当金を取り崩した結果によるものであります。 

繰延税金資産の実現可能性の評価について、当社は繰延税金資産の一部又は全部が実現しない可能性よ

りも実現する可能性が高いか否かを検討しております。最終的な繰延税金資産の実現可能性の判断は一時

差異項目が減算可能になる期において将来的に課税所得が計上できるか否かに依存しております。当社は

繰延税金負債の取崩の予定、将来の課税所得の見通し、本分析を行う上での税務戦略について検討を行っ

ております。過去の課税所得の水準、繰延税金資産が減算可能となる各期における将来の見積課税所得の

水準を基に、当社は評価性引当金と相殺した繰延税金資産の純額が実現すると見込んでおります。 

企業結合の過程で計上された2005年、2006年12月31日現在の評価性引当金の残高は各々1,346百万円、

381百万円でありました。今後これを取り崩すか、あるいは繰延税金資産が実現する場合には、まずは企

業結合に伴うのれんへ充当し、次に企業結合に伴う他の無形資産に充当し、最後に法人税等を減額いたし

ます（注記５参照）。 

  

2006年12月31日現在、当社及び子会社は税務上の繰越欠損金を18,267百万円有しており、これを将来の

課税所得との相殺に利用することができます。繰越欠損金は利用されない場合、次期以降、以下のように

消滅いたします。(単位：百万円) 

  

 
  

10 退職給付制度 

2005年10月１日、当社は確定拠出年金制度を採用いたしました。確定拠出年金制度は、2005年９月30日

で終了した非積立型退職金制度に代わり、役員及び一部の子会社を除いた全ての正社員に対して採用さ

れ、当社は同制度に対し2005年、2006年度にそれぞれ61百万円、303百万円を拠出いたしました。 

確定拠出年金制度に加入していない役員及び一部の子会社の正社員は、非積立型退職金制度に加入して

おります。正社員については、非積立型退職金制度の下では、勤続２年もしくは３年という権利付与期間

を経てから退職する場合に退職一時金を受け取る権利が与えられますが、その金額は退職時の給与水準、

勤続年数等によって決定されます。債務測定の基準日は2006年12月31日であります。 

SFAS87号の下での、当社及び子会社の退職給付制度における、2005年、2006年度の退職給付費用には以

下の項目を含んでおります。(単位：百万円) 

 
  

当社及び子会社の退職給付制度の、SFAS87号の下での退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表は以

2009年……………………………………………………………………… 8,913

2010年……………………………………………………………………… 3,240

2011年……………………………………………………………………… 1,221

2012年及び2013年………………………………………………………… 4,893

18,267

2005年 2006年

勤務費用―期中獲得給付 …………………………………… 241 26

予測給付債務の利息費用 …………………………………… 37 3

清算による利益 ……………………………………………… △656 ―

数理計算上の損失又は利益（△） ………………………… △10 3

当期費用 ……………………………………………………… △388 32



下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

当社及び子会社の退職給付制度の退職給付費用及び退職給付債務を算定するために用いられた加重平均

割引率は2005年、2006年度において、以下のとおりであります。 

 
  

SFAS158号では確定給付退職金制度における払い込み過剰もしくは不足額を期末において測定し、その

算定値を貸借対照表に資産もしくは負債として認識することを求めております。またその資産、負債のス

テータスが変わった期には、その他包括利益もしくは損失として認識することも求めております。当社は

2006年12月31日よりSFAS158号を採用いたしましたが、2005年度において既存の各社については確定給付

制度をすでに解約しており、一方新規連結子会社においては、予測給付債務に基づいて年金負債を計上し

ましたが、それにより過去の未実現損益、過去勤務費用及び引き継がれた資産もしくは負債は消去された

ため、当社の連結財務諸表に対して重要な影響はございませんでした。 

さらに、当社及び一部の子会社の従業員は複数雇用者確定給付制度に加入しております。当社の同制度

への拠出金は2005年、2006年度において各々672百万円、793百万円であります。 

  

11 優先償還株式 

2003年12月29日、当社の連結子会社は、第三者への債務と交換に総額500百万円の優先株式を発行いた

しました。優先株式の全部又は一部は2010年以降、前営業年度の税引後当期利益の半分の額を限度として

保有者の求めに応じて償還することができます。優先株式の保有者は優先的に配当を受ける権利を有しま

すが、その配当金額は当該子会社の取締役会で決定され、またその配当は優先株式１株につき1,000円を

超えることはできず、累積することは認められておりません。 

  

12 資本 

配当 

会社法の規定により、配当可能金額は当社が日本の会計基準に準拠して作成した帳簿上の利益剰余金を

基礎として決定されます。当社の帳簿には記帳されていない一定の修正が上記の連結財務諸表において、

注記２に示された理由により反映されております。2006年12月31日現在、当社の帳簿上の利益剰余金は

6,482百万円でありました。 

会社法では、それぞれの期において現金配当及び現金流出を伴う利益処分金額の10％に相当する金額に

ついて、利益準備金と資本準備金を合わせた額が、資本金の25％に達するまでは利益準備金として計上し

2005年 2006年

給付債務の変動：

給付債務―期首残高 ………………………………………… 2,682 35

勤務費用 ……………………………………………………… 241 26

利息費用 ……………………………………………………… 37 3

買収(注記３) ………………………………………………… 47 441

数理計算上の損失又は利益（△)…………………………… △10 3

清算による利益……………………………………………… △656 ―

給付額 ………………………………………………………… △2,306 △28

給付債務―期末残高 ………………………………………… 35 480

2005年 2006年

退職給付債務割引率 ………………………………………… 2.0％ 2.0％

退職給付費用割引率 ………………………………………… 2.0％ 2.0％



なければならないとされております。また、会社法においては株主総会の決議により、資本準備金及び

利益準備金の一定額を資本金に振り替えることも認めております。 

  

株式報酬制度 

当社は新株予約権及び新株引受権を、当社及び連結子会社の特定の取締役、監査役、従業員、また当社

の持分法適用運営会社の特定の取締役、監査役、従業員及び非従業員に対して付与しております(総称し

て「ジュピターオプションプラン」という)。管理職ではない従業員に付与されたジュピターオプション

プランは、別途付与契約で定めない限り付与日から２年間で権利が確定いたします。管理職については、

別途付与契約で定めない限り付与日の１年後から４回に分割して権利が確定いたします。これらの権利

は、2006年に役員に付与された20年間で行使期間が満了する権利を除き、付与日から10年間で行使期間が

満了いたします。現在、行使期限は2010年８月23日から2012年８月23日の間であります。 

  

以下は2006年12月31日現在のジュピターオプションプランの推移を要約したものであります。 

  

 
  

13 金融商品の時価 

長期借入金、リース債務、金利スワップ以外の金融商品の時価は、それらの期間が短いため概ね帳簿価

額と等しくなります。類似する条件及び借入期間に対応する当社の現行の銀行借入金利を元に計算された

長期借入金、キャピタルリース債務の2005年、2006年12月31日現在の公正価値は以下のとおりでありま

す。(単位：百万円) 

  

 

2006年
株式数

加重平均行使
価格(円)

加重平均
契約残存期間

本源的価値
(百万円)

期首現在未行使残高 …………………… 177,504 80,141

付与 ……………………………………… 304 1

解約 …………………………………… △2,404 80,000

失権 …………………………………… △692 80,000

行使 …………………………………… △18,771 80,000

期末現在未行使残高…………………… 155,941 80,030 4.72年 2,490

行使可能オプション期末残高 ………… 147,745 80,152 4.65年 2,341

2005年 2006年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

長期借入金 ………………… 144,604 144,285 189,613 190,805

リース債務 ………………… 38,523 37,228 50,462 49,540

金利スワップ契約 ………… △98 △98 200 200

 



14 連結キャッシュ・フロー計算書の補足的情報 

連結キャッシュ・フロー計算書の補足的情報は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

  

 
  

15 契約義務 

当社は福岡ケーブルネットワーク㈱、グリーンシティケーブルテレビ㈱及び㈱ベイ・コミュニケーショ

ンズの主に銀行からの借入について債務保証を行っております。当該債務保証の一部は、株主間の持分割

合にて銀行借入を負担するという約定に基づくものであります。債務保証の期間は10年間を限度としてお

り、2005年、2006年12月31日現在、保証額は各々11,074百万円、8,848百万円となっております。経営陣

は当社が保証の実行を求められるか、あるいは当該保証に関連して重要な損失が発生する可能性は低いと

考えております。 

  

16 重要な後発事象 

新株予約権発行の決議 

当社は2007年３月27日開催の定時株主総会において、会社法236条、238条及び239条の規定に基づき、

当社の取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を発行することを決

議いたしました。なお詳細につきましては、「第４提出会社の状況」 １株式等の状況 （８）ストック

オプション制度の内容」に記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

    

     

  

  

  

  

2005年 2006年

当期現金支出額：

利息支払額………………………………………………… 4,305 2,646

法人税等支払額…………………………………………… 2,252 4,619

新規子会社取得のための支出:

取得資産の公正価値……………………………………… 35,435 96,520

負債………………………………………………………… △23,386 △40,383

現金支出額―取得現金控除後…………………………… 12,049 56,137

キャピタルリースによる期中資産取得金額……………… 15,872 17,442



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

「連結財務諸表注記 ７ 長期借入金」をご参照ください。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(2005年12月31日)

当事業年度 
(2006年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 22,268 3,613

 ２ 売掛金 ※１ 11,081 12,327

 ３ 有価証券 ― 5,995

 ４ 商品 957 769

 ５ 前払費用 162 491

 ６ 前渡金 32 ―

 ７ 預け金 ― 7,000

 ８ 繰延税金資産 ― 426

 ９ その他 450 3,643

   流動資産合計 34,950 10.9 34,264 9.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,229 1,302

    減価償却累計額 258 971 316 986

  (2) 構築物 51 51

    減価償却累計額 15 36 18 33

  (3) 工具・器具及び備品 1,150 1,965

    減価償却累計額 240 910 460 1,505

  (4) 土地 429 429

   有形固定資産合計 2,346 0.7 2,953 0.8

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 0 ―

  (2) ソフトウェア 2,399 3,474

  (3) 電話加入権 9 ―

  (4) その他無形固定資産 ― 10

   無形固定資産合計 2,408 0.8 3,484 0.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,867 779

  (2) 関係会社株式 155,205 211,048

  (3) 関係会社出資金 3 ―

  (4) 長期貸付金 286 268

  (5) 関係会社長期貸付金 120,000 119,500

  (6) 長期前払費用 803 982

  (7) 差入保証金 726 821

  (8) その他投資 149 39

   投資その他の資産合計 280,039 87.5 333,437 89.1

   固定資産合計 284,793 89.0 339,874 90.8

Ⅲ 繰延資産

 １ 新株発行費 465 ―

 ２ 株式交付費 ― 214

   繰延資産合計 465 0.1 214 0.1

   資産合計 320,208 100.0 374,352 100.0



 
  

前事業年度
(2005年12月31日)

当事業年度 
(2006年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 8,235 8,472

 ２ １年以内返済予定 
      長期借入金

― 12,750

 ３ 未払金 730 2,520

 ４ 未払費用 280 998

 ５ 未払法人税等 156 136

 ６ 預り金 278 324

 ７ その他 11 13

   流動負債合計 9,690 3.0 25,213 6.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 125,000 155,750

 ２ 役員退職慰労引当金 45 ―

 ３ 長期未払保証料 8 ―

 ４ 預り保証金 35 35

 ５ その他 98 199

   固定負債合計 125,186 39.1 155,984 41.7

   負債合計 134,876 42.1 181,197 48.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 114,481 35.8 ― ―

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※４ 0 0.0 ― ―

Ⅲ 資本剰余金

  資本準備金 89,017 ―

     資本剰余金合計 89,017 27.8 ― ―

Ⅳ 利益剰余金

  当期未処理損失 18,166 ―

   利益剰余金合計 △18,166 △5.7 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △0 △0.0 ― ―

   資本合計 ※６ 185,332 57.9 ― ―

   負債及び資本合計 320,208 100.0 ― ―



 
  

  

前事業年度
(2005年12月31日)

当事業年度 
(2006年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 115,232 30.8

 ２ 新株式申込証拠金 ※４ ― ― 32 0.0

 ３ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 29,371

  (2) その他資本剰余金 ― 42,230

    資本剰余金合計 ― ― 71,601 19.1

 ４ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 6,482

    利益剰余金合計 ― ― 6,482 1.7

 ５ 自己株式 ― ― △0 △0.0

   株主資本合計 ― ― 193,347 51.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 繰延ヘッジ損益 ― ― △192 △0.0

   評価・換算差額等合計 ― ― △192 △0.0

   純資産合計 ― ― 193,155 51.6

   負債純資産合計 ― ― 374,352 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 75,002 100.0 100,288 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 183 957

 ２ 当期商品仕入高 57,101 85,112

    合計 57,284 86,069

 ３ 商品期末たな卸高 957 56,327 75.1 769 85,300 85.1

   売上総利益 18,675 24.9 14,988 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 俸給諸給与 5,696 3,529

 ２ 退職給付費用 308 71

 ３ 福利厚生費 2,670 824

 ４ 地代家賃 887 736

 ５ 業務委託費 5,040 2,407

 ６ 減価償却費 618 860

 ７ 雑費 2,192 17,411 23.2 2,235 10,662 10.6

   営業利益 1,264 1.7 4,326 4.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※１ 1,564 2,699

 ２ 受取配当金 ※１ 669 1,366

 ３ 受取保証料 ※１ 100 117

 ４ 為替差益 13 3

 ５ その他 240 2,586 3.4 309 4,494 4.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ※１ 642 1,635

 ２ 支払保証料 221 ―

 ３ 長期前払費用償却 543 167

 ４ 新株発行費償却 289 ―

 ５ 株式交付費償却 ― 251

 ６ その他 46 1,741 2.3 142 2,195 2.2

   経常利益 2,109 2.8 6,625 6.6

Ⅵ 特別損失

 １ ローン費用一括償却に伴 
   う損失

2,845 111

 ２ 投資有価証券売却損 1,383 4,228 5.6 ― 111 0.1

   税引前当期純利益又は 
   損失(△)

△2,119 △2.8 6,514 6.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

※２ 22 463

   法人税等調整額 ― 22 0.1 △431 32 0.0

   当期純利益又は損失(△) △2,141 △2.9 6,482 6.5

   前期繰越損失 16,025 ―

   当期未処理損失 18,166 ―



③ 【損失処理計算書】 

  

 
      (注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

前事業年度
(2006年３月28日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処理損失 18,166

Ⅱ 損失処理額 ―

Ⅲ 次期繰越損失 18,166



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 2006年１月１日 至 2006年12月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金
新株式 
申込 
証拠金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本
準備金

その他
資本 
剰余金

資本
剰余金 
合計

その他
利益 
剰余金

利益
剰余金 
合計繰越利益 

剰余金

2005年12月31日残高 (百万円) 114,481 0 89,017 ― 89,017 △18,166 △18,166 △0 185,332

当期中の変動額

 資本準備金の減少による欠損 
 補填

△60,396 42,230 △18,166 18,166 18,166 ―

 当期純利益 6,482 6,482 6,482

 自己株式の取得 △0 △0

 新株の発行 
 (ストックオプションの行使)

751 32 750 750 1,533

 期首新株式申込証拠金から 
 資本金及び資本準備金への振替額

0 △0 0 ―

 純資産の部に直接計上された 
 繰延ヘッジ損益の増減

当期中の変動額合計 (百万円) 751 32 △59,646 42,230 △17,416 24,648 24,648 △0 8,015

2006年12月31日残高 (百万円) 115,232 32 29,371 42,230 71,601 6,482 6,482 △0 193,347

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

2005年12月31日残高 (百万円) ― ― 185,332

当期中の変動額

 資本準備金の減少による欠損 
 補填

―

 当期純利益 6,482

 自己株式の取得 △0

 新株の発行 
 (ストックオプションの行使)

1,533

 期首新株式申込証拠金から 
 資本金及び資本準備金への振替額

―

 純資産の部に直接計上された 
 繰延ヘッジ損益の増減

△192 △192 △192

当期中の変動額合計 (百万円) △192 △192 7,823

2006年12月31日残高 (百万円) △192 △192 193,155



重要な会計方針 

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券
時価のないもの…移動平均法に基づく原価法

その他有価証券
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく低価法によっております。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
同左

３ 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産：定額法によっております。

３ 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産：同左

ロ 無形固定資産：
ソフトウェア
定額法によっております。ただし、ソフトウ
ェアのうち自社利用分については、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

ロ 無形固定資産：
ソフトウェア

 同左

ハ 長期前払費用：定額法によっております。 ハ 長期前払費用： 同左
４ 繰延資産の処理方法
新株発行費：商法施行規則に基づく期間均等償却を

行っております。

４ 繰延資産の処理方法
株式交付費：月数を基準とした３年間の定額償却に

よっております。ただし、前事業年度
までに発生したものについては、３年
内に均等額以上を償却する方法（年割
償却）によっております。

（会計方針の変更）
当事業年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日実務対
応報告第19号）を採用しております。これにより、前事
業年度まで新株の発行に係る費用は「新株発行費」とし
て表示しておりましたが、当事業年度より「株式交付
費」として表示しております。

５ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金：債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については財務内容評価法により計
上しております。

５ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金：同左

 

ロ 役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支給に
備えるため、当社内規に基
づく期末要支給見積額を引
当計上しております。

ロ 役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支給に
備えるため、当社内規に基
づく期末要支給見積額を引
当計上しておりましたが、
2006年２月27日の取締役会
において2006年３月開催の
株主総会終結時をもって役
員退職慰労金制度を廃止す
ることを決議したことに伴
い、当事業年度において役
員退職慰労引当金を全額取
り崩しております。

６ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為
替予約について振当処理の要件を満たしている場
合は振当処理を採用しております。

６ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為
替予約については、振当処理を採用しておりま
す。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象：外貨建金銭債務、変動金利借入金
            利息      

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

ハ ヘッジ方針
内規に基づき、外貨建金銭債務の為替変動リス
ク及び変動金利借入金利率変動リスクを回避す
る目的で行っております。

ハ ヘッジ方針
同左



 
  

重要な会計方針の変更 

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

ニ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約の有効性の評価については、決算日及
び決済日（為替予約の実行日）に予約レートと
同日の直物相場によるレート比較により評価を
行っております。金利スワップ取引について
は、ヘッジ対象となる金利リスクが減殺されて
いることテストし、有効性の評価を行っており
ます。

ニ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引については、当該取引とヘッジ対
象に関する重要な条件等が一致しており、かつ
キャッシュフローが固定されているため、ヘッ
ジの有効性評価を省略しております。 
金利スワップ取引については、ヘッジ対象とな
る金利リスクが減殺されていることをテスト
し、有効性の評価を行っております。

７ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

７ リース取引の処理方法

同左

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の処理方法

同左

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

 
――――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 2002年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 2003年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号 2005年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 2005年

12月９日）を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。従来の資本の部の合計に相当する

金額は、193,347百万円であります。なお、財務諸表等規

則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。



表示方法の変更 

 
  

  

追加情報 

 
  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

 損益計算書において、従来営業外収益の「受取利息」

に含めて表示しておりました「受取配当金」は区分掲記

しております。なお前期の「受取配当金」は52百万円で

あります。

（貸借対照表関係）

１ 前事業年度において区分掲記しておりました「商標

権」及び「電話加入権」は、金額的重要性が乏しくな

ったため「その他無形固定資産」に含めて表示してお

ります。なお、当事業年度末の「商標権」及び「電話

加入権」はそれぞれ０百万円、10百万円であります。

２ 前事業年度まで、旧有限会社法に規定する有限会社に

対する当社持分は、投資その他の資産「関係会社出資

金」として表示しておりましたが、会社法及び会社法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条第

２項により、その持分が有価証券（株式）とみなされ

ることとなったため、当事業年度より「関係会社株

式」として表示しております。なお、当事業年度末の

「関係会社株式」に含まれる有限会社に対する持分の

額は、３百万円であります。

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

 (外形標準課税の計上方法）

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号）が2003年３月31日に公布され、2004年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度より「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取り扱い」(2004年２月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割について、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。この結果、販売費及び一般管理費が134百万円増加

し、営業利益及び経常利益が同額減少し、税引前当期純

損失が同額増加しております。

（退職金制度の変更）
 当社は確定給付型の退職一時金制度を設けておりまし

たが、確定拠出年金法の施行に伴い、2005年10月１日よ

り前払い退職金制度及び確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付関係制度移行等に関する会計処理」(企業会計

基準適用指針第１号）を適用しております。これにより

販売費及び一般管理費が371百万円減少し、営業利益及び

経常利益が同額増加し、税引前当期純損失が、同額減少

しております。

（カスタマーセンター等運営費用）

カスタマーセンター等運営費用は、従来、販売費及び一

般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より売上

原価に計上することとしました。これは、主に従来、各

地域に設置していたカスタマーセンターを当社直轄に統

合したこと、アウトバウンドセンターを新規に２箇所に

設置したことに伴い、その運営費用の金額的重要性が高

まってきたことによるものであります。これにより、従

来の方法によった場合と比較して、売上総利益は10,969

百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はございません。



注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

 
  

前事業年度 
(2005年12月31日)

当事業年度
(2006年12月31日)

※１ 関係会社に対する資産・負債

売掛金 8,644百万円

※１ 関係会社に対する資産・負債

売掛金 9,580百万円

※２ 会社が発行する 
株式の総数

普通株式 15,000,000株

優先株式 5,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,363,840.74株

※２
――――――――――

※３ 自己株式の保有数

普通株式             0.68株

※３
――――――――――

 

※４  新株式申込証拠金

株式の発行数 ６株

資本金増加の日 2006年１月31日

資本準備金繰入額 0百万円
 

※４ 新株式申込証拠金

株式の発行数 402株

資本金増加の日 2007年１月31日

資本準備金繰入額 16百万円

 

  ５ 保証債務

下記の会社の銀行借入に対して保証しておりま

す。

福岡ケーブルネットワーク㈱ 9,765百万円

㈱ジェイコム湘南 3,444

㈱ジェイコム関西 2,858

㈱ジェイコム札幌 2,232

土浦ケーブルテレビ㈱ 1,981

㈱ジェイコム北九州 1,927

㈱ジェイコム千葉 1,445

㈱メディアさいたま 1,339

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱ 1,326

㈱ケーブルテレビ神戸 969

㈱ケーブルネット下関  920

㈱小田急情報サービス 826

㈱ジェイコム東京 688

㈱ケーブルネット神戸芦屋 493

グリーンシティケーブルテレビ㈱ 355

㈱ベイ・コミュニケーションズ 34

計 30,602百万円

 
 

  ５ 保証債務

下記の会社の銀行等借入に対して保証しており

ます。

福岡ケーブルネットワーク㈱ 8,534百万円

㈱ジェイコム湘南 2,882

㈱ジェイコム関西 2,556

㈱ジェイコムさいたま 2,349

㈱ジェイコム北九州 2,300

㈱ジェイコム札幌 1,875

土浦ケーブルテレビ㈱ 1,763

㈱ジェイコム千葉 1,228

㈱ケーブルネット下関 896

㈱ジェイコムせたまち 748

㈱ケーブルテレビ神戸 720

㈱ジェイコム東京 504

㈱ケーブルネット神戸芦屋 422

グリーンシティケーブルテレビ㈱ 290

㈱ベイ・コミュニケーションズ 23

計 27,090百万円

 
※６ 資本の欠損の額 18,166百万円 ※６

――――――――――



 
  

(損益計算書関係) 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 2006年１月１日 至 2006年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 端株の買取りによる増加  0.06株 

  
  

前事業年度
(2005年12月31日)

当事業年度
（2006年12月31日)

 ７ 貸出コミットメント（シンジケートローンに基づ

くリボルビングファシリティ）

当社は、運転資金の効率的な調達及び設備投資

等を行うため、取引銀行７行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。当該契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

 ７ 貸出コミットメント（シンジケートローンに基づ

くリボルビングファシリティ）

当社は、運転資金の効率的な調達及び設備投資

等を行うため、取引銀行７行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。当該契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

 

貸出コミットメントの総額 30,000百万円

借入実行残高 ―  

差引額 30,000百万円
 

貸出コミットメントの総額 30,000百万円

借入実行残高 ―   

差引額 30,000百万円

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 57,105百万円

関係会社よりの受取利息 1,554百万円

関係会社よりの受取保証料 100百万円

関係会社よりの受取配当金 665百万円

関係会社への支払利息 246百万円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 82,722百万円

関係会社よりの受取利息 2,660百万円

関係会社よりの受取保証料 117百万円

関係会社よりの受取配当金 1,362百万円

関係会社への支払利息 2百万円

※２ 住民税の均等割額であります。

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 0.68 0.06 ― 0.74



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度における子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額（関係会社への転貸分を除

く）

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

車輛運搬具 2 2 0

工具・器具 
及び備品

1,589 655 934

ソフトウェア 315 120 195

合計 1,906 777 1,129
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額（関係会社への転貸分を除

く）

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

工具・器具
及び備品

1,692 491 1,201

ソフトウェア 277 118 159

合計 1,969 609 1,360

(2) 未経過リース料期末残高相当額（関係会社への転貸

分を含む）

１年以内 3,127百万円

１年超 12,296

合計 15,423

(2) 未経過リース料期末残高相当額（関係会社への転貸

分を含む）

１年以内 5,582百万円

１年超 21,496

合計 27,078

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額（関係会社への転貸分を除く）

支払リース料 339百万円

減価償却費相当額 313

支払利息相当額 26

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額（関係会社への転貸分を除く）

支払リース料 450百万円

減価償却費相当額 415

支払利息相当額 43

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

２．貸主側（関係会社への転貸）

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,781百万円

１年超 11,492

合計 14,273
 

２．貸主側（関係会社への転貸）

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,147百万円

１年超 20,462

合計 25,609



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

税務上の繰越欠損金 894百万円

長期前払費用償却超過 2,105

その他 164

繰延税金資産小計 3,163

評価性引当額 △3,163

繰延税金資産合計 ―
 

 

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

長期前払費用償却超過 1,597百万円

その他 744

繰延税金資産小計 2,341

繰延税金負債

為替予約差益 5

繰延税金負債小計 5

繰延税金資産純額 2,336

評価性引当額 △1,910

繰延税金資産合計 426

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

   税引前当期純損失を計上している為、記載してお

りません。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割等 0.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.8

評価性引当額 △34.4

その他 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.5



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当期純利益又は損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

   

 
  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

１株当たり純資産額 29,122.68円 １株当たり純資産額 30,262.71円

１株当たり当期純損失 352.11円 １株当たり当期純利益 1,018.01円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期

純損失を計上しているため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純利益 1,016.29円

項目
前事業年度

(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

１株当たり当期純利益又は損失

当期純利益又は損失（△）(百万円) △2,141 6,482

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益又は損失（△）(百万円) △2,141 6,482

普通株式の期中平均株式数(株) 6,081,511.00 6,367,220.38

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額 ― ―

普通株式増加数（株） ― 10,780.97

（うち新株予約権） （―） （10,780.97）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

これらの詳細は、「新株
予約権等の状況」に記載
のとおりであります。

―



(重要な後発事象) 
  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

（株式の取得）

 当社は2006年１月６日、関西マルチメディアサービス

㈱（以下KMS）の株式を、関西電力グループ及び住友商

事㈱他の同社株主から取得いたしました。これにより当

社の株式保有比率は25.75％から64.00％に増加し、同社

は当社の連結子会社となりました。同社の取得価格は

2,275百万円となっております。

①株式取得の目的

 KMSは、関西地区において当社グループの運営会社と

協力し高速インターネット接続サービスを提供している

ケーブルISP会社であります。同社を連結子会社とする

ことで、関西地区以外におけるケーブルISP会社である

当社連結子会社アットネットホーム㈱とともに、コンテ

ンツ開発、バックボーン調達及び新規事業への取り組み

等についての協力体制を強化してシナジー効果を追求

し、よりよいサービスを提供していく計画であります。

② KMSの会社概要、事業内容等

設立 1998年４月23日

代表者 代表取締役社長 今川 哲夫

本店所在地 大阪市北区

資本金 2,000百万円

事業内容 電気通信事業法に定める電気通信事
業、電気通信設備の開発、製造、販
売、保守及び賃貸 等

取得金額 2,275百万円

取得の時期 2006年１月６日

（新株予約権発行の決議）

当社は2007年３月27日開催の定時株主総会において、会

社法236条、238条及び239条の規定に基づき、当社の取

締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプション

として、新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。なお詳細につきましては、「第４提出会社の状況

１株式等の状況 （８）ストックオプション制度の内

容」に記載しております。

(資本準備金の減少)

 2006年３月28日に開催の定時株主総会において、下記

のとおり資本準備金を取崩し、資本の欠損の補填及びそ

の他資本剰余金に振り替えることを決議いたしました。

① 法定準備金減額の目的

 商法289条第２項の規定に基づき、資本金の額の４分

の１を超過する法定準備金を取崩し、資本の欠損の補

填に充当するとともに、その他資本剰余金に振り替

え、今後の財務政策の柔軟性と経営戦略の機動性を高

めるものであります。 

② 減少する法定準備金の額

 2005年12月31日末現在の資本準備金89,016,797,486

円のうち、60,396,000,000円を取崩しいたします。 

 なお、取崩し後の資本準備金は、28,620,797,486円

となる見込みであります。 

③ 減額の方法

 資本準備金の取崩し額60,396,000,000円のうち、

18,166,218,910円を資本の欠損の補填に充当し、

42,229,781,090円をその他資本剰余金に振り替える予

定であります。

④ 減額の日程（予定）

（1）取締役会決議日     2006年２月27日 

（2）定時株主総会決議日   2006年３月28日 

（3）債権者異議申述公告   2006年３月29日 

（4）債権者異議申述最終期日 2006年５月１日 

（5）減額の効力発生日    2006年５月２日



 
  

  

  

前事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当事業年度
(自 2006年１月１日
至 2006年12月31日)

(新株予約権の決議）

 当社は2006年３月28日開催の定時株主総会におい

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な

役割を担う重要な役職者であって取締役会で特に指定

する者に対し、株式報酬型ストックオプションとし

て、新株予約権を発行することを決議いたしました。

なお、詳細につきましては、「第４ 提出会社の状況

１株式等の状況(７）ストックオプション制度の内容」

に記載しております。



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 

【債券】 

 
【有形固定資産等明細表】 

 
(注) 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

㈱ベイ・コミュニケーションズ 8,440 729

ケーブルネット埼玉㈱ 1,000 50

計 9,440 779

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

その他有価証券

コマーシャルペーパー 
      ダイヤモンドリース㈱

3,000 2,996

コマーシャルペーパー  
          住商リース㈱

3,000 2,999

計 6,000 5,995

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 
(百万円)

有形固定資産

 建物 1,229 85 12 1,302 316 58 986

 構築物 51 ― 0 51 18 3 33

 工具・器具及び備品 1,150 843 28 1,965 460 228 1,505

 土地 429 ― ― 429 ― ― 429

有形固定資産計 2,859 928 40 3,747 794 289 2,953

無形固定資産

 ソフトウェア ― ― ― 5,589 2,115 864 3,474

 その他無形固定資産 ― ― ― 31 21 0 10

無形固定資産計 ― ― ― 5,620 2,136 864 3,484

長期前払費用 1,393 688 892 1,189 207 167 982

繰延資産

株式交付費 868 ― 227 641 427 251 214

繰延資産計 868 ― 227 641 427 251 214



【引当金明細表】 

  

 
  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

役員退職慰労引当金 45 ６ 51 － －



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

 
  

ロ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)売掛金滞留状況 

  

 
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ハ 商品 

  

 
  

区分 金額(百万円)

現金 －

普通預金 3,613

合計 3,613

相手先 金額(百万円)

㈱ジェイコム関東 1,869

エイジェイシーシー㈱ 1,710

㈱ジェイコム東京 1,615

㈱ジェイコム関西 1,310

㈱ジェイコム湘南 698

㈱ジェイコムさいたま 569

その他 4,556

合計 12,327

期首残高 
(百万円) 
 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円) 
 
(Ｃ)

当期末残高
(百万円) 
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

11,081 105,303 104,057 12,327 89 41

区分 金額(百万円)

ケーブルテレビ局向けの資機材 647

ケータイ端末等 122

合計 769



ニ 関係会社株式 

  

 
  

ホ 関係会社長期貸付金 

  

 
  

区分 金額(百万円)

ケーブルウエスト㈱ 65,847

㈱ジェイコム関東 28,465

㈱ジェイコム東京 23,860

㈱ジェイコム関西 18,743

アットネットホーム㈱ 10,209

㈱ジェイコムせたまち 9,200

㈱ジェイコム北九州 8,393

㈱ジェイコム湘南 8,232

㈱ジェイコムさいたま 6,665

㈱ケーブルテレビ神戸 5,616

北摂ケーブルネット㈱ 4,610

その他 21,208

合計 211,048

区分 金額(百万円)

㈲ジェイコムファイナンス 119,500



ｂ 負債の部 

イ 買掛金 

  

 
  

ロ 長期借入金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

住商情報システム㈱ 739

松下電器産業㈱ 643

㈱WOWOW 597

モトローラ㈱ 491

ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 408

アットネットホーム㈱ 406

その他 5,188

合計 8,472

相手先 金額(百万円)

日本政策投資銀行 44,300

㈱三菱東京UFJ銀行 29,345

㈱三井住友銀行 20,645

㈱みずほコーポレート銀行 20,645

住友信託銀行㈱ 10,349

住友生命保険（相） 7,000

日本生命保険（相） 5,000

その他 31,216

合計 168,500



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) １ 当社は、2001年(平成13年)改正旧商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

２ 端株の買取手数料は、以下の算式により算出した１株当たりの金額に１株に対する割合を乗じた金額とす

る。 

100万円以下の金額につき        1.150％ 

100万円超500万円以下の金額につき   0.900％ 

500万円超１千万円以下の金額につき   0.700％ 

１千万円超３千万円以下の金額につき  0.575％ 

３千万円超５千万円以下の金額につき  0.375％ 

(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 

ただし、１株当たり金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 

３ 当社は、2007年３月27日開催の定時株主総会において、定款の一部を変更し、公告方法を以下のとおり変更

することを決議いたしました。 

公告方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告

をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行なう。 

  

  

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎決算期の翌日から３か月以内

基準日 12月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券、1,000株券

剰余金の配当の基準日 12月31日

１単元の株式数 ─────

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所
住友信託銀行株式会社 
 本店及び全国支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚当たり 印紙税相当額

  株券喪失登録手数料
株券喪失登録の請求１件につき10,000円
申請に係る株券１枚につき500円

端株の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所
住友信託銀行株式会社 
  本店及び全国支店

  買取手数料 (注)２

公告掲載方法 日本経済新聞(注)３

株主に対する特典 該当事項はありません。



  



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

（1）親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

当社の親会社等であるLiberty Global, Inc.（LGI）及びLGIグループの当社への出資系統図は次のと

おりであります。 

 

①Liberty Global, Inc.（LGI） 

LGIは当社の親会社等のうちの最上位会社であります。 LGIは外国上場会社であり、米国NASDAQに

上場しております。  



②Liberty Media International, Inc.（LMI） 

LMIはLGIの完全子会社であります。 LMIは、LGIの完全子会社となる2005年６月までは米国NASDAQ

に上場しておりましたが、完全子会社となって以降は上場を廃止し、営業活動を行っておりません。

従って財務諸表は作成されておらず、入手できないため、記載及び添付をしておりません。役員につ

きましても、形式上存在しておりますが、その営業活動はLGIの役員として行われております。 

LMIの役員（Director）の状況は以下のとおりであります。 

 
③Liberty Media International Holdings, LLC 

同社はLMIの完全子会社であります。専ら持株会社としてのLimited Liability Company （米国の

各州法に基づき設立される有限責任の人的法人。以下、LLCという）であり、株式は発行しておりま

せん。Liberty Media International, Inc. がメンバーのSingle Member LLCであり、役員はおりま

せん。また財務諸表も作成されていないため、記載及び添付をしておりません。  

④Liberty Global Japan, LLC 

同社はLiberty Media International Holdings, LLCの完全子会社であります。専ら持株会社とし

てのLLCであり、株式は発行しておりません。Liberty Media International Holdings, LLCがメンバ

ーのSingle Member LLCであり、役員はおりません。また、財務諸表は作成されていないため、記載

及び添付をしておりません。  

⑤LGI/Sumisho Super Media, LLC（住商/LGIスーパーメディア,LLC、Super Media） 

Super MediaはLiberty Media International Holdings, LLC及びその子会社並びに住友商事が、そ

れぞれ所有していた当社株式を集約させた持株会社としてのLLCであり、株式は発行しておりませ

ん。本報告書提出日現在、Super Mediaは、58.66％をLGIが、41.34％を住友商事が所有しておりま

す。Super Mediaは、LGIと住友商事の間で締結された運営契約に基づき運営されており、役員はおり

ません。財務諸表につきましては、運営契約に基づき、連結財務諸表（要約）が、期末後120日以内

に作成されることとなっておりますが、現在入手できていないため、記載及び添付をしておりませ

ん。 

  

役名 氏名 生年月日 略歴

Chief Executive  
Officer 
President  
Director

Michael T. Fries 1963年
２月６日生

1999年11月 United Global Com, Inc. 
Director(現在)

2005年６月 Liberty Global, Inc. 
Chief Executive Officer, 
President, Director(現在)

Liberty Media International,Inc.
Chief Executive Officer,  
President, Director(現在)

Director John C. Malone 1941年
３月７日生

1990年  Liberty Media Corporation 
Chairman of the Board(現在)

2004年３月 Liberty Media International,Inc.
Chief Executive Officer,  
President(以上は2005年６月まで), 
Director(現在)

2005年１月 Liberty Global, Inc. 
Chairman of the Board(2005年６月
まで),Director(現在)

（注） 会社名はその会社の前身である会社を含めた記載となっている場合があります。



２ 【その他の参考情報】 

最近事業年度の開始日から本報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

 
  

  

(1) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号(提出会社の財政状態及び経
営成績に著しい影響を与える事象の発生)
の規定に基づく臨時報告書であります。

2006年２月27日
関東財務局長に提出

(2) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第12期)

自 2005年１月１日
至 2005年12月31日

2006年３月28日 
関東財務局長に提出

(3) 
 

臨時報告書 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号(提出会社の代表取締役の異
動)の規定に基づく臨時報告書でありま
す。 
 

2006年５月９日 
関東財務局長に提出

(4) 
 

臨時報告書 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号(提出会社の代表取締役の異
動)の規定に基づく臨時報告書でありま
す。 
 

2006年６月28日 
関東財務局長に提出

(5) 
 

半期報告書 
 

(第13期中) 
 

自 2006年１月１日
至 2006年６月30日

2006年９月28日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 
  

2006年３月28日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2005年１月１日から2005年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(連結

財務諸表 注記事項１及び２参照)に準拠して、株式会社ジュピターテレコム及び連結子会社の2005年12月

31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

1. 重 要 な 会 計 方 針 の 概 要 に 記 載 の 通 り、会 社 は 米 国 財 務 会 計 基 準 審 議 会

（Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」）解釈指針（FASB Interpretation）第47号「条

件付資産除却債務に関する会計処理-SFAS第143号の解釈指針」を当連結会計年度より適用しているため、当

該解釈指針により連結財務諸表を作成している。 

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年１月、関西マルチメディアサービス株式会社の

株式を取得し、同社は子会社となった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上
  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

2007年３月27日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2006年１月１日から2006年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(連結

財務諸表 注記事項１及び２参照)に準拠して、株式会社ジュピターテレコム及び連結子会社の2006年12月

31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上
  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

2006年３月28日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2005年１月１日から2005年12月31日までの第12期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジュピターテレコムの2005年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年１月、関西マルチメディアサービス株式会社の

株式を取得し、同社は子会社となった。 

２.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年３月28日に開催の定時株主総会において、資本

準備金を取崩し、資本の欠損の補填及びその他資本剰余金に振替えることを決議した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

2007年３月27日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2006年１月１日から2006年12月31日までの第13期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジュピターテレコムの2006年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結資本勘定計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③損失処理計算書
	④株主資本等変動計算書
	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	債券
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表

	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/145
	pageform2: 2/145
	form1: EDINET提出書類  2007/03/27 提出
	form2: 株式会社ジュピターテレコム(681112)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/145
	pageform4: 4/145
	pageform5: 5/145
	pageform6: 6/145
	pageform7: 7/145
	pageform8: 8/145
	pageform9: 9/145
	pageform10: 10/145
	pageform11: 11/145
	pageform12: 12/145
	pageform13: 13/145
	pageform14: 14/145
	pageform15: 15/145
	pageform16: 16/145
	pageform17: 17/145
	pageform18: 18/145
	pageform19: 19/145
	pageform20: 20/145
	pageform21: 21/145
	pageform22: 22/145
	pageform23: 23/145
	pageform24: 24/145
	pageform25: 25/145
	pageform26: 26/145
	pageform27: 27/145
	pageform28: 28/145
	pageform29: 29/145
	pageform30: 30/145
	pageform31: 31/145
	pageform32: 32/145
	pageform33: 33/145
	pageform34: 34/145
	pageform35: 35/145
	pageform36: 36/145
	pageform37: 37/145
	pageform38: 38/145
	pageform39: 39/145
	pageform40: 40/145
	pageform41: 41/145
	pageform42: 42/145
	pageform43: 43/145
	pageform44: 44/145
	pageform45: 45/145
	pageform46: 46/145
	pageform47: 47/145
	pageform48: 48/145
	pageform49: 49/145
	pageform50: 50/145
	pageform51: 51/145
	pageform52: 52/145
	pageform53: 53/145
	pageform54: 54/145
	pageform55: 55/145
	pageform56: 56/145
	pageform57: 57/145
	pageform58: 58/145
	pageform59: 59/145
	pageform60: 60/145
	pageform61: 61/145
	pageform62: 62/145
	pageform63: 63/145
	pageform64: 64/145
	pageform65: 65/145
	pageform66: 66/145
	pageform67: 67/145
	pageform68: 68/145
	pageform69: 69/145
	pageform70: 70/145
	pageform71: 71/145
	pageform72: 72/145
	pageform73: 73/145
	pageform74: 74/145
	pageform75: 75/145
	pageform76: 76/145
	pageform77: 77/145
	pageform78: 78/145
	pageform79: 79/145
	pageform80: 80/145
	pageform81: 81/145
	pageform82: 82/145
	pageform83: 83/145
	pageform84: 84/145
	pageform85: 85/145
	pageform86: 86/145
	pageform87: 87/145
	pageform88: 88/145
	pageform89: 89/145
	pageform90: 90/145
	pageform91: 91/145
	pageform92: 92/145
	pageform93: 93/145
	pageform94: 94/145
	pageform95: 95/145
	pageform96: 96/145
	pageform97: 97/145
	pageform98: 98/145
	pageform99: 99/145
	pageform100: 100/145
	pageform101: 101/145
	pageform102: 102/145
	pageform103: 103/145
	pageform104: 104/145
	pageform105: 105/145
	pageform106: 106/145
	pageform107: 107/145
	pageform108: 108/145
	pageform109: 109/145
	pageform110: 110/145
	pageform111: 111/145
	pageform112: 112/145
	pageform113: 113/145
	pageform114: 114/145
	pageform115: 115/145
	pageform116: 116/145
	pageform117: 117/145
	pageform118: 118/145
	pageform119: 119/145
	pageform120: 120/145
	pageform121: 121/145
	pageform122: 122/145
	pageform123: 123/145
	pageform124: 124/145
	pageform125: 125/145
	pageform126: 126/145
	pageform127: 127/145
	pageform128: 128/145
	pageform129: 129/145
	pageform130: 130/145
	pageform131: 131/145
	pageform132: 132/145
	pageform133: 133/145
	pageform134: 134/145
	pageform135: 135/145
	pageform136: 136/145
	pageform137: 137/145
	pageform138: 138/145
	pageform139: 139/145
	pageform140: 140/145
	pageform141: 141/145
	pageform142: 142/145
	pageform143: 143/145
	pageform144: 144/145
	pageform145: 145/145


